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（午前 ９時００分 再開） 

 

○世古安秀委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、予算決算常任委員会を再開します。 

  本日の審査は、観光課、建設課、消防本部と教育委員会総務課、学校教育課、生涯学習課です。 

  では、観光課の当初予算の審査から始めます。 

  説明資料は１２３ページから１３１ページです。 

  担当課長の説明を求めます。 

  観光課長。 

○高浪観光課長 観光課、高浪です。よろしくお願いします。 

  予算編成に当たっては、コロナ禍で打撃を受けた市内経済の回復に向けた中長期的な土台づくりの部分と、

地域共生社会の実現を意識し、全体の予算編成としております。 

  工夫した点を申し上げます。 

  旅行者の世代交代や観光ニーズの変化に対応し、これまでの事業に加え、観光以外の目的による来訪者を獲

得し、将来にわたって鳥羽市とのつながりの深い関係人口の創出につなげるため、学びと研究を目的に鳥羽市

を訪れる方に対する支援策を計上しております。 

  また、事業の最適化による効率的な行政運営を図るため、観光課が所有している施設の利用実態を確認をし、

利用が少ない施設について解体工事の予算を計上しております。 

  事前にお渡ししている資料は２種類ございます。 

  まず、一つ目の資料をご覧いただきたいと思います。資料２種類ございますが、一つ目の資料をお願いしま

す。よろしいでしょうか。 

○世古安秀委員長 はい。 

○高浪観光課長 １枚目の、一つ目の資料、第２次鳥羽市観光基本計画の目標像「～国際的な滞在拠点を目指し

た鳥羽うみ文化の継承と創造に向けて～」を示しております。 

  また、その下に後期アクションプログラムの八つの戦略を示しました。 

  また、令和４年度当初予算の観光振興事業について、カテゴリーに分け、３ページにわたって示しておりま

す。 

  事業内容については、この後、予算説明資料を基にご説明いたしますので、この資料では、カテゴリーに分

けた中で今後のキーワードとなる言葉をご紹介したいと思います。 

  まず１ページ目、「バリアフリーでおもてなし！」の枠では、多様化する旅行者の受入れ整備、「多様化す

る旅行者」というキーワード、その下、「大学との連携強化で地域を磨きあげ！」の枠では、関係人口のさら

なる創出、学びの旅を鳥羽の地でということで、「学びの旅」というキーワード。 

  ２ページ目をご覧ください。 

  ２ページ目の一番上の段、「鳥羽の基幹産業の連携で産業活性化！」の枠では、域内循環の向上、資源のみ

がきあげ、「域内循環」と「資源のみがきあげ」というキーワード。 
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  ３ページ目をご覧いただきますと、３ページ目の一番上で、「ＳＤＧｓ、サスティナブルツーリズムの推

進」、２段目で「最適化」、３段目で「レジリエンスな観光地づくり」、こういったキーワードなどを意識し

て事業を展開してまいります。 

  二つ目の資料をご覧いただきたいと思います。 

  こちらは、決算であるとか予算委員会では毎回添付をさせていただいている資料になります。 

  これは観光振興基金を財源とした事業を上げております。 

  めくっていただいて、３ページ目の最後のところ、事業の総額５,７８３万７,０００円、観光振興基金を財

源とし、５,７８３万７,０００円です。これで事業を実施していきます。 

  それでは、予算説明資料１２３ページからご説明をいたします。 

  予算説明資料１２３ページをご覧ください。 

  観光振興推進事業で９,１６７万１,０００円を計上しております。 

  国内誘客事業推進のため、伊勢志摩観光コンベンション機構への負担金、観光客の誘致促進、受入れ体制強

化やＰＲ活動等、観光振興事業を行う鳥羽市観光協会、鳥羽商工会議所、鳥羽みなとまつり大会実行委員会、

鳥羽市温泉振興会などへの補助金を支出します。 

  拡充内容として、鳥羽うみ文化を生かしたＳＤＧｓ推進事業として、アフターコロナで求められるインバウ

ンドのニーズには、旅行者が旅先の自然や社会への負担を配慮しつつ、地域ならではの体験や経験を求めるサ

スティナブルツーリズムがあります。鳥羽の地域資源をＳＤＧｓの視点で整理をし、インバウンド誘致のため

の商談会等で活用できるツール作成を行います。 

  事業の目標（活動指標）は観光客数で、令和４年の目標として、令和元年の実績数値４２３万５,７７４人

を入れております。令和２年、令和３年の数値はそれぞれの実績を示しておりますけれども、コロナ禍でござ

いますので参考数値にとどめたいと思います。最終年度の目標数値については、第６次鳥羽市総合計画におい

て現状維持することを掲げておりますので、令和４年の目標をそのまま入れております。 

  予算説明資料１２４ページをご覧ください。 

  観光施設維持管理事業で９９９万７,０００円を計上しております。 

  観光客や来訪者が利用する６か所の公衆トイレの定期清掃や修繕、佐田浜東公園の足湯などの維持管理を行

います。そのほか、安楽島海水浴場の運営、近畿自然歩道や日和山遊歩道の清掃など、維持管理を行います。 

  拡充事業として、鳥羽駅からほど近い場所にミニパーク公衆トイレを所有しております。この公衆トイレの

解体工事を行います。ミニパーク公衆トイレの整備後、３０年以上経過し、施設の老朽化に加え、昨年ビッグ

データを活用した利用状況の確認の結果、利用者が少なく、かつ近隣に公衆トイレが存在することから解体を

することといたしました。ミニパーク公衆トイレの外観はご覧のとおり、ＱＲコードを読み込んでいただきま

すと、その場所が表示されます。 

  また、この場所には鳥羽ライオンズクラブ様から市に寄贈いただきました時計台がございます。ライオンズ

クラブ様とは既に協議をし、公衆トイレは解体する方向で予算を計上、時計台はそのままに残すということで

合意を得ております。 

  予算説明資料１２５ページをご覧ください。 
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  鳥羽展望台維持管理事業、１,１３３万４,０００円を計上しております。 

  箱田山園地の駐車場、広場、トイレ及び周辺施設の清掃など、運営・維持管理業務を行います。 

  拡充部分として、鳥羽展望台公衆トイレ改修工事を行います。故障している便器の取替えや配管の修繕、オ

ストメイトやベビーチェアの設置を考えております。 

  予算説明資料１２６ページをご覧ください。 

  旅行商品・プロモーション戦略事業で２１４万円を計上しております。 

  鳥羽の豊かな自然資源の保全と活用を目的としたエコツーリズムの普及・定着を図るエコツーリズム推進協

議会への補助、鳥羽市内に宿泊し、スポーツと地域との触れ合い体験を行った組織への補助を行います。 

  拡充事業として、大学のゼミ合宿や鳥羽市の地域課題解決に向けた研究などを行う研究者等への補助を行い

ます。 

  参考情報の部分をご覧ください。 

  大学ゼミ合宿及び研究支援事業として補助制度を創設いたします。 

  補助の条件は、合宿、研究等で市内宿泊施設に宿泊すること、対象者は合宿５人以上で学生を引率する指導

者が同行していること、研究者等は大学などに所属している者、大学ゼミ合宿補助金は１泊２,０００円、

１団体上限２０万円、地域課題解決研究支援は１申請で上限１０万円でございます。 

  これら支援等に関しては、関東の大学の教授等のご意見を伺い補助要綱等を作成中でございます。 

  活動指標は宿泊者数で、令和元年の数値を基に令和４年１６９万６,０００人、最終年は観光基本計画、第

６次鳥羽市総合計画に基づいて設定をしております。 

  なお、令和３年度当初予算では、広告宣伝戦略事業及び観光魅力アップ事業について補助金の予算を計上し

ておりましたけれども、令和４年度当初予算においては予算計上しておりません。これについては、今後新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、補助対象事業者はこれまでと同様とし、コロナ対応

経済対策への支援として予算計上を予定しております。 

  予算説明資料１２７ページ上段をご覧ください。 

  観光振興事業で８,８６４万円を計上しております。 

  観光施策に必要な財源を確保し、将来にわたる観光振興策の推進を図るため、入湯税納入額の７割を観光振

興基金に積み立てます。 

  続いて、下の段です。 

  観光一般管理経費で６,６４５万６,０００円を計上しております。 

  職員人件費のほか、育休代替職員と国際交流員を含めた会計年度任用職員４人分の人件費を計上しておりま

す。 

  一般事務員は、観光分野においてＳＮＳの発信、パンフレットの発送、テレビ局や雑誌社からの取材やＰＲ

素材の提供を行います。 

  国際交流員は、フランスを中心とした欧米地域からの誘客や交流促進を目的として、新たな観光資源の発掘、

エージェントやインフルエンサーを招聘した際のアテンド、パンフレット等の翻訳を行います。 

  予算説明資料１２９ページをご覧ください。１２９ページ、上の段でございます。 
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  ホスピタリティ戦略事業で３３８万８,０００円を計上しております。 

  鳥羽市を訪れる観光客へ、おもてなしによる魅力づくりを行います。観光客の利便性や満足度向上を図るた

め、鳥羽駅でのボランティアガイドによる観光案内や、ベビーカー、車椅子のレンタル等を行います。 

  また、誰もが快適に過ごすことができるバリアフリー改修工事を行う宿泊施設や観光施設などへ補助を行い

ます。 

  そのほか、防災Ｗｉ－Ｆｉステーションの維持管理を行います。 

  続いて、下の段です。 

  離島の魅力創出事業で２５９万８,０００円を計上しております。 

  離島地域のさらなる観光振興を図るため、ガイドの育成、企業や学校の離島における合宿の誘致、情報発信

の強化に取り組みます。 

  また、スマートフォンやタブレット用の多言語案内アプリを運用し、若者や外国人観光客の誘致を図ります。 

  予算説明資料は１３０ページ、上の段をご覧ください。 

  漁業と観光の連携事業で５２９万８,０００円を計上しています。 

  鳥羽市の基幹産業である漁業と観光が連携し、それぞれの強みを生かした産業活性化を図ります。 

  漁業者の所得向上に向けたアワビ資源の中間育成実証実験事業や、トロさわらのさらなる高付加価値化を行

います。 

  また、海洋モニタリング調査を継続し、海の資源のレッドデータブックを作成いたします。 

  下の段です。 

  芸術を活かした観光振興事業、４２４万５,０００円を計上しております。 

  鳥羽の魅力をアートとして表現、発信し、観光客や市民などがアートに触れる機会をつくります。市内外で

の展示会やワークショップを開催し、美術系大学や国内外のアーティストと市内の地域や市民の方々の交流を

推進します。 

  予算説明資料１３１ページです。 

  インバウンド対策事業、１,１８２万５,０００円を計上しております。 

  鳥羽商工会議所に委託をし、外国人職員によるインバウンド受入れ体制の強化やＳＮＳ等による情報発信を

行います。 

  また、フランスの自治体を招聘し、海女文化など鳥羽市の魅力を伝える視察交流ツアーを行い、フランスで

の知名度向上に努めます。 

  伊勢志摩観光コンベンション機構においても商談会などに参加をし、インバウンド誘致を図ります。 

  そのほか、鳥羽港クルーズ船誘致受入協議会として、クルーズ船の誘致やクルーズ船寄港時の観光案内やツ

アーの造成による周遊促進を図ります。 

  以上で、観光課の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○世古安秀委員長 観光課長の説明は終わりました。 

  質疑に入ります。 

  初めに、ご質疑いただく範囲を指示いたします。 
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  まず、拡充事業の審査をします。 

  説明資料１２３ページ、観光振興推進事業から、１２６ページ、旅行商品・プロモーション戦略事業までの

範囲でご質疑をお伺いします。１２３ページから１２６ページまでです。 

  ご質疑はございませんか。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 すみません、１２３ページの観光振興事業についてお尋ねします。 

  これ、拡充内容のところの中に鳥羽うみ文化を行かしたＳＤＧｓ推進事業というふうにあります。これ、予

算が３００万円ほどついているかと思います。後ろのほうの、後のほうで出てくるアクションプログラムのと

ころにも書かれていたかと思うんです。ＳＤＧｓの推進事業のことが書かれているんですけれども、これ、今

どこら辺のところを、話がある程度進んでいるのか、どういうところまで今進捗しているのか、どことどうい

うふうに協議してどういうふうに進んでいるか、もうちょっと詳しくお願いできますでしょうか。 

○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 現在は、令和３年度の予算の中で国内の教育旅行をターゲットにしたＳＤＧｓのセールス用の

冊子、データづくりをしております。現在、１８の事業所にヒアリングを行った、もう終わっています。そこ

でいろんな取組をお聞きいたしました。それをまとめ、企業としての社会貢献に当たる部分と、それからお客

様に対してお金をいただいて体験をしていただく部分、そういったところに分けて冊子づくりを進めていると

ころでございます。 

  令和４年度に関しては、インバウンドをターゲットにしたＳＤＧｓのセールス用のデータといいますか、ツ

ールをつくるために、今年度やっていることも参考にしながら進めていきたいと思っています。 

  教育旅行とインバウンドでは、ＳＤＧｓは言っても同じものを出すというわけにはいかないと思っておりま

すので、そのあたり令和４年度はしっかりと考えながらやっていきたいと考えています。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 これ、中に書かれているところで、商談会等で発信できる情報ツールを作成しますということ

を書いてありますけれども、これは同じようにインバウンドでも、インバウンド用のものを作成していくとい

うことでよろしいんでしょうか。これ、何かそういうような、同じような冊子みたいな形なんでしょうかね、

どうなんでしょう。 

○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 ツール、基本的には商談会ですと、今ですとオンラインでしかできませんので、オンラインで

見せることができるようなデータを中心に考えております。 

  ただ、そのデータ、印刷すれば紙として使えますので、実際に対面で商談会ができるようになれば、それを

印刷をして冊子としても使えるようになると思います。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 それを同じように、例えばこれが企業さんとか業者さんが体験とか、いろんなものに自ら活用
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できるようなものを今つくっているというふうな認識でよろしいんですか。 

  先ほどの説明でいくと、今教育旅行に関してはそういうようなものを自ら活用できるものをというようなこ

とやったと思うんですけれども、ここで全体的にこちらがオンラインでいろんなことを情報が発信していくと

いうわけではなくて、そちらのほうに流していくということなんでしょうか。どういうことなんでしょうかね、

その辺。 

○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 基本的には、私どもであるとか、鳥羽商工会議所さん、それから観光協会さん、インバウンド

を総括的にセールス等やっていただいている組織が使うものという認識でやっておりますが、今濱口委員言わ

れたように、事業者さん自らも、セールスすることができる事業者さんであれば活用していただけるなと今思

ったところですので、基本的には私どもが活用するということでつくっていくつもりでしたけれども、そうい

ったことも踏まえて、どういう内容にするか考えたいと思います。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 たしか一般質問でも出ていたかと思うんですけれども、鳥羽市として方向性をある程度ばらば

らなものを、あらゆるＳＤＧｓの方向性とかも考えた上で、統一に近いものでプロモーションしていくという

話、プロモーションになるか売り込みみたいな形だったと思うんです。じゃなかったかなと思って、いろんな

協会さんとかいろいろ話をした中で、そうすると、それを全体としてデータを活用してもらったりとか発信し

た中で、各、個々の人たちがそれに準じた同じ方向性を向いたものでつくるのかなということでお聞きしたん

です。でないと、多分ばらばらにまたなってしまうと思うので、そういうことでよろしいでしょうかね。そう

いうものをつくっていくという。 

○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 いろんな体験等があると思いますし、ＳＤＧｓもたくさんの項目がありますけれども、基本的

には鳥羽の地が学びの場であるということ、学びのフィールドとして使っていただきたいというふうに思って

おりますので、そこはぶれないところです。 

  ですので、それは行政はもちろんですけれども、各事業者さんに対してもお話をするときは、学びの場とし

て鳥羽に来ていただきましょうというお話をしていきます。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 分かりました。先ほど最初に言ったキーワードの学びのところに準じて、このインバウンドの

ところもそれに準じたものということをつくっていただけるということで、了解です。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

  坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 おはようございます。 

  私も観光振興推進事業の中に関連してなんですけれども、「鳥羽の地域資源を世界から見たＳＤＧｓの視点

で整理し」というところなんですけれども、このＳＤＧｓの１７の目標、そして１６９のターゲットというの

が基本的にあると思うんですけれども、鳥羽市の観光課としての目指すものというのはどこに視点を置いてい
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らっしゃるのか、伺いたいと思います、今回のこの推進事業の中で。 

○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 ＳＤＧｓに限ってということでよかったでしょうか。 

○坂倉広子委員 はい。 

○高浪観光課長 先ほどの濱口委員のご質問ともかぶるかと思うんですけれども、基本的には学びの場として鳥

羽に来ていただきたいという思いが非常に強いです。そこを学びの場というのをキーワードにしてつくってい

きたいと思っていますので、ＳＤＧｓはいろんな項目があります。経済のこともありますし、環境のこともあ

りますし、雇用、人ということもありますので、その辺、全部いろんなことを含めて、鳥羽に来ていただいて

その体験をしていただく、それから聞いて、見て、知っていただくと、学べるんだということを打ち出してい

きたいと思っています。答えになっているでしょうか。 

○世古安秀委員長 坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 いろんなところを考えながら、今コロナ禍の中でですのですごいご苦労があろうかと思うんで

すけれども、大きな目標で「世界から見た」という言葉を発していただいておりますので、みんなに分かりや

すいというんですか、そういう観光のところというのを発信するというところとか、もう少しすみません、ち

ょっと横文字が多くなってきていますものですから、サスティナブルとかツーリズムって何というところから、

ＳＤＧｓというのはもっと基本は分かりやすいというところだと思いますので、やっぱり発信するということ

を横文字だけに特化していくんではなく、かみ砕いてできるようなのがここで発信していただけるのかなとい

う期待も込めて、ちょっと質問させていただきました。もう少し何かアピールしたいところがあれば、ちょっ

と答弁求めたいと思います。 

○世古安秀委員長 副市長。 

○立花副市長 今の学びの場というのもあるんですけれども、旅行地を選ぶときにやっぱりＳＤＧｓに配慮した

取組というか、そういう観光地でないと選ばれないというのが、世界もそうですし、日本でもやはりそういう

ふうなところになっていくんで、当然鳥羽が先を走っておるわけでも何でもないんで、ええところも悪いとこ

ろもあると思うんです。ただ、そこをまた励みにもしながら、ここはＳＤＧｓに配慮した観光地ですよという

ものをアピールできるように、両方の面で励みになってやっていければなというふうに。 

  当然、私たちもＳＤＧｓに配慮した観光地であり続けないと、さっきのサスティナブルじゃないですけれど

も、持続可能な観光地にはならないというふうに思っていますんで、そういうところに気をつけながらやって

いきたいなというふうな気持ちを。代表団というよりも、一つはそういう……として学んでいただければとい

うこと、また、私どももその場を通じて学びを得られるんじゃないかなというふうに思っていますので、そう

いう形で頑張っていきたいなという。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 頑張っていただきたいと思います。 

  分かりましたとはちょっとまだとても言いにくいんですけれども、もちろん観光課の、例えば商工会議所の

よく清水専務さんもおっしゃいますけれども、これからはＳＤＧｓの観点を入れた観光にしていきたいんだと
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いうことも意見交換会させていただいたときですよね、私、ほかのことで、観光というのをいわゆるアフター

コロナ、そしてウィズコロナという観点からもしていきたいということはおっしゃっておりましたので、きっ

とここでＳＤＧｓを基本としたことになられるんだろうなという発想をされていると理解して、頑張っていた

だきたいと思います。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 関連で、山本委員、どうぞ。 

○山本哲也委員 確認も含めて、ちょっとお聞かせください。 

  この商談会等で活用できる情報発信ツールというのは、協会さんとかにも聞いたらね、やっぱり副市長おっ

しゃっていましたように、実際問合せ、ものすごい多いそうです、ＳＤＧｓの取組についての。こういうツー

ルあると助かるわという話あったんですけれども、さっきおっしゃっていましたデジタルデータでの発信ツー

ルというのは、そのデータのことをおっしゃる。予算書見ますと、これ、推進事業で３００万円ということな

んで、３００万円ぶち込んでデジタルデータをつくるという認識でよろしいんですか。ほかにも作成したのと、

また別で事業として推進していく費用も含まれているのか、あくまでもデータ作成するのに３００万円かける

のかという、その辺は。 

○世古安秀委員長 村田係長。 

○村田係長 今の想定としましては、発信するツールをつくるというところで３００万円を予定しています。 

  基本、結構商談会ですと、一旦協会なり市なりの総合的な事務局をあずかるものが市の総合的な説明をした

後に、商談会に参加するほかの鳥羽市内の事業者さんが個別に説明していくという流れがあるということで、

商談会は一般的な流れがありますので、そこの鳥羽のまず全体的な説明をするというところで、今回こういっ

たツール、冊子みたいなデータになるのか、どういう感じになるのか、まだ分からないですけれども、そこも

質の高いツールをつくるというところに重きを置いて、そこの価値の部分もちょっと協議の中でまた出てくる

かもしれませんけれども、一旦はそのツールをつくるというところにこちらの予算を、基本的な全体の予算を

かけていきたいと思っています。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 ありがとうございます。 

  実際に現場に立たれる方、協会さんとか職員さんらもそうやと思うんですけれども、そういったところで上

手に話ししてもらいながら、本当ここ３００万円かけるんであれば、しっかり活用できるええデータをつくっ

ていただければなと思います。 

  本当にこれから多様化も含めてですけれども、観光のニーズというのはすごく広くなってきていますし、お

っしゃってもうたサスティナブルツーリズムですとか、高付加価値のエストゥアイティでしたっけ、そういっ

たところの、いかに旅行者にとってというところが求められてくる、それを鳥羽でどれだけ提供できるかとい

うのをしっかりまとめていただいて、しっかり発信していただいて、コロナ禍からの回復を後押しするような

しっかりしたものをつくっていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。 

○世古安秀委員長 旅行者にとっても、鳥羽市民にとっても、ちょっと先ほど坂倉広子委員からありましたよう
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に、もっと分かりやすい、横文字じゃなく、分かりやすいような表現で工夫をしていただきたいと思います。 

  ほかに関連はよろしいですか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 観光振興推進事業の関連でお尋ねします。 

  冒頭、課長が紹介なさったこの資料、八つの戦略、１週間前に僕ら、これ議会事務局からメールでもらって

拝読をしました。感心をしたというか、鳥羽の観光の新局面を開いていくんだなという希望を感じました。ま

ず、それ言うときます。 

  その上で、観光客数を令和元年度の４２３万人にするというのが到達目標です。この４２３万人にした結果、

鳥羽の観光推定消費額とその波及効果額、これ算定、僕のほうで調べましたら、令和元年度の数字に戻すとい

うことですもんで、令和元年度の観光消費額というのは６８４億円です。今コロナを体験して、まだ第６波も

令和４年度は引きずっておるというふうに思います。この６８４億円まで果たして回復できるのかどうか、担

当課としてはどういう推計をなさっておりますでしょうか。 

○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 令和４年の観光入り込み数、４２３万５,０００人と書きました。経済効果でいいますと、入

り込み数にお一人当たりの消費単価を掛けます。消費単価が令和２年、コロナ禍での三重県の調査によります

と、非常に少なくなっております。それを掛けますと６２９億円になります。先ほど言われた令和元年、コロ

ナ禍ではなかった頃の消費単価はもう少し高かったはずですので、６８４億円と言われました。それよりは少

し下がります。 

  それに経済波及効果を調べると、域内調達率を掛けます。先ほどの消費額に域内調達率を掛けますと、経済

波及効果という数字が出ます。域内調達率、鳥羽市の数字は１.３５を掛けますので、８４９億円が経済波及

効果の数字になります。全体的に観光産業がもたらす経済波及効果は８４９億円と試算をしております。 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 課長の説明では、今年度、令和３年度は、この資料によると３８２億８,０００万円、ざっと

３８３億円ですから、来年度は１年間で２４７億円増えるという推計です。観光産業というのは裾野が広い分

野ですので、鳥羽の循環地域経済活性化にこの八つの目標で大いに貢献していただきたいというふうに期待し

ておきます。 

  もう一つ関連で、委員長、よろしいでしょうか。 

○世古安秀委員長 はい、どうぞ。 

○戸上 健委員 いただいた資料で、僕もこれは注目したのは、漁業と観光の連携事業のうち、海の資源のレッ

ドデータブックを作成すると。これは新しい事業だそう、ニューというのがあります。 

○世古安秀委員長 戸上委員、ちょっと。 

○戸上 健委員 これはまた別ですか。 

○世古安秀委員長 はい、後でまたありますので。 

○戸上 健委員 分かりました。 

○世古安秀委員長 漁業と観光の連携事業は後でまたやってください。 
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  それ以外によろしいですか。ほか。 

  浜口一利委員。関連、どうぞ。 

○浜口一利委員 関連というか、戸上委員と同じような意見になると思うんですけれども、当然この目標が

４２３万５,７７４人というと、言ってみれば元に戻る。どうしても鳥羽市の観光としては、これを早急に回

復させなければいけないという形の中で、この新しい取組というのがどうしても必要なことということで、重

点を置くということでよろしいんですね。 

○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 早期の経済回復というのが一番の目標であると思います。 

  この予算見ていただきますと、早期の経済回復につながるものがあるのかという疑問を持たれるかもしれな

いと思ってきているんですけれども、今回当初予算に上げましたのは中長期的な土台づくりというのを重きに

置いています。ＳＤＧｓにしても、じゃ、これをやったからといってお客様が１００万人増えるということに

はならないです。ただ、これをやらないと、これから先、鳥羽のほうへお客様が、外国人も含めてですが、来

ていただけないかもしれないというふうに思いますと、やはりこれはやっておかなきゃいけないというところ

で、今回の予算編成に当たっては本当に中長期的な基礎固めをするための予算というふうに表現をしたいと思

います。短期的にすぐに経済回復を図るものに関しては、この後の補正予算等で考えておりますので、それは

そのときにまたご説明いたします。 

○世古安秀委員長 浜口一利委員。 

○浜口一利委員 当然、これまでの鳥羽市の観光の売りというのがあったわけなんで、それも含めてきっちりや

りながら、さらにこれをこれからやっていく、当然やっていかなあかんという形の中で取り組んでいくという

ことで、それでよろしいんですね。 

○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 これまでのことも含めて、その中にこういったＳＤＧｓの視点も入れていきながらということ

で、おっしゃるとおりです。 

○浜口一利委員 ありがとうございます。 

○世古安秀委員長 関連はこれでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○世古安秀委員長 関連なければ、そのほかの分野でのご質疑ございましたら。 

  坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 すみません、１２５ページ、鳥羽展望台維持管理事業の中でトイレの改修をしていただけると

いうことで、これ、とても大事な視点でございまして、ありがとうございます。 

  ＳＤＧｓも込めた多様性を使っていただいたトイレ改修と思っておりますが、ちょっとここで１点確認した

いのは、子供さんを連れてきました、おむつの交換ができるところというのは考えていただいているのか、確

認したいと思います。 

○世古安秀委員長 勢力係長。 

○勢力係長 観光課、勢力です。よろしくお願いします。 
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  今回の展望台の改修の内容なんですけれども、ベビーチェアの設置ということで、現在トイレの中でチェア

を設置できるようなスペースというのは設ける予定でございます。ですので、そういった様々な来ていただく

お客様のニーズに対応できるようにということで、今回その工事も中には入れております。 

○世古安秀委員長 坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 ありがとうございます。ぜひ、おトイレというのは来ていただいたお客様に対しても、またお

もてなしという観点が大事かなと思いますので、きれいな環境を整えていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

  山本委員。 

○山本哲也委員 １２６ページの旅行商品・プロモーション戦略事業のところでございます。 

  先ほどの課長の話の中である程度は解決できましたんですけれども、中長期的なビジョンということで、そ

ういったところも含めてなんでしょうけれども、大学ゼミのところに力点を置いて誘致していただくというと

ころで、今宿泊事業者としてはすぐにでも大きな団体ですとかというところを望んでおるところをこういうと

ころに絞ったのは、多分そういう中長期的な部分も含めてのところやなというところで、質問する前にちょっ

と納得できた部分はあるんですね。 

  ちょっと聞きたいのは、２,０００円の補助で３００泊分で６０万円と、１団体２０万円で、研究支援のほ

うは１申請で１０万円の上限と。これ、補助の出し方なんですけれども、ただ単に割引的な感じで出すような

イメージなんでしょうか。 

○世古安秀委員長 永野課長補佐。 

○永野課長補佐 観光課、永野です。よろしくお願いします。 

  今回の補助については、大学のゼミ合宿については、一つの５人以上の団体で何泊かしてもらってという形

で、宿泊の補助を出す予定をしております。 

  地域課題解決の支援については、そちらのほうにかかったお金を補助していきたいという形を考えておりま

すので、例えば紙を買うお金ですとか、あと研究するときにかかった費用に対するお金を想定をして、今作成

中でございます。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 ありがとうございます。 

  気になったというか、僕の個人的なイメージなんですけれども、大学生とかのゼミとかで来られると、コン

ビニとかスーパーさんとかでようけ食料買うて懇親を深めたりとかいうふうな使い方とかが多くて、あまり地

元のところに経済的な影響がないのかなとかというようなイメージを持っとったんで、域内循環とかというと

ころを一つ考えていただいて、地元の商店ですとか飲食店で使える金券ですとか、そういうのにしていただく

と、ＧｏＴｏの地域クーポンがあったように、ああいう感じで出してもらうと、来た大学生がお店に行っても

らったりとか、夜の食事はじゃ今晩はそうやってとか、帰りのおみやげを買うていただいたりとかというよう

に、割り引いた分を使ってもらうと多少なりとも地域にお金が回るのかなというふうにも思いますんで、単に
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２,０００円お得ですよというよりかは、１泊分につき２,０００円は地元でお金が落とせる仕組みを考えてい

ただくと、より思い出づくりにもなるのかなとも思いますし、関係人口として関係を持ってもらえるお店が増

えたりするのかなというふうにも思いますんで、ちょっと工夫していただきたいなというところですね。狙い

をつけて、将来的なお客さんにもなり得るところやと思いますんで、ぜひ接点を増やすような仕組みにしてい

ただきたいなというふうに思いますけれども。 

○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 ありがとうございます。 

  そこの視点、実はなかったところでして、といいますのも、この大学ゼミ合宿と、それから研究等への支援

に関しては、欲しいものが私ども一つありまして、研究とか勉強に来ていただくので、そのレポートであると

か論文であるとかを後でいただくと、著作権はもちろん市のほうにはないんですが、それを提出していただい

て後で補助を出すというような形を考えておりましたので、今の仕組み、山本委員言われた仕組みをしようと

思うと先に渡すという形になりますけれども、非常に域内循環としてはいいアイデアだというふうに思います

ので、ちょっと工夫を考えてみようかなというふうには思っておりますが、もしかしたら難しいかもしれませ

んが、でも、お買物するときは鳥羽市内でとか、そういう啓発なんかはできますので工夫をしたいと思ってお

ります。ありがとうございます。 

○濱口正久委員 委員長、関連。 

○世古安秀委員長 関連、はい、瀬﨑委員、どうぞ。 

○瀬﨑伸一委員 すみません、質問とご答弁を聞いておって何となく分かるというか、つながっているんですけ

れども、一応確認をさせてほしいんです。 

  大学ゼミの合宿で鳥羽へ来ていただく。研究者の方は、鳥羽のことの地域課題を解決するような研究分野の

方が来てくれるみたいな条件というようなことを本文のほうに書いてもらっとるんですけれども、ゼミのほう

も鳥羽市の抱えている問題を研究してもらえますかというような条件を、要は研究者にしろ、大学生のゼミ生

にしろ、両方にその条件を課すという理解でいいんですかね。 

○世古安秀委員長 永野課長補佐。 

○永野課長補佐 大学のゼミ合宿、もちろん合宿でこちら来てもらって学んでいただくというのもありますし、

地域課題研究をそれにひっつけて補助の申請をされる可能性もあるかなと思うてますので、その辺は臨機応変

に対応していく形を考えております。 

○世古安秀委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 今のご答弁ですと、例えば大学ゼミが地域課題を研究するゼミじゃなくても別にいいんだとい

うような理解でいいんですか。 

○世古安秀委員長 永野課長補佐。 

○永野課長補佐 必ずしも、地域課題解決の支援をしないとゼミ合宿の補助が受けられないというものではござ

いません。 

○世古安秀委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 要は別物というような理解をしておいたほうがいいということですね。分かりました。 
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○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 関連で、大体もう２人が聞いていただいたんですけれども、私のほうからちょっともう少し詳

しく聞きたいんですけれども、これ、事業の概要のところは、課長の説明にあった地域の触れ合いの体験と学

びの場というところに沿って、この事業が展開されていると思います。 

  その中段に、活動指標の中に宿泊客数を令和４年度は令和３年度の１１１万人から１６９万人まで一気に回

復させるというところで、この戦略があるのかなというふうに思います。この宿泊客数を伸ばすということは、

非常に経済効果も高くなって、滞在時間が延びることによって消費にもつながるというのは非常によく私分か

るんです。その中で、今回大学のゼミのところに来たというふうに理解しているんですけれども、この大学の

ゼミの合宿なんですけれども、ゼミで合宿で来るというところで、さっき５人以上の団体で申請とありました

けれども、今大学と協議を進めている中でこういう話が出てきたとありますけれども、大体想定しているのは

どれぐらいの団体というのは今あるんですか、これ。 

（発言する者あり） 

○濱口正久委員 どれぐらいとかというのは。 

  私が聞きたいのは、これ、上限２０万円やと、ある程度の大きなゼミ、５人以上の小さいゼミやとある程度

複数来れると思うんですけれども、もし応募、僕、殺到するんじゃないかなというふうに思ってしまいがちな

んですけれども、その辺はどうなんでしょうかね。 

○世古安秀委員長 永野課長補佐。 

○永野課長補佐 濱口委員が言っていただいたように、殺到してこれが一気になくなれば本当にいいなと、こち

ら側もすごくそれを望んでいるんですけれども、今は鳥羽市に大学ゼミ合宿で訪れた学生がどれだけあるかと

いう把握等はちょっとこちらのほうもしておりませんので、まだちょっと未知数な部分がありますので、これ

を出してどういった反響でこちらのほう選んでいただけるかという、今回、今年度はチャレンジといいますか、

発信していきたいなと考えております。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 といいますのは、たまたま昨年度ぐらいからこういう話が、各大学からの問合せというのが結

構あるんです、私の地域のほうとか、私のほうにも。今回、この大学のゼミの合宿とかというのも、既に４月

から始めようとか、地域課題解決のところとセットでこういうふうに授業の単位として認めるとかいうところ

の大学も出てくるんですけれども、一つの大学でも生徒数がもう何千人、大きな大学ですと１万人とかってな

ってくるので、かなりのこれ、どこまでを補助できるのかなというのが。これ、ここでもう切ってしまうんや

と僕は思うんですけれども、早い者勝ちみたいなような形で。ただ、もうそういうような発信の仕方によって

は、ここにどういうような課題解決の研究テーマがありますよということをしっかりと、例えば農水のところ

もあったと思うんですけれども、ＳＤＧｓも含めて総合的にいくと、アピールの仕方でいくと、研究テーマと

して学びの場としては、おっしゃったようにすごく食いつきがものすごくよくて、それのフィールドとしても

非常にいいような状況があるので、私は非常にそこのところ。 

  あと、地域課題研究のところでいきますと、健康福祉の地域力アップの事業あります。社協の課題解決と、

そういうところともぜひリンクしていただいて、総合的に来ていろんなことを、ここの地域課題を研究してい
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ただいて、そこをフィードバックできるようなことをしていただきたいなと思うんですけれども、その辺のと

ころは、話はどこら辺までどういうふうにしているのかというのはあるんでしょうか。これ、協会さんかどこ

かとやっているんでしょうか。違いますか。これはもう単独でやられているんですか。 

○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 今まで、濱口委員も言われましたけれども、大学の研究に来る方が、肌感覚ではありますけれ

ども結構多いです。協力を求められることも非常に行政もありまして、月に１回、２回、大学の、特に卒論で

あったりとか、先生方がこういうことを教えてほしいと、話を聞かせてほしいということがありますので、こ

れは需要があるなと。 

  今いろいろお付き合いをしている大学等もございまして、そこの先生方に聞きまして、こういうことをした

いがどうだと、非常にありがたいということ、それと学生たちは今地域に入りたがっているということも教え

ていただきました。地域に入って人と触れ合うことが今の学生は非常に好きだということを言われましたので、

それならば鳥羽市のこの漁村であるとか離島であるとか、そういった地形、特徴ですね。そういうことを生か

して、それを地域課題として提供すると学びの場には非常になると思いまして、その先生方と話をしながら組

み立てたところでございます。 

  ただ、これ、すぐに予算がなくなってしまうんじゃないかという懸念もありますけれども、そのあたりは希

望を持ちたいなと思いますが、なくなってしまったほうがいいのか、ちょっと分かりませんけれども、その後

で研究していただいたことをいただく、見せていただいて、私たちもそれを学ばなきゃいけないなと思ってい

ます。そのアーカイブが地域課題を解決していく私たちの仕事かなというふうに思いますので、観光協会さん

とかそういったところと特に話はしていないんですけれども、今の大学のほうとの話でここまで来ているとい

うような感じです。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  私も実際、個人の大学生が個々に来ていたときから、今はもうだんだん先生が、ゼミとか大学自体が連携し

たいというような、フィールドワークの場としていろんな、そういう探しているというのはおっしゃるとおり

そういう話で、まさにそういう話が多いんです。なので、私はちょっと今回、非常にこれに関しては驚きと同

時にすごい評価したいなというのがあります。 

  それとここの価値課題解決の研究のところなんですけれども、この１申請につき１０万円とありますけれど

も、これは審査とか何か書類とかあるんでしょうか。どこがどういうふうに審査するのかというのをちょっと

分からないので、その辺はどんな感じなんでしょうかね。 

○世古安秀委員長 永野課長補佐。 

○永野課長補佐 申請を出していただいて、こういった地域課題で研究をしますというような流れで、審査とか

そういったことも考えたんですけれども、ちょっとハードルが高いところもございましたので、一旦は研究し

ていただいたときにかかった費用に対して補助を出すというような形をしております。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 ですと、事前に審査しないんであったら、研究してもらったものをさっき課長が言うたように
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きちんと最終的なレポートなり何なりしていただいて、私たちも事業評価につなげていきたいと思いますんで、

そこはしっかりとお願いしたいなと思います。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

○戸上 健委員 関連でよろしいでしょうか。 

○世古安秀委員長 はい、関連で、戸上委員。 

○戸上 健委員 国立の大学に観光学部があるというのは和歌山大学で、ここの学長さんが今の時代の観光をど

う進めるのかというブックレットを出していらっしゃいまして、僕もそれは勉強になりました。 

  行政が、地方自治体がそういう大学に対してコミットして研究支援もして、うまくいっているという事例と

いうのはあるんでしょうか。それとも、鳥羽が初めてヘラルド的な存在なんでしょうか、今回の予算というの

は。 

○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 行政としてこういった支援があるというのはそんなに数はないと思いますが、私、大学の先生

に聞きましたところ、ないこともないと、ただ珍しいとは言っておられました。大体、国の機関からの調査研

究費用をもらって大学の先生方は研究されるので、自治体が、しかも大学の学生のためにこういったことをす

るのはそうそうはないなということは聞いております。ただ、それが鳥羽が初とかではないとは思います。 

○戸上 健委員 了解です。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

（発言する者なし） 

○世古安秀委員長 それでは、次に移りたいと思いますが、ここで休憩を少し挟みたいと思います。 

  ５分間休憩します。 

（午前 ９時５６分 休憩） 

─────────────── 

（午前１０時０２分 再開） 

○世古安秀委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  次に、継続分を審査いたします。 

  説明資料１２７ページ上段、観光振興事業から、１３１ページ、インバウンド対策事業の範囲でございます。

最後までですね。１２７ページから最後までです。 

  戸上委員、先ほどの出されておった質問、どうぞ。漁業と観光の連携の話されていましたので、どうぞ。 

○戸上 健委員 すみません、先走って申し訳ありませんでした。 

  １３０ページの漁業と観光の連携事業の海の資源のデータブック作成というのは、僕もこれ非常に注目した

んですけれども、水産庁の調査結果というのが出ておりましたけれども、絶滅危惧種はゼロだという調査でし

た。こういうのも鳥羽の海域で調べてブックを出そうという意図というか、目的はどこにあるんでしょうか。 

  鳥羽のそういう絶滅危惧が懸念される海洋生物や資源が幾つかあるという認識でよろしいんでしょうか。 

○世古安秀委員長 村田係長。 
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○村田係長 そうですね、まずこれ、この予算を要求する上で、やっぱり危機感と現状把握というところを非常

に意識しているところです。鳥羽の海はまだ海藻もたくさん生えていて、海が豊かだとまだ言われていますけ

れども、ここ近年だんだん藻場がなくなってきたり、海女さんの獲物が捕れなくなってきたり、お隣の志摩市

ではそれがもう顕著に表れて、それがいずれ時間の問題であるといった状況がもう目に見えて鳥羽まで迫って

きている状況にあります。 

  鳥羽の現状もまだ、海の中も、まだ海が豊かだというても、それが実際どれぐらいなのか、また資源がどれ

ぐらい減っているのか、まだ現状を把握し切れていない部分がございます。幾らＳＤＧｓ、ＳＤＧｓといえど

も、今現状、鳥羽の海がどうなっているのかということをしっかり把握した上で、まず把握して皆さんが共有

するところが大事だと考えまして、今回漁業と観光の連携の事業の中で、まず現状を知るということ、また鳥

羽には水産研究所はじめ鳥羽水族館さんであるとか、様々な海に関する研究機関であり施設ございますので、

そういったところと共有しながら現状をまず把握することが、資源の保護であったり、資源の活用につながる

であろうというところで、今回それを形にするということでレッドデータブックという名前を使っております

けれども、現状を把握しようというところで今回の予算要求に至ったところでございます。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 それは僕も合点がいきます。名古屋大学の菅島の臨海実験所の先生の話をお伺いしても、菅島

の周辺から消えてしまったウニとかそういうもの、ホヤがあそこは専門の研究テーマなんだけれども、それも

非常に危惧されておりました。ですから、観光課がこれに着手なすったということは、僕は新しい視点として

大いに賛同します。 

  全国的に地方の自治体が、また海辺に面した自治体が、こういう海洋といいますか、海洋生物のレッドデー

タブック、絶滅危惧種データを着手するという事例は他にあるんでしょうか。鳥羽が初めてでしょうか。 

○世古安秀委員長 村田係長。 

○村田係長 まだしっかりちゃんと調査したというわけではございませんけれども、いろいろ大学の先生とかと

話をする中では、都道府県単位ではレッドデータブックを作成しているのは国はじめ都道府県は作成している

とは聞いたことがございますけれども、地方自治体でつくる例は非常にまれであると、初めてかどうかまでは

確認はしてはいませんけれども、非常に特徴的な事例であるといったようなご意見をいただいております。初

めてかどうか、ちょっと確認は取れておりませんが。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 進取の気風にあふれた鳥羽の観光課の職員の皆さんの積極性を評価します。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 すみません、関連でお願いします。 

  今、戸上委員もおっしゃったところなんですけれども、レッドデータブック作成で、昨年度ですかね、農水

のほうが鳥羽の海の生物のカードつくられたかと思うんです。これ、今回漁観連携の事業なので、そこに踏み
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込んだのか、それとももう一つ、生物だけにかかわらず、例えば観光がやるので、食に通ずるような海の資源

のところの意味でクローズアップしていくのか、その辺は決まっているんですか、具体的には決まっていない

んでしょうか。基本的な生物のレッドデータのところにいくのかというところなんでしょうか。 

○世古安秀委員長 村田係長。 

○村田係長 今回のレッドデータブックは、やはり生物資源に特化した、あまり食であったりとか、観光的な要

素を入れてしまうと、今度レッドデータブックとしての役割を果たさないと思っております。ですので、この

本の中には、もう本当にいろんな海藻類の藻類であったりとか、多毛類と呼ばれる様々な、本当海の中にも哺

乳類とかたくさんいますけれども、そういう本当に資源に特化した冊子をつくる予定で今のところは考えてい

ます。 

  その後の活用については、もう今回漁業と観光の連携ということで、鳥羽の主要産業である観光と漁業、こ

のレッドデータブックのできた暁にはそういったところにも知っていただいて、そういった食の部分であった

りとか、観光的な部分でもご活用いただけるような視点を持ちつつ活用を図っていきたいと思っていますけれ

ども、この本のデータブックについてはそういう生物資源の部分に特化した冊子を今のところ想定しています。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  これ、非常に鳥羽に特化したもので基本的なものをつくられるということは、非常に大いに私も評価したい

ところです。それがもう、そこがあって、その後のところの先ほどの学びのところとか、いろんなところにリ

ンクしていく。売り方としてはいろんなものが学びを通して活用できたりとか、いろんなことがあると思うん

ですよ。例えばそれが、その中で水産のほうに、資源のほうに活用したりとか食のほうにというのはその後の

話だと思うんですけれども、基本的な部分をきちんと適用していただく、それの中で漁観連携でやっていただ

くということは、その後のことも大いに期待できると思いますので、その辺のところは非常に評価したいなと

思います。 

  その下のところで、ちょっと漁観連携で４５０万円ですけれども、魚食普及事業、これも含まれるのかどう

か分からないんですけれども、水産物を使ったおもてなし料理の開発というのは、これ、どこら辺まで考えて

いるのか。もう幾つぐらいを今年目標にとか、どんなものかというのは一応話は出ているんでしょうか。これ、

書かれていますけれども。 

○世古安秀委員長 村田係長。 

○村田係長 こちらは今年度も実際、今鳥羽の一部の地域に専門家の方が入って、発酵をテーマにしたそういっ

た料理の開発をやっております。 

  今年度まだ締め切れていないところもございますので、来年度どれぐらい目標でこれだけ開発するとか、そ

こまでの想定はまだしてはおりませんけれども、何かしら、そうですね、今一旦、実証実験段階ですけれども、

来年度そういった料理がお客様の手元に届くようなところまでいければなという、またちょっと想定というん

でしょうか、まだ検討段階というところではございます、今では。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 
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○濱口正久委員 継続事業ですので、これ引き続き、こういうことというのはすぐに結果で出たり出なかったり

ということはいろいろあると思うんです。ただ、鳥羽の水産物を使ったおもてなし料理というのは、やっぱり

漁観連携の中でも取り組む必要が私はあると思いますので、引き続きしっかりとやっていただきたいなと思い

ます。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

○山本哲也委員 関連で。 

○世古安秀委員長 関連で、山本委員、どうぞ。 

○山本哲也委員 同じくその魚食普及のところ、課長、あえてここの説明飛ばしておったんで聞きたいなと思っ

ておったんですけれども、これも継続でずっとされてきておるところやと思うんですけれども、おもてなし料

理の開発というところで、果たして本当に魚食が普及していくかというところも含めて、鳥羽には三料会さん

の腕の立つ板前さんの集団もありますし、そういったところとも連携しながら、そういった板前さんが家庭で

もつくれる普通のお魚料理とかというのをどんどんと一緒に協力してやっていただくと、市内でも普及が図ら

れるのかなとも思いますし、子供らが避けて骨のある魚を今食べなくなってきておるとか、そういったことも

聞きますし、何かそういう上手な食べ方ですとか、そういったところの視点も大事にしながら、そういう職人

さんの集団もありますんで、ぜひそういうところも活用していただきながら、協力体制はしっかり取りたいと

いうお話もいただいていますんで、ぜひぜひそういう有効な資源が、人材もありますんで、しっかり活用して

いっていただきたいなというふうに思います。 

○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 ありがとうございます。 

  魚食の普及事業ということで、今年度、たまたま今日の午後から、この事業で相差の方々が頑張って魚食、

魚使った料理を工夫して発酵食品をつくっていただきました。五つのお料理、持ってこられます、今日、午後

から。そういった地域であるとか、先ほど言われました料理の専門家の方々、連携するところたくさんあると

思いますので、そういったところとも連携することも考えてやっていきたいと思います。ありがとうございま

す。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 関連で、また海洋モニタリング調査に戻りますけれども、農水のほうで来年度予算で潜水のた

めの機材を購入する予算が入っていました。当然、海洋のモニタリング調査をやるということは、海中に潜っ

てそういったことも調査していく、当然漁観連携なわけなんで水産と連携するというところの話でよろしいん

でしょうか。 

○世古安秀委員長 村田係長。 

○村田係長 河村委員おっしゃるとおりでございます。 

  漁業と観光の連携促進協議会ですので、もちろん行政側の観光も水産も含め、観光協会さんであったりとか、

県であったりとか、様々な主体も連携、共有しながら進めていく体制を取っていきたいと思っています。 

  以上です。 
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○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 先日も、元東京海洋大学の山川教授、明大の松田先生、愛媛の漁協の方かな、三崎の漁協の方

とか、いろいろ集まっていただいて、もう早速磯焼けについての予防をどういうふうにしていくんやというと

ころが民間のレベルで話が動いています。 

  これはもう温泉振興会の吉川会長が音頭を取ってくれて、そういったところを進めてくれたんですけれども、

実は支所支所単位、海域海域で全然特徴が違っているんです。先ほど離島の菅島の例を挙げましたけれども、

離島海域においてはアワビやウニの主食物である海藻類が減ってきている、一方で石鏡、国崎のこの陸に近い

ほうにおいてはまだまだ海藻がたくさんある。ただ、菅島の地域においてはウニが減ったというけれども、こ

ちら港に近いほうのところ、国崎、石鏡のところについてはクロウニが異常繁殖して、昨年度それを間引きし

たとか、海女がガンガゼを見かけるようになったとか、支所、海域海域で全然、一つ岬を変わればまた条件が

違うとか、なんで、結局そのレッドデータブックを海藻も含めてつくるとなったときに、鳥羽市全体でこうで

すよではなくて、やっぱりそのポイントポイント、海域海域、特に海女を意識してもらった磯焼けの防止とい

うところが結構このモニタリング調査においては大事な部分になってくると思うんですね。 

  そういった支所単位というのかな、そういった部分で支所単位の海域単位での細かい調査とデータ出しをし

てほしいなと思うんですけれども、今のところの予定はどんな感じでしょうか。 

○世古安秀委員長 村田係長。 

○村田係長 河村委員おっしゃるとおり、確かに海域によって本当に生きる生物だったり、海の環境、確かに幾

ら鳥羽と一言で言ってもいろんな状況、外湾もあれば内海もあると思います。まだ、そこまでどういった取り

まとめになるかまでは、ちょっと把握しきれないところはございまして、藻類とか、先ほど何とか類、何とか

類と、一応生物上の区切りで整理はしようと思っているんですけれども、その海域ごと、離島地区とか、そう

いったところまで議論がまだし切れていないところがございますので、そういう地域ごとの特性を意識したレ

ッドデータブックつくりというのもちょっと要素に組み込んで、これから検討も入れていきたいと思います。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 ぜひそういうふうにしていただきたいなというふうに思います。ヒアリングだけでも、海女の

話をヒアリングで聞いてもらうだけでも随分分かりやすいと思うんですよ。もう常に潜って身近にいて、ナマ

コが南鳥羽のほうでは減ってきている、でも離島ではそんなに減っていないとか、いろんな特徴がある。それ

はもう生で見ている海女さんたちの話を聞くのが一番早いんです。そこのヒアリングを基にデータの裏づけを

していく。そのまた調べた結果が反映されて、磯焼けの防止につなげるであったり、資源の乱獲をしないよう

な注意を促すというようなところにつながっていけばいいのかなと思うんです。ぜひ頑張っていただきたいな

というふうに思います。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

  漁業と観光の連携事業についての関連がありましたら出していただけますか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○世古安秀委員長 なければ、それ以外でもご質疑お受けします。 
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  浜口一利委員。 

○浜口一利委員 このインバウンド対策事業でお聞きしたいんですけれども、この下の部分、クルーズ船誘致と

いうことで、観光案内体制の強化ということがうたってありますけれども、これはクルーズ船が来ると市の職

員が総動員していろいろ対応はしているわけなんですけれども、どのようなところを強化していくのかという

ところをちょっとお聞きしたいと思いますけれども。 

○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 クルーズ船に関しては、鳥羽市が事務局になって伊勢、鳥羽、志摩でやっております。伊勢志

摩で受け入れる体制を整えて、しっかりとお客様を受け入れて案内をし、周遊促進をさせるというところが目

的です。 

  今コロナ禍で本当に外国船籍が来ておりません。令和３年度に関しては１隻も来ておりません。それを回復

させるべく、セールスを含めて、セールスをまず強化しなきゃいけないと思っています。来れるようになるま

でにもしかしたら２年かかるかもしれませんが、その２年間が勝負だと思いますので、セールスに力を入れた

い。 

  それと、受け入れたときにやはり案内をしっかりできるような体制が必要です。外国船籍が来たときは

２,０００人、３,０００人のお客様が降ります。その方々が降りて伊勢志摩を観光されるときに、どのように

案内をするか、通訳ボランティアという方々もお願いをして、通訳ボランティアといっても有償なんですけれ

ども、お願いをして案内をしておりますので、そういった体制の確保も重要になってくると思いますので、ま

ずはセールスを強化することと体制をしっかりと、今までもそうでしたが、整えておくことをしっかりとやり

たいと思っています。 

○世古安秀委員長 浜口一利委員。 

○浜口一利委員 ここでの観光案内体制というのは、協議会の中でのそういうことで、私は、クルーズ船が来る

と市の職員が総動員して、やはり常日頃の観光地としての確立というんですか、そのあたりの強化もというこ

とかなと思って聞いたんですけれども、当然これまでの観光地としてのきっちりした案内体制とか、そんな売

りがあってのこのインバウンドということだと思うんで、そのあたりをちゃんとまたこれ以上、当然鳥羽市と

してもクルーズ船受入れのまちとかいろいろ、その中の受入れ体制もまだまだ強化すべきところがようけある

と思うんで、そのあたりをというような思いで質問したんですけれども、分かりました。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 ページは戻りますけれども、１２９ページのホスピタリティ戦略事業です。 

  これ、別のところの資料にもあります。鳥羽うみ文化の継承と創造に向けての中の後期アクションプログラ

ムの中のやつの戦略の中、一番最初に出てきています。 

  先ほど課長のキーワードの中にも、多様化する旅行者というキーワードがあったんですけれども、これ、実

際そういうような旅行業者が多様化して、鳥羽のこの受け入れるところ、バリアフリーに対しての地域として

は進んでいるのか、それともまだまだ遅れているという状況なのか、今のところどういう状況という認識なん

でしょうかね。 
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○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 多様化するお客様を受け入れる体制としては、バリアフリーツアーセンターさんを中心に全国

的にはかなり進んでいると思っております。 

  今、鳥羽駅のボランティアガイドであるとか、ベビーカー、車椅子の貸出し、それから、そういったことは

今までやっておりますけれども、それと各施設さんから相談があった場合にアドバイスをする体制もできてお

ります。各施設さんがバリアフリー体制を整えるためにどこをどうしたらいいかというところは、バリアフリ

ーツアーセンターさん、わざわざその施設さんに行ってきめ細かなアドバイスをしていただいています。そう

いった意味では、事業者さんも含めて体制としてはかなり進んでいるとは思っております。 

  バリアフリーツアーセンターさんとこの前お話をしたんですが、多様化する旅行者の方を受け入れるだけで

はなくて、その方々がいろんな体験をできるようなことをこれからはやっていきたいと、これも中長期的な取

組になっていくかとは思いますが、車椅子に乗られた方が海での体験をできるような、そんな取組も進めてい

きたいなということを聞きましたので、また５年、１０年かけて、そんな体制づくり、取り組んでいくことに

なろうかと思っています。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  鳥羽としては、全てのいろんな観光客に対して受入れを強化していて、誰にでも優しい観光地として多分進

んでいるんだと思います。それがいろんな進んでいる中で、さらにもっと進んでいこうという意味で多分この

補助金があるんだと思うんですけれども、バリアフリーの改修事業に対して４０万円ありますけれども、これ

も上限とかあるんでしょうかね。 

○世古安秀委員長 村田係長。 

○村田係長 こちら、１件上限が２０万円の補助メニューとなっておりますので、２０万掛ける２件の４０万円

の一応想定の金額の積算となっています。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 進んでいる中でも、また今後そういうような受け入れるような施設等々どんどん進んでいくと

思いますので、この辺のところはしっかりと、これ上限２０万円とありますけれども、これは何かどこまで使

えるとかというのは、何か規定とかがあるんですか、どこがどういうふうにとか。 

○世古安秀委員長 村田係長。 

○村田係長 バリアフリーといっても本当にいろんなバリアフリーがありまして、基本的なバリアフリーの一番

多いのは段差をなくすとか、最近コロナ禍でエレベーターを使わずに階段を利用する方が多いので、手すりを

つけるとか、その時代に応じたバリアフリーのそういうハード的な工事に対する補助を出していますので、明

確にバリアフリーとはこれだというところまでは縛りはないですけれども、多様なお客様を受け入れるための

バリアフリーに関する工事に対する費用を一部補助させてもらっているメニューとなっています。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 これ、出していただいているアクションプログラム資料の中の一番最初に、誰もが訪れやすい
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観光地にというところが書かれて、多様化する旅行者、もうぜひとも鳥羽がそういうふうな地域であって、そ

ういうふうに認識されるようにどんどん前に進めていってほしいなと思います。ありがとうございます。 

○世古安秀委員長 関連も含めて、どうですか。 

  それ以外で、よろしいですか。 

  戸上委員、どうぞ。 

○戸上 健委員 １２７ページ、観光振興事業についてお尋ねします。 

  冒頭、課長のほうから、目標として４２３万人、令和元年度の観光客数、見込み客数を目指すということで

した。令和３年度より１５２万人を増やすという目標です。 

  観光振興事業の予算は８,８６４万円計上されております。令和元年度の同じ観光振興事業は１億

１,８００万円でした。３,０００万円少なくて、これ、武器弾薬がないのにそれが可能なのかというのを僕は

危惧したんですけれども、当初予算ではね。冒頭の課長の説明では、臨時交付金なんかを活用してということ

でした。ですから、この３,０００万円というのはこれから補正で補強していくという理解でよろしいんでし

ょうか。 

○世古安秀委員長 観光課長。 

○高浪観光課長 やっと報道なんかでもＧｏＴｏトラベルとかという話題も出てまいりました。それから、三重

県がこういった臨時交付金を活用して、割引であるとか、宿泊割引であるとか、地域クーポンの予算を

１００億円以上持っております。 

  そうしますと、国のＧｏＴｏトラベル、それから三重県が実施する事業も並行してやって進んでいくとなる

と、三重県としては伊勢志摩へお客様いらっしゃると私は思っております。その中でも鳥羽を選んでいただい

て、鳥羽に泊まっていただく施策を当初予算の中で私どもは進めていくべきだと思っておりますので、それら

を併せて、鳥羽市が行う補正も含めて、これから行っていくだろう、補正も含めてです、誘客をして、早期の

経済回復を図って、今言われた部分に関しても回復をしていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 僕は観光は素人なもので、ちょっと杞憂に終わりそうですけれども、課長の説明では

３,０００万円、当初予算段階で３,０００万円予測というのは、桁違いに県や国からの観光予算を獲得して大

丈夫だと、心配ありませんというふうに理解しております。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 関連も含めて、ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○世古安秀委員長 それでは、ご質疑もないようですので、説明員交代のため休憩します。 

  １０分間休憩します。 

（午前１０時３１分 休憩） 
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─────────────── 

（午前１０時３９分 再開） 

○世古安秀委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、建設課の当初予算を審査します。 

  説明資料は１３２ページから１４７ページです。 

  担当課長の説明を求めます。 

  建設課長。 

○村林建設課長 建設課の村林です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、説明します。 

  生活に直結している道路、公園、港湾、市営住宅等の管理をしております建設課といたしましては、ハード

整備事業を中心に進めておるところでございますが、今年度、令和２年度からですけれども、地域共生社会を

進めていくために新たな補助メニューの創設など、ソフト的事業の展開、計画などの策定ということが必要に

なりますが、に向けての苦心苦慮、それとやはりハード整備を中心に事業を進めているところもございまして、

施設維持のための予算確保において苦心工夫をしたところでございます。 

  建設課における令和４年度の当初予算の総額は、大規模工事である鳥羽中央公園駐車場、広場改修工事、鳥

羽市市民体育館空調設備設置工事等が終了しましたので、副市長の説明にもありましたように、予算概要の説

明では前年度から６,４８３万９,０００円減額の７億２,８７９万２,０００円となってございます。 

  それでは、予算の説明に入らせていただきます。 

  まずは、中事業のうち新規拡充事業となります７事業から説明させていただきます。 

  新規拡充事業の一つ目ですが、予算説明資料の１３２ページをお願いします。予算書につきましては

１８０ページ、１８１ページの上段になります。 

  中事業名で建築物耐震化促進事業でございますが、９３５万円を計上してございます。 

  拡充する主な内容でございますが、令和３年６月に鳥羽市木造住宅空家除却補助金を創設し、昭和５６年

５月以前に着工した耐震性のない空き家の木造住宅に対しまして、除却（解体）に要する費用の一部２０万

７,０００円を補助しておりましたが、好評ということもございまして、令和４年度からは前年の１０件から

２０件にいたしました。 

  また、離島地区におきましては、除却工事のほか別途海上輸送費が必要になるということもございまして、

経済的負担軽減するために、離島で実施する除却工事に対しましては海上運搬費の一部として、上限１０万円

でございますが、上乗せをしてございます。 

  なお、この上乗せ分につきましては、地域共生社会パッケージ枠の対象となってございます。 

  その他、例年実施している個人木造住宅の耐震化に係る耐震促進業務委託料や耐震補強の補助金も計上して

ございます。 

  続きまして、予算説明書の１３３ページで、予算書につきましては同ページの中段をお願いいたします。 

  中事業名といたしまして、空き家活用促進事業でございますが、６８８万円を計上してございます。 

  主な内容は、空き家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めた鳥羽市空家等対策計画を策定、今
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年するわけでございますが、来年４月から運用開始するところでございます。 

  この計画策定により国の補助メニューが活用できるということから、空き家等の利活用の促進していくため

のリフォーム補助金と、空き家処分に要する補助金を新たに創設しています。 

  二つの補助金の内訳ですが、リフォーム補助金につきましては上限５０万円で１０件分、家財処分に関しま

しては上限１０万円で１０件分を見込んでおります。 

  なお、この二つの補助金につきましても、地域共生社会のパッケージ枠の対象となってございます。 

  その他、空き家バンクをより活用していただくために、空き家バンク業務の運営委託を行い、空き家等の発

生予防に向けた働きかけとして、空き家相談会の開催や啓発チラシを作成することで空き家等対策に取り組ん

でいくこととしてございます。 

  次、お願いします。予算説明書１３４ページ、予算書につきましては１８６ページ、１８７ページ下段をお

願いします。 

  港湾管理経費でございます。４８３万１,０００円を計上してございます。 

  これは新規事業になりますが、主な内容といたしましては、鳥羽市が管理する港湾施設の中之郷物揚場と、

藤之郷の係留施設の長期的な維持管理を進めるために施設の点検を行う業務委託料になります。これが点検を

して何か修繕する必要があるというようなことがあれば、この後、長寿命化計画を立て補修工事をするという

ことになります。 

  続きまして、説明資料は１３５ページをお願いします。予算書は同ページになります。 

  県施行港湾事業負担金でございますが、５２１万３,０００円を計上してございます。 

  この内容は、鳥羽港の中之郷岸壁、これは耐震補強岸壁として整備されているものでございますが、現行の

基準からいくと耐震性が不足しているということから、三重県が耐震補強工事として実施することになります

が、事業費の一部として工事費の負担金を１５０万円支出するというものでございます。 

  また、佐田浜埠頭用地造成事業債償還金といたしまして、３７１万３,０００円を支出してございます。 

  こちらのほうは平成１６年から令和６年度まで計画的に返還していくものでございます。 

  続きまして、予算説明資料につきましては１３６ページ、予算書につきましては１８８ページ、１８９ペー

ジになります。 

  こちらは都市計画一般管理経費でございます。２,８００万８,０００円を計上してございます。 

  内容は、平成２３年に策定された現行の都市マスタープランを改正するということで、マスタープランの業

務委託料が５５５万円、それとそれに係る報償費とか費用弁償費などでございます。また、景観審議会、都市

計画審議会等の開催費用など、職員の人件費等の内容となってございます。 

  都市マスタープランの策定業務につきましては、令和５年までの債務負担行為を設定してございます。 

  続きまして、予算説明資料といたしましては１３７ページ、予算書は１９０ページ、１９１ページ中段をよ

ろしくお願いします。 

  こちらは雨水公共下水道事業でございまして、１,３５０万円を計上してございます。 

  これは新規事業になりますが、主な内容は、大明地区の排水対策として昭和３７年に設置された排水機場が

老朽化しておると、内容はこれも農地用の淡水対策として整備されたものということもございまして、現在宅
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地になってございますので、現状に応じた整備が必要になるということになります。このようなことから、大

明地区の雨水公共下水道事業交付金事業として実施するために、鳥羽市の雨水管理総合計画を策定する費用と

して、令和５年度までの債務負担行為を設定してやるというふうに考えております。 

  なお、この事業、この計画を策定した後には、大明地区の雨水対策の基本設計、詳細設計、それと工事と進

むことになろうかと考えております。 

  続きまして、予算説明資料１３８ページ、予算書につきましては１９２ページ、１９３ページをよろしくお

願いいたします。 

  都市公園整備事業でございまして、７４７万円を計上してございます。 

  あとは資料といたしまして、資料１０ページにもありますので、よろしくお願いします。 

  これは鳥羽の中央公園等を中心とした、にぎわいづくりであるパークリノベーションの一環として、ふるさ

と創生基金を活用し、市民の森公園にガリバーをモチーフにした修景施設の整備、それとハロー前から交差点

付近の冠水対策としての園路整備を考えてございます。 

  続きまして、次は継続事業でございますが、予算説明資料の１３９ページ、予算書につきましては、ちょっ

と戻っていただくんですが、６８ページ、６９ページの上段をよろしくお願いします。 

  こちらは基金積立金で、都市計画事業基金として７,７０２万９,０００円を計上してございます。 

  これは鳥羽市都市計画事業基金条例に基づき、令和３年度の都市計画税の収入額から事業及び事業に係る市

債、元利償還に充当した額を差し引いた残額を積み立てるものでございます。 

  続きまして、説明資料のほうは同ページ下段、予算書は１７８ページ、１７９ページをよろしくお願いしま

す。 

  こちらは土木一般管理経費でございまして、６,９７６万４,０００円を計上してございます。 

  主な経費といたしましては、人件費と市が所有する建物の建て替えや大規模改修の計画費用算定を行う建築

物等基本構想作成支援業務２００万円、それと令和５年度まで分割して、三重県に負担金として納入する伊勢

二見鳥羽ラインの無料化負担金として２,０００万円、道路台帳の修正業務３５０万円になります。 

  続きまして、予算説明資料につきましては１４０ページ、予算書につきましては１８０ページ、１８１ペー

ジ、中段をよろしくお願いします。 

  こちらは急傾斜地崩壊対策事業で、３００万円を計上してございます。 

  これは令和３年度に引き続き、急傾斜地危険区域に指定されている桃取コミュニティセンターの背後地にお

いて、現在三重県において工事はもう契約されていると聞いていますが、急傾斜地崩壊防止施設設置工事に対

しまして、受益者である市が負担する費用となります。 

  なお、この工事が完了した後には、市民課にて予算計上していただいておりますが、市の急傾斜地崩壊工事

に取りかかり、これによりコミュニティセンターが土砂災害に対応する避難場所として再指定されるよう、手

続を進めていくことになるということでございます。 

  続きまして、説明資料につきましては１４０ページの下段、予算書につきましては同ページの続きとなりま

す。１８２ページ、１８３ページの中段までになります。また、併せて資料１ページの令和４年度の地籍調査

区域の位置図をご覧ください。 
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  こちらは地籍調査事業でございまして、３,１４１万６,０００円を計上してございます。 

  こちらはご存じのように土地の境界が定まっていない筆が多くあるということから、所有間の合意を得た上

で境界の位置を決めていただき、測量を行い、地籍図や地籍簿を作成して登記記録を改める事業でございまし

て、本年度は畔蛸３地区における０.２８キロ平方メートルの地籍調査、測量と、令和３年度調査測量を行っ

た同地区の０.１５キロ平方メートルにおける作図、測量成果の閲覧を行う予定でございます。 

  主な経費は地籍調査測量業務委託料として２,０８０万円でございます。 

  続きまして、予算説明資料は１４１ページ、予算書につきましては同ページ１８２ページ、１８３ページを

よろしくお願いします。 

  道路維持管理経費でございまして、２,９８２万９,０００円を計上してございます。 

  主な経費は人件費と社会基盤整備協会等への協会費等の負担金になります。 

  次、お願いします。同じページの下段と、予算書は１８４ページ、１８５ページになります。 

  こちらは地方道路整備（交付金）事業でございまして、１億３４７万円を計上してございます。 

  あと、資料も２ページから４ページのものをご覧いただければと思います。 

  社会資本整備総合交付金を活用して、資料３ページにある船津町の市道森崎村山線道路改良工事、それと資

料４ページにある市道岩倉安楽島線外２線区画線設置工事を行うものでございます。 

  また、資料２ページにある橋りょう点検業務や浦村８号橋などの修繕工事を実施し、橋りょうの長寿命化も

図る予定でございます。 

  主な経費といたしましては、人件費と道路改良工事を実施するために必要となる請負工事費、用地購入費や

建物等の補償に要する費用、あと橋りょうの点検業務委託料やその工事請負費でございます。 

  続きまして、予算説明資料は１４２ページをお願いします。予算書につきましては同ページの１８４、

１８５となります。 

  河内ダム関連道路整備事業でございまして、４,０２０万円を計上してございます。 

  こちらも社会資本整備総合交付金を活用して、三重県が実施する鳥羽河内ダム事業の道路整備事業の関連の

市道の道路工事費について鳥羽市に費用を負担するものでございまして、経費といたしましては市道の杉ヶ瀬

北山線道路改築工事の工事費の負担金になります。 

  続きまして、予算説明資料は次の１４２ページの下段、予算書につきましては同ページ１８４ページから

１８７ページになりますが、よろしくお願いします。 

  市単道路改良事業でございまして、６,１８９万９,０００円を計上してございます。 

  あと、提出させていただきました資料５ページから８ページの平面図もご覧いただければと思います。 

  主なものは、資料５ページにございます市道杉ヶ瀬北山線支線１号の道路改良事業を進めていくに当たって

必要となる用地測量、それと資料６ページにあります市道池上団地支線１４号道路改良工事、それと資料７ペ

ージにございます経年劣化に伴う市道鳥羽小浜線等の舗装改良工事、それと資料８ページにございます相橋大

山神社線外１線の道路改良工事を行うものでございます。 

  また、市道見崎線につきましては、令和３年度に引き続き道路拡幅事業に必要となる原材料等の支出、利便

性の向上に努めることとしてございます。 
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  あとは、議会により提言がございました道路維持等の必要な予算の確保につきましては、小規模な補修等を

行う道路事業、道路維持の事業と舗装とか側溝等の維持修繕要素の高い整備を行う道路新設、改良事業と併せ

まして、道路の安全安心につながる維持を行っているというところでございます。ですので、これらを併せま

すと、昨年度より９１４万５,０００円ほど増額となってございます。再び令和４年度の予算確保に努めてい

きたいというふうに考えております。 

  続きまして、予算説明書ですけれども、１４３ページをお願いします。予算書につきましては同ページの中

段をよろしくお願いします。 

  こちらにつきましては河川改良事業でございまして、１２万６,０００円を計上してございます。 

  こちらは全て県施行の海岸環境整備事業の負担金でございます。 

  続きまして、予算説明資料は次の１４３ページの下段、それと予算書につきましては同ページ１８６ページ、

１８７ページをよろしくお願いします。 

  みなとオアシス事業でございまして、１７万１,０００円を計上してございます。 

  こちらは中部みなとオアシス連絡協議会が開催するオアシス会議等への参加負担金のほか、広報啓発事業と

して行われるイベントへの参加に要する費用となってございます。 

  続きまして、予算説明資料１４４ページ、予算書につきましては１８８、１８９ページ上段をよろしくお願

いします。 

  こちらは鳥羽マリンターミナル維持管理経費でございます。１,５１６万６,０００円を計上してございます。 

  これは鳥羽マリンターミナルの適正な管理を行うための事業でございまして、主な経費といたしましては、

債務負担行為を認めていただいている鳥羽市開発公社への指定管理業務委託料の債務負担初年度分としまして

１,４１５万円となってございます。 

  続きまして、予算説明資料、次１４４ページの下段、それと予算書につきましては１９０ページ、１９１ペ

ージをよろしくお願いいたします。 

  都市下水路管理でございまして、７９１万８,０００円を計上してございます。 

  こちらにつきましては鳥羽ポンプ場の維持管理を行う事業でございまして、主な経費といたしましては、鳥

羽ポンプ場の維持管理に必要な経費と、水位計が老朽化により不具合を生じているということもございまして、

その取替え工事に必要な費用として５００万円を計上してございます。 

  続きまして、説明資料につきましては１４５ページ、予算書は１９２、１９３ページの上段をよろしくお願

いします。 

  都市公園整備（交付金）事業でございます。６,７４０万８,０００円を計上してございます。 

  あとは、提出させていただいている９ページ、１０ページのほうも確認をお願いします。 

  こちらにつきましても、社会資本整備総合交付金を活用して、公園利用者が安全安心に利用できるよう公園

整備をする事業でございます。主な内容は、令和３年度に引き続いて行う、資料９ページにもありますが、公

園の防犯性向上及び隣接する通学路の安全、衛生向上を図るための鳥羽中央公園園路整備工事と、鳥羽市市民

体育館浄化槽の改修工事、それと資料１０ページにございます市民の森公園の砂場改修工事でございます。 

  あと、主な経費としては人件費と工事負担金、工事請負費になります。 
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  予算説明資料の次をお願いいたします。１４５ページの下段、それと予算書につきましては同ページ１９２、

１９３ページをお願いします。 

  中央公園施設整備事業といたしまして、５１５万２,０００円を計上してございます。 

  あと、提出させていただいている１１ページもご覧ください。 

  こちらは鳥羽中央公園利用者の利便性を図る公園施設の改修整備等を行うものでございます。 

  主な経費は、資料１１ページにあります鳥羽中央公園の水泳プール床改修工事でございます。 

  続きまして、予算説明資料１４６ページをお願いします。予算書につきましては１９４ページ、１９５ペー

ジをお願いします。 

  住宅運営管理経費でございまして、４,８６８万１,０００円を計上してございます。 

  こちらは市営住宅の適正な維持管理を行うもので、主な経費は人件費のほか、老朽化した幸丘にある木造市

営住宅の解体に要する費用や、安楽島団地、安楽島第２団地における浄化槽維持管理費用になります。 

  続きまして、説明資料のほうは１４６ページの下段、予算書は１９４、１９５ページをお願いします。 

  定住促進住宅整備事業でございまして、７７万４,０００円を計上してございます。 

  こちらは移住希望者が定住先を探す際に使用してもらう短期お試し住宅の整備や、鳥羽での暮らしを体験す

るための移住体験住宅を整備する事業でございます。 

  主な経費はそれらの維持管理に係るものでございます。 

  続きまして、予算説明資料１４７ページをお願いします。予算書につきましては２３８ページ、２３９ペー

ジ下段をよろしくお願いします。 

  道路橋りょう災害復旧事業でございまして、４００万円を計上してございます。 

  こちらは台風や集中豪雨などの自然災害により道路施設が被災した際、応急復旧を行うもので、主な経費は

災害応急復旧工事測量設計業務委託料と工事の請負費になります。 

  続きまして、説明書につきましては同ページのその下、それと予算書につきましては、これも同ページの続

きをお願いします。 

  こちらは河川災害復旧事業でございまして、こちらは３００万円を計上してございます。 

  こちらも同じく自然災害により河川施設が被災した際の応急復旧を行うものとなりまして、これも同じよう

に委託料と、それと工事の請負費になります。 

  以上で、建設課の説明は終わらせていただきます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 

○世古安秀委員長 建設課長の説明は終わりました。 

  ご質疑いただく範囲を指示をいたします。 

  まず、新規拡充事業について、１３２ページ、建築物耐震化促進事業から、１３８ページ、都市公園整備事

業の範囲でご質疑を受けたいと思います。１３２ページから１３８ページまでです。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 すみません、１３２ページの建築物耐震化促進事業についてお尋ねいたします。 

  これ、今回補助金、昨年度創設していただいて１０件ほどあったと思いますけれども、これ、完了したと思

うんですけれども、今回それにさらに離島の運搬費もまた別であるかと思うんですけれども、これは抱き合わ
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せでも可能、セットでも可能なんでしょうかね。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 抱き合わせで受けてもらう形に、２０万７,０００円プラス離島分の上乗せという形になっていま

す。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 今回つけていただきました、これは申請に当たっては本人なのか、土地の所有者なのか、誰に

なるんでしょうか。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 一応、本人さんからの申請という形になっています。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 本人というのは、工事をした人じゃなくて、所有者なんですか。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 所有者という形で。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 そうすると、所有がはっきりされていない方で、親族の方とかが、その土地の所有の登記に載

っている人以外のところで、これ、されてもできるんでしょうか、できないんでしょうか、その辺は。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 ちょっとその辺までは、国の補助金の要綱とかも確認しないといけないんですが、一応所有者とい

う形にはなっていますんで、その辺もうちょっと精査していきたいなと思います。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 昨年度が所有者のはっきりされた、耐震のない昭和５６年５月以前のものが全てやったという

ふうな認識でよろしいんでしょうか。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 一応、はい、全てが所有者で、昭和５６年以前のものでありました。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 といいますのは、多分今後この申請の中でも、所有が違ったりとか、親戚の方とか、登記がき

ちっとされていない方で、何とかこの辺もやらないかんという部分が出てくると思うんですけれども、取りあ

えず今のところはまだそれができないというよりは、要綱をきちんと見ていただかないと分からないというこ

とですよね。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 一応確認させてもらって、できるようであれば拡大はしていきたいなとは思いますけれども、現状

では所有者という形で。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 その辺はしっかりと室長調べていただいて、活用できるかどうかというのをしていただきたい

なと思います。 
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  それとあと、昨年度、これいい話なんですけれども、途中までちょっと知らない方が見えて、まだ空いてい

ますという状況が建設にお尋ねしたときにあったと思うんです。それが周知したら、周知方法がうまくいった

のか知れ渡ったのかでこういうふうになったと思うんです。なので、今後周知の方法ってどういうふうなこと

を考えられていますでしょうかね。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 空家対策計画の完了にも伴って、固定資産税の納税通知のほうでパンフレット等を一緒に同封させ

てもらうような形で、所有者さんにＰＲしていくような形に計画しています。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 そこら辺のところはしっかりと、こういう制度が活用できますよということを周知していただ

きたいなと思います。お願いします。ここはこれで終わりです。 

○世古安秀委員長 関連はございませんか。 

  片岡委員。 

○片岡直博委員 予算書の１８５ページ。 

○世古安秀委員長 関連。耐震化の促進事業の関連がありましたら。 

（「これの関連やもんで」の声あり） 

○片岡直博委員 ああ、本当、分かりました。 

○世古安秀委員長 ないですか。よろしいですか。 

  それでは、それ以外のところで質問受けます。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 １３３ページの空き家活用促進事業、隣のページなんですけれども、これ、先ほど課長が空家

等対策計画に当たっては策定して、来年度１月からということをおっしゃったような気がしたんですけれども、

その以前にこれはもう活用できるものなのか、空き家、この補助金活用できるのか、それともそれ以降でない

と活用できないのか、この辺ちょっとはっきりしていただけますか。違いましたっけ、今言うたんは。 

（発言する者あり） 

○世古安秀委員長 山田課長補佐。 

○山田課長補佐 課長補佐、山田です。よろしくお願いします。 

  令和４年４月からスタートしますので、そちらからの対象になります。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 これ、４月から使えるというふうになったんですけれども、これ、下の参考資料が前のことが

書かれているので、ちょっと１５０万なのか、１５万なのかというのがありますけれども、リフォームに関し

ては５０万円１０件と、１０万円を１０件、これ、再確認です、これで間違いなかったですね。これの活用で

きる要件というのはございますでしょうか。 

○世古安秀委員長 山田課長補佐。 

○山田課長補佐 ここに書かせてもらったのが、まず以前使われていたリノベーション補助金とリフォームの補

助金のこと、ちょっと書かせてもらったんですけれども、そのときの状況見ていると、鳥羽市の空き店舗とい
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うのを使いたいという方が非常に多かったので、そちらのニーズを踏まえた上での補助メニューをつくってい

きたいなと考えていまして、しかも、前提としては移住者の方が大前提になってきますので、その方に対する

店舗等を含むリフォームの補助金と家財処分の補助金という形になるかなと思います。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 そうしますと、これ両方、家財処分に関しても市民対象ではなくて、移住者が限定されるもの

であるというふうなことでよろしいんですよね、今。この空家対策計画の中で、例えば建設課がやるに当たっ

ては、広く市民の活用できるものかなというふうに私、認識してしまいがちなんですけれども、それが移住者

に絞った理由というのは何かあるんでしょうかね。 

○世古安秀委員長 山田課長補佐。 

○山田課長補佐 この補助メニューが国の社総金使っていますけれども、移住者という形でのメニューになって

いるものからちょっとそういう形になるんですけれども、またこれから、おいおいいろんな形で研究はして、

市民の方がよりよく使ってもらえるような形にしていきたいとは考えています。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 空き家を活用してもらうには、なかなか移住者だけでは追っつかない部分とか、手順を含めて

の意味で、やっぱり地元の方、市民の方が活用できるものがどうしても必要が出てくると思うんですよね。建

設がやる以上は、やっぱりよくその辺のところを研究していただいて、ぜひともそれ活用できるように取り組

んでいただきたいなと思います。 

  課長、いかがでしょうか、その辺のところは。 

○世古安秀委員長 建設課長。 

○村林建設課長 村林ですけれども、その辺は、先ほど山田も申しましたけれども、許せる限りはよい方向に考

えていきたいというふうには思います。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 これもうぜひとも研究していただきたいなと思います。 

  私は以上です。 

○世古安秀委員長 空き家活用促進事業について、関連がございましたらお願いします。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 まず、ここ拡充して、新たなる狙いを持って前に進めてくれたことは評価したいなというふう

に思います。ただ、ここ大事な議論で、企画のところで移住定住の奨励金のあたりでいろいろ議論があって、

ここ大きく期待されているところなんです、議会全体からも。答弁としては、奨励金の代わりに移住者にター

ゲットを絞って、空き家を何とか活用してそういった人たちを呼び込んでいくというほうが費用対効果が高い

のではないかというところで、この事業になったというところだと認識しています。 

  そういった答弁があったにもかかわらず、大事なところでもかかわらず、まず詳細な資料が出ていないとい

うのはどうなのかなというふうに思います。しっかり資料を提出してもらって、あ、それならいけるよねと、

面白いねと言ってもらえるようなまず資料をつくってもらうことが、せっかく拡充してもらうんだから大事な

のではないのかなというふうに思います。 
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  ５０万円の１０件と１０万円の１０件、これ、移住者に絞ったというところなんですけれども、普通に今ま

での空き家バンクに登録すると使えていた家財の処分費とは全く考え方が違っていて、その５０万円を使って

やってくれる人にもセットで上限１０万円がついていくという考え方なのか、いやいや、そこは別に切り離し

て考えますよということなのか、もう少し教えていただけますか。 

○世古安秀委員長 山田課長補佐。 

○山田課長補佐 以前、空き家のリフォーム補助金をつくった際に、バンク登録というのは必須だったんですけ

れども、見ているとあんまり伸びなかった、補助メニューをつくったにもかかわらず伸びなかったという経緯

もあったので、そこはちょっと切り離して対処したいなと考えています。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 奨励金に代わって新たな政策の方向を打ち出したというところで、これも議会の注目度が高い

んで、ぜひそこは移住者が来ていただいて、全部使っていただいて、足らないんで補正組みましょうかという

ような議論になるまで、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。 

  私からは以上です。 

○瀬﨑伸一委員 関連でお願いします。 

○世古安秀委員長 瀬﨑委員、どうぞ。 

○瀬﨑伸一委員 すみません、少し移住者という定義のところでお聞かせください。同じところです。空き家活

用促進事業のところの関連です。 

  純粋に、この４月以降に移住をされてきた方というのは対象になるというのは理解できるところです。もし

かすると、移住をしてきた、これ以前にはもう鳥羽へ移住してきていて、店舗として使いたいから空き家を活

用したいんだわというような案件の場合でも、この補助金は使えるんですか。 

○世古安秀委員長 山田課長補佐。 

○山田課長補佐 ちょっと今の、補助メニューをちょうど今つくっている最中でして、そこのところを調査研究

したいなと思っています。 

（「つくっとる、今から」の声あり） 

○世古安秀委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 私が挙げた後者のほうも対象になる可能性があるという答弁ですか。 

（何事か発言する者あり） 

○世古安秀委員長 瀬﨑委員、どうぞ。 

○瀬﨑伸一委員 要望という形であれば、いわゆる企画のほうがもう出たものをこちらへという、先ほどの河村

委員の流れを酌むんであれば、この補助金を使って純粋に移住者が増えてこなくてはおかしいと思うんです。

でも、今現在、ちょっと以前に移住をもうされていて、少しここで起業したいんだとか、いろんなことを展開

していきたいんだという方も実際にはお見えになられると思うんです。やっぱりちゃんと両てんびんというか、

バランスを考えていただいて検討していただいて、より使いやすいものになって、よりよきものになるように

検討ください。お願いいたします。 

○山本哲也委員 関連で。 
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○世古安秀委員長 関連で、山本委員。 

○山本哲也委員 空き家バンクの運営業務を委託されるということなんですけれども、これ、委託先はどういっ

たところになるんでしょうか。 

○世古安秀委員長 山田課長補佐。 

○山田課長補佐 企画のほうで説明もあったと思うんですけれども、移住コーディネーターさんがまた例年来ら

れるかなと思いますので、そことなかまちさんのほうが今タッグ組んでやってもらおうかなと思っていますん

で、そちらのほうにしていってもらいたいなと。また、なかまちのほうも空き家のほうに結構関心がありまし

て、離島のほうを自ら調査に行ったりとかいろいろしていますので、そういったことも含めて、なかまちさん

にお願いしたいなと考えています。 

○世古安秀委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 ということは、そこをコーディネーターさんに委託するという感じになるんですか、それとも

なかまちとコーディネーターさんが一緒にやる事業体というか、そういうところ、なかまちがもうそもそも事

業体ですけれども、そこにもう委託するという、なかまちに委託するということでいいんですか。 

○世古安秀委員長 山田課長補佐、先ほどの答弁、きちんと言葉で。 

○山田課長補佐 山本委員の言われるとおり、なかまちさんのほうに委託する形でございます。 

○世古安秀委員長 山本委員、よろしいですか。 

  ほかに関連はございませんか。なければそれ以外。 

  片岡委員。 

○片岡直博委員 すみません、先ほどは失礼しました。 

  １８３ページ、節１４の工事請負費の３,０００万円なんですけれども、これは去年の予算案決算のときに

議員提案として上がった件なんですけれども、増額をお願いという。３,０００万円なんですけれども、いず

れにしても。 

○世古安秀委員長 ちょっと、説明資料は１３８ページまでの範囲で今質疑を。 

○片岡直博委員 説明資料の中に、これが道路維持費のやつが抜けておるもので、予算書の中でやっとるんです

わ。説明資料の道路維持費が抜けとるんよ、説明のやつが。 

○世古安秀委員長 道路維持費については。 

○片岡直博委員 そやもんで、予算書の中の工事請負費の中でお聞きしたいということなんで。 

○世古安秀委員長 道路維持費は１４１ページのほうにありますので。 

○片岡直博委員 いや、ここの中に載っとるんと全然、この予算書の中に抜けとるもんですから。 

○世古安秀委員長 そこの１４１ページのときにまた。 

○片岡直博委員 分かりました、そのときにやります。 

○世古安秀委員長 質問してください。 

○片岡直博委員 はい。 

○世古安秀委員長 １３８ページまでのところでのご質疑を受けておりますので、よろしくお願いします。 

  河村委員。 
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○河村 孝委員 １３６ページの都市計画一般管理経費についてお聞きします。 

  これ、一般質問でもさせてもらいましたけれども、都市マスタープランを作成しにいくというところです。 

  市長の答弁でも、都市マスをつくりにいくに当たっても住民の声をしっかり聞いていくというところで、ま

ちづくり協議会等々の立ち上げ、ヒアリングする体制づくりというのは前向きにという答弁があったはずなん

ですけれども、その辺課長の説明からなかったんですけれども、都市マスをつくりにいくに当たって、どうい

う工程でまちづくりのそういう委員会等々も立ち上げる計画があるのかどうか含めて、お答え願えますか。 

○世古安秀委員長 建設課長。 

○村林建設課長 マスタープラン策定におきましては、マスタープラン策定委員会というのをまず立ち上げます。

それとは別に地域懇談会も地域おきに、前回は四つの地区に分けてやったんですけれども、今回はちょっとそ

こどうするか、また一緒の地区でやるかというのは、そこまで考えていないんですけれども、地域懇談会も立

ち上げて広く住民さんの意見を聞くような形で考えております。 

  計画につきましては、これ債務負担行為といっているところもありまして、２年をかけてつくっていくとい

うふうに今は想定しております。最初いつするかというところになるかなと思うんですけれども、まず普通な

らば計画をある程度つくっておいて、それの意見をお伺いしたいというふうに進めていきたいなというふうに

思っておりますけれども、まず１回目の会議は最初に状況だけを説明して、その辺で何もないところでどうい

う意見を伺うかというのもあると思いますんで、秋ぐらいには１回はしたいなとは思っておるんです。 

○世古安秀委員長 以上ですか。 

○村林建設課長 はい。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 都市マスをつくるに当たって、当然三重県の都市マスがあるんで整合性を図る必要があるとい

うふうにここにも書いてもらっていますけれども、そういった感覚というのも僕は大事だと思うんです。やら

なきゃならないことだと思うんですけれども、じゃ都市マスつくって、市民の思いが抜けている血の通ってい

ない都市マスって何やという話になると思うんですよ、僕はね。当然、ルール上こういうふうにしなければな

らないというものが決まりがあって、都市マスタープランをそれに合わせにいくというのは当然のことなんで

すけれども、やっぱりそこに血を通わすということはどういうことやといったら、しっかり地域住民の市民の

意見を聞くというところが僕はすごく大事ではないのかなと。 

  ましてや、今からまた１０年後の鳥羽市を目指すに当たって、一般質問でもさせてもらいましたけれども、

鳥羽駅周辺の観光に特化したまちづくりをするに当たっては、膨大な時間を費やしてまちの姿というのを描き

切らなきゃならないと思うし、駅周辺の観光に特化したグランドデザインをつくるべきだということは、私、

市長に提案させてもらいました。そこを当然、そこの議論があって、初めてそれが都市マスにも反映されてく

ると。都市マスつくってからそこの議論というのは、僕は順番が逆じゃないのかなと思うんで、一刻も早くそ

ういったまちの声を拾い上げる体制というのは立ち上げるべきだというふうに思うんですけれども、いかがで

しょうか。 

○世古安秀委員長 建設課長。 

○村林建設課長 マスタープランというのは、まずその都市計画を進めていく上での計画ということでございま
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すので、ある程度規制とか、そういうものを使って進めていくというのが都市計画でございますので、ある程

度何でもいいというようなものではないものですから、反映させられる部分とかそういう部分があって、そこ

に意見を聞いて反映させていくということもございますので、今河村委員が言われてるのは、何もない状態で

意見をいろいろ言ってもらって、それをというふうなこともあろうかとは思いますけれども、すると意見はお

伺いするけれども、反映する部分は結果からいうとほとんどないでしたわみたいな話では困る。ですんで、あ

る程度意見をお伺いしたいところを決めておいて聞きたいというところはあります。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 多分、そこの考え方は僕とは平行線なんでしょうけれども、都市計画税を使うに当たっても、

その都市計画も当然あるでしょうし、じゃ、まちづくりってどこで書いてありますか、そういったことが。そ

れは当然建設課だけではないですよ。ただ、せっかくこのタイミングで都市マスを触りにいくわけですから、

そういった住民の思いがあって当然だと思いますけれどもね、僕は。鳥羽市が目指す方向性であったり、そう

いったもの、じゃ分かりました、この都市計画とは別に、駅周辺のグランドデザインというのはどういうふう

に描くというところは、建設課としたら考えているんですか。ハード面においてですよ。 

○世古安秀委員長 建設課長。 

○村林建設課長 ハード面においては、やっぱりハード面を実際するに当たっての話でしたら、それは都市マス

も大事ですけれども、都市マスをつくった上でさらに深く入っていくことが必要かなとは思います。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 だから、それが卵とニワトリの話なんですよ。都市マスをつくってそこの議論を、同時並行で

構わないじゃないですか。その進んでいく方向で、ある程度縛りがある中で都市計画をつくっていくわけです

よ。でも、一方で観光に特化した鳥羽駅周辺のグランドデザインというのは待ったなしに来ているわけですよ

ね。ましてや、岩崎地区があれだけ熱意をもって話していることがあるわけですよ。 

  じゃ、それ市長がああやって答弁して、誰がどこで責任を持って、市長から多分そういう指示が下りてきて

いないから、建設課長としてもなかなか答弁しにくいんだとは思うんですけれども、前向きな話をああやって

市長がしている以上、誰かが責任を持ってそのまちづくりの協議会なり委員会なりを立ち上げないかんじゃな

いですか。その中で、当然課長が三重県の都市マスと整合性を持たさなきゃならないと。同時に鳥羽駅周辺の

観光に特化したグランドデザインをつくるのに、当然そこも整合性が出てこなおかしいじゃないですか。住民

の思いが当然あるべきだと思うんです。 

  課長答弁は、それは当然役所としてはそうなんだけれども、じゃ、まちの人の思いはどうなんだというとこ

ろは僕は大事だと思っとって、そこを担保するものが何もないんですよ。だから、今都市マスのところから僕

は聞いとるんですけれども、それはもう課長だけの責任ではないかも分からんけれども、市長からの指示が下

りてないから、僕が一般質問してからもうどれだけたっていますか。やっぱりそういったところ、じゃ誰かが

それをやってくれなきゃ、市長に来てもらうのが一番いいんやけれども、なかなかそういうわけにいかないん

で、課長、苦しい答弁で申し訳ないけれども、ぜひそういったところはまた市長にも伝えて、じゃどうするん

やと、そこはというところも、ぜひ答えをいただきたいなというふうに思いますけれども、副市長、いかがで

すか。 
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○世古安秀委員長 副市長。 

○立花副市長 議論をやっていないわけではございません。市長からも一緒にディスカッションをやっておりま

すけれども、そこのやっぱりちょっと考えていくのに、主体的に誰がやっていくかというような、まちづくり

に関して事業者として市が全部引っ張っていけるものならいいんですけれども、なかなかそこのところがあっ

て、こういう方向へ行きたいなというグランドデザインというのはそういう方向やと思いますんで、都市計画

というのは規制と誘導になりますんで、あるところでは今までの規制を緩めたり、あるところではちょっと縛

ってそちらの方向へ誘導していくというようなものになっていくと思いますので、並行作業という話の中では、

ある程度の方向性が決まったら、その方向性に向けてまち周辺の規制と誘導をどうしていくかというような形

を持っていくのがいいんかなというふうな感じで私は考えておるわけなんですけれども。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 最後にしますけれども、ぜひそういった思いを酌んで、よりよいまちづくりを進めていただけ

たらなというふうに思います。 

  以上です。 

○南川則之副委員長 関連で。 

○世古安秀委員長 関連で、南川副委員長。 

○南川則之副委員長 河村副議長が言われたことというのは、私ら行政常任委員会の一班で、調査研究というこ

とでまちづくりについてかなり詳細にやらせてもらっています。その中でも建設課長に来てもらって、今のマ

スタープランの状況というのも確認させてもらいました。その中で、やはり古いプランをつくるというのも必

要やということと、河村副議長が言われたように、まちの声を聞くということと市民の声ですね。それと同時

に、やっぱり一生懸命やっておる商工会議所さんとか観光協会さんとか、そういった各種団体の声というのを

しっかり聞くというところは必要やと思うんです。 

  それと、副市長もさっき言われたけれども、市がなかなか事業主体としてやっていけないところもあると思

いますね。そんな中で、今会議所さんらも力入れてしっかりとまちづくりやりたいんやということで、いろん

な会議をしながら立ち上げてもらってやっとる姿というのが見えてきています。そこと連携というか、タイア

ップして、やっぱり同じ目線で鳥羽市のまちをようしていこうという思いがないとなかなかできないと思いま

す。 

  そういったところも含めて、しっかりこのマスタープランを契機として、いろんなことを手がけられる姿と

いうのは知ってほしいなと思いますので、課長は私らと協議した中でそういう様子も聞いてもらって、よく分

かっておると思います。ですから、市民の声、そういった各種団体の声というのもしっかりと反映した中で議

論してほしいなと思います。その辺はどうですか。 

○世古安秀委員長 建設課長。 

○村林建設課長 マスタープラン自体は、まちづくりの方向性とか、そういうものをうたっていくわけですんで、

そういうところにいろいろいただいた意見をうたっていくことになるんかなと思います。ですもんで、具体的

などこどこの地区をどんなふうにというのはなかなかうたえないもんであるんで、成果としてはそういうふう
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に表れてこないとは思いますけれども、意見を聞く場は何とかいろいろ工夫して取り入れていくようにさせて

いただきたい。それはそれで、マスタープランとは別に考えていかなあかんのかなとは思います。 

  マスタープランはあくまでも、やっぱり都市計画を進めていく上での、先ほど規制とかそういう誘導の話に

なりますので、結局はこういう方針が、まちづくりのためにいろいろ方針を見いだすわけなんですけれども、

その方針に向かっての規制誘導ですもんで、具体的にそこで何をするというふうな話は少ないです。ある場合

は、大体都市計画事業に合ったような形の事業を進めていくときに、自らマスタープランを管理する者が整備

をしていくということになりますんで、そういうところに合致するようなものであれば進めていくような、そ

ういう記述になっていくんかなと思っておりますので、意見を聞く機会というか、そういうのを設けさせてい

ただいて、反映できるようにというふうには考えていきたいと思います。 

○世古安秀委員長 南川副委員長。 

○南川則之副委員長 実際、河村副議長も言うてくれたように、実際は絵に描いた餅で終わっていくようなプラ

ンではあかんということですわ。これからは市長は、何度も言うように小さな、人口も少なくなっていく中で、

どうしたら鳥羽が生き延びていくかというところを考えながら、やっぱりみんなの知恵を絞ってやらないかん

ということで、実際こういう方向に向いたら鳥羽はまちづくりをしっかりしておるなとか、よくなっているな

と、そういうところが見えてこんとなかなかいかんということですわ。 

  ですから、従来どおりのそういったプランだけでは絵に描いた餅になってしまうということで、しっかりと

市民の声、そういう団体の声も入れながら、規制誘導でもどうしたら規制緩和できるかとか、そういったとこ

ろも含めて、しっかりとした指標というのをつくっていかないかんと思いますね。そこを並行してやってほし

いなと思います。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 要望でよろしいですか。 

○南川則之副委員長 はい。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

○坂倉広子委員 私、伺ってもよろしいですか。 

○戸上 健委員 委員長。 

○世古安秀委員長 関連ですか。 

○戸上 健委員 いや、関連じゃないです。 

○世古安秀委員長 それじゃ、都市計画一般管理経費以外のところで質問どうぞ。１３８ページまでのところで

すね。 

○戸上 健委員 １３７ページ、雨水公共下水道事業についてお尋ねします。 

  先ほどの課長の説明では、雨水管理総合計画を債務負担行為で、期間が令和５年度までということになって

います。管理総合計画を策定後、事業着手の予定という説明でした。ですから、令和６年度に事業着手の予定

だという理解でよろしいでしょうか。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 令和４年度と５年度で計画を策定しまして、令和６年度以降で設計とか都市計画決定の事業認可と
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かを行いまして、その後で工事にかかっていくような形になっています。 

  計画の中で事業の規模とかを決めて工事費の概算等を出さないと、ちょっと今のところ詳細な工程が組めま

せんので、その中で事業計画を立てていきたいと思っています。 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 そうすると、僕の理解では、まず管理総合計画と別個に、それができたら事業着手という理解

だったんですけれども、総合管理計画の中でどういう事業にしていくかということを併せて計画していくとい

う理解でよろしいんでしょうか。 

○世古安秀委員長 建設課長。 

○村林建設課長 すみません、これ、今回事業を進めるに当たって、ちょっと全体像が分からないので見えてな

いんやと思うんですけれども、まず補助メニューを採択していただくために鳥羽市全体の雨水計画を、それが

総合管理計画というとるんですけれども、雨水計画を策定します。これがないと、もう一部分だけ見て手戻り

とかあるといかんなということで、国から注意を受けることになりますので、まず全体の排水はどうするんや

というのをつくります。それが終わった後にこの地区の設計に入っていくわけなんですよ。 

  今回、予算案にも、予算の確保次第のところもございますんですが、今回は来年、再来年で鳥羽市全体の雨

水排水計画をつくると、それの後に大明地区の設計に入っていくということになります。ですもんで、総合計

画をつくった後に設計が入りますので、やっぱり令和６年にはちょっと入るのは厳しいんかなと思っておりま

す。それで、奥野が申しましたようにそれ以降に事業は入ることになるかなというふうに思っております。 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 分かりました。結構です。 

○世古安秀委員長 副市長。 

○立花副市長 何をもっての事業着手かというお話になると思うんです。まず、ここを位置づけるために全体の、

どういう手法を持ってこの雨水管理をしていくかという鳥羽市の中でやって、ここは都市下水でやりますとい

う位置づけをした後で大明地区の事業に着手というふうになりますので、いえば、その全体の管理計画を立て

るところも事業着手であれば事業着手と言えるんですけれども、ここの地区に限定した場合は管理計画を立て

た後に事業着手になるというふうな理解になると思います。 

○戸上 健委員 分かりました。 

○世古安秀委員長 関連。山本委員、どうぞ。 

○山本哲也委員 すみません、ちょっと具体的に答えられへんというところなんかもしれないんですけれども、

多分これまでも私も一般質問しましたし、南川さんも一般質問しましたし、大明地区からすると、やっぱり実

際に、じゃ、いつこの雨水対策をしてもらえるんだろうというのが一番気になられとるところやと思います。 

  これ、都市計画の事業認定受けて、それで進めていかれるということやと思うんですけれども、これ、市と

しては、じゃ一体本当いつ頃までにどれぐらいの規模のあれをかけてやっていくとかというのは、大明地区の

絵は大体あるんですか、プラン的なものは。 

○世古安秀委員長 建設課長。 

○村林建設課長 プラン的なものというか、予算の配分計画みたいなのはあるんです。ただ、それも財務部局と
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いうか、それの中で今後予算について議論されていくと。一応、今令和６年までは計画立てられているんです。

その中で一応設計まで終わりたいなと自分は思っておるんですけれども、その予算次第もあります。設計が令

和６年に終われば、令和７年からは着手、工事着手ですよね。何をもってという話をすると、現地に入るとい

う工事が令和７年ぐらいにはできるかなと思うんですけれども、あとはやっぱりポンプ場とかポンプ施設にな

りますので、道路工事でしたらお金がなかったら、今年は極端な話１０メートルしか工事できませんわという

ようなこともあろうか分からんですけれども、ポンプ場ですもんで半分だけ造るわというわけにもいかないと

ころがございますので、ここは今後の予算をどう配分していくかという、市としての協議の中から決まってい

くんかなとは思っております。 

  ただ、建設課としましては、分けられるような道路工事ではないので、一気にポンプ場の施設、言うたら建

築物ですね。建築物だけやってしばらく置いておくわということはなしに、建築物を造りながら中に入れるポ

ンプの機械も並行で工事はしたいというような思いで、予算の確保に努めていきたいとは思っております。そ

れによって大分完成時期が変わってくると僕は思っておりますので、それは早くできるように、当然早くでき

ればできたほど効果が早く出ますんで、その辺はそういうふうに努めていきたいと思っております。 

○世古安秀委員長 副市長。 

○立花副市長 ちょっと遠慮がちに、財政部局に配慮しながらですけれども、実際の話、待ったなしの部分とい

うのはあると思うんです。私は個人的に待ったなしの部分というのは、今のポンプ施設、これはもう造ってか

ら５０年ぐらいたっておる施設ですけれども、やっぱり大雨のときに建設課の職員が油を差しながら何とか持

ちこたえるように一生懸命やって、なだめながら動かしているというような状況、もう一つは、能力的にもち

ょっと、もともとが干拓地のポンプですんで弱いというようなところもあって、もうそろそろ変えやんとあか

んなというせっぱ詰まったところに来ているんで、そこのところは勘案しながら、あそこの地区を一気にやっ

てしまおうというふうなところ、全体の計画を見ながらとにかくポンプを変えていって、全体の計画に支障の

ない範囲でまずやってというふうなことも考えていかんといかんのかなというふうなことで、そういうことで

待ったなしの部分をまずは早うやらないかんのやないかということで、今建設課長のほうで一生懸命考えてい

ただいているところです。 

  ２５の話が先行してしまって、財政部局もなかなか手が出せない部分があると思うんです。そこはうまく工

夫しながらやっていけるところはあるんじゃないかなというふうに思っていますので、一刻も早く事業着手し

たいというようなことで、私ももっと前倒しせえと、実施計画ではもうちょっと後ろになっているけれども、

もっと前倒しせえと、とにかく着手できる環境を早うつくれということで指示をさせていただいて、今の状況

にあるということになっております。よろしくお願いいたします。 

○世古安秀委員長 よろしいですか。 

○山本哲也委員 はい。 

○世古安秀委員長 南川副委員長。 

○南川則之副委員長 関連でお聞きします。 

  まず一つは、市全体の総合計画つくらないかんということで、市全体というてもどこなんやということで、

全体を本当に網羅せないかんのか、ある程度鳥羽で弱っとる、今言うたように大明の問題とか、四丁目の上、
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都市計画、ポンプ場の問題とか、あと妙慶川の付近とか、そうした重点的なところがポイントとしてあるのか

どうか、教えてください。 

○世古安秀委員長 建設課長。 

○村林建設課長 本来であれば、都市計画区域内全体を見やなあかんというふうに思っておるんですけれども、

そこはなるべく省略して早くできるようにいろいろ相談、県とかとも相談しながらつくっていきたいと私は思

っております。まともにしたら、多分１年、２年ではきついんやと思います。ですんで、この場合は、例えば

大きな川がある、その川沿いの市町ですと、川の一部分に関するところだけを計画立てても、上流を大きくし

たらまた下流が手戻りとかなるんですけれども、ここの鳥羽市の場合はそうではなくて、比較的流域の面積が

小さい川が流れておるというところなんで、隣との整合性というのはそれほどないので、ある程度規模さえ合

わせておけばできると自分は思っておりますので、その辺を利用してうまく簡単にできやんかなというふうに

考えております。 

  だから、どこを重点的にというよりは、まずは今回は大明地区を早期に事業、工事ができるような格好で計

画も考えていきたいというふうには思っております。ちょっとできるかどうか分からないところがありますの

で、まだ定かではございませんが、そういうふうには思っております。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 南川委員。 

○南川則之副委員長 中身はよく分かったんですけれども、なるべく総合計画、早くするということと、先ほど

副市長が言われたように、以前に建設課が大明地区についてはいろんな調査した業務というのがあって、それ

が先ほど言った二十何億という数字が出ておって、どういうふうなものをつくっていかなあかんというところ

があると思うんです。ということで、ポンプ場を早期にやらないかんというのはもう目に見えておるところで

すので、そういった管路よりもどうしたらいいかとか、そういった計画をしっかりして、先ほど令和６年ぐら

いには実施設計やりたいということですけれども、このぐらいやったら当初置いておった、私が質問したとこ

ろで令和１１年ぐらいには何とかめどを立てたいとかいう話があったと思うんですが、それは資料も残ってい

ます。その辺で、先ほど副市長が言われたように、それも前倒しして考えたいという意欲もあるみたいですの

で、ぜひ現状が待ったなしという状況やと思いますし、山本委員なんか地元に住んでおられたときがあって、

そういうことを実際肌で感じとうと思いますので、実際困っとる人がおるということで、しっかりと対応して

あげてほしいなと思いますので、前倒ししてやってほしいなと思います。 

  以上です。 

○瀬﨑伸一委員 関連で。 

○世古安秀委員長 関連で、瀬﨑委員、どうぞ。 

○瀬﨑伸一委員 すみません、先ほどのご答弁の中に、雨水管理総合計画というところの対象範囲を都市計画区

域というようなご答弁をいただいたような気がするんですけれども、総合計画といいながら都市計画区域だけ

に絞るんですか。 

○世古安秀委員長 建設課長。 

○村林建設課長 今回、これ、雨水の公共下水道事業を動かすために計画をつくるわけですんで、基本的にはそ
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ういうことですね。 

  そもそも今回の雨水公共下水道事業ではなくて、鳥羽市として鳥羽市の管理計画をつくるというんであれば、

都市計画区域だけじゃなしに鳥羽市全体で考えていくべきなんですけれども、今回の場合はこの大明地区の下

水道事業を進めるがための計画になりますので、今回の場合はそういうふうに考えています。 

○世古安秀委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 分かりました。そこの点についてはこれ以上言う気はないです。 

  計画及び策定委託料というのが、たまたま１３６ページも同じ項目が載っている中で、１,３５０万の雨水

管理総合計画の策定、都市マスタープランの策定業務は５５５万円、倍以上違うんですけれども、何でこんな

に違ってくるんですか。 

○世古安秀委員長 建設課長。 

○村林建設課長 マスタープランのことを言われているんですよね。マスタープランと雨水の計画の話ですよね。 

  マスタープランは、どちらかというと人が集まってどういうふうに計画をつくろうというようなことを議論

しながら、マニュアルというか、ルールに基づいてつくっていくということです。 

  今回の雨水総合計画になると、データ調査から始まって、地域の状態とかも探りながら、どれぐらいの雨が

降るんやという解析とか、そういう業務も入ってございます。ですんで、マスタープランなんかはどちらかと

いうと資料取りまとめぐらいになろうかと思いますが、こちらの雨水の計画については、どちらかというと技

術的な計算とかが入ってきますので、それなりに費用はかかってございます。実際は見積りを取って算定して

おるところではございますけれども。 

○世古安秀委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 分かりました。 

  先ほど、鳥羽市の雨水管理総合計画じゃないのでというような答弁をいただいたように思うんですけれども、

いわゆる社会資本整備総合交付金をいただく上での要件が鳥羽としての計画を持たなくてはいけないというよ

うなこともあった中で、名前も総合計画といっていらっしゃる中で、何となくちょっとその辺に私は違和感を

感じます。それは意見として申し述べておきます。 

○世古安秀委員長 現在、質疑の途中でありますけれども、もうここで昼食のため午後１時まで休憩をいたしま

す。 

  昼からまた引き続いて行いますので、よろしくお願いします。 

（午前１１時５８分 休憩） 

─────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○世古安秀委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  午前中は１３７ページの雨水公共下水道事業の審議中でしたけれども、途中で休憩にいたしました。 

  引き続いて雨水公共下水道事業についての関連質問も含めて質疑を受けたいと思いますけれども、ございま

せんか。 

（「その前によろしいですか」の声あり） 
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○世古安秀委員長 建設課長。 

○村林建設課長 午前中の河村委員がおっしゃられたまちづくりの話なんですけれども、来年度、マスタープラ

ンの策定に向けて策定委員会とか懇談会を開催することにもしておりますので、その開催の仕方については、

河村委員がおっしゃられたことをなるべく酌み取れるような形でちょっともう少し研究させていただいて、開

き方についてはちょっとその辺を工夫させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 それでは、引き続いて、雨水公共下水道事業についての質疑から行いますけれども、関連質

問はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 それでは、ないようですので、次に、１３８ページまでの部分での質疑を受けたいと思いま

すので、質疑がございましたらお願いします。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 すみません、１３８ページの津市公園整備事業についてお伺いします。 

  これ中央公園等を中心としたにぎわいづくりの創出とあります。この中で、施設の概要・計画等で、市民の

森の公園の修景施設整備工事とあります。この中に、ガリバーをモチーフにした修景施設の設置があって、こ

れが５５６万６,０００円とあるんですけれども、これ低い額なので、どんなものを造るのか。これ場所は地

図で示してあるんですけれども、どんなものを造る予定なんですか。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 ガリバーの形をした、今はまだ想定なんですけれども、靴の形をしたベンチを想定しています。Ｆ

ＲＰ製で、既製品でないので、少し高くはなってしまっている状態になっています。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 靴の形のベンチですか。これ結構な額があるということは、結構大きなものを造られるんでし

ょうかね。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 長さで２メートル４０センチぐらいのものになっています。大きいといいますか、大きくないとい

いますか、それほど大きくない。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 これ併せて、県道への雨水流出対策もあるかと思います。あの辺のところというのは、お子さ

ん連れとか保護者の方も結構使われているところなんですけれども、その工期はいつ頃になるのか、それと、

そのときにそこはもう使えなくなるのか。その辺というのはどうなんでしょうか。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 工期については、ガリバーのところと、この県道の雨水対策工事と、もう一つ、交付金として、公

園の砂場の整備の工事もありますので、ちょっと子供たちが多少少なくなるような時期を目指したいとは思う

んですが、一部使えなくなる区間は出ています。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 
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○濱口正久委員 子供があまりいない時期というのがいつなのかちょっと僕も分からないけれども、それは夏休

みとか、そんな期間ではないということなんですね。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 夏休みとか子供のいっぱいくるような時期は外したいなとは思っています。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 そういうところを利用される方はたくさん見えますので、どういう工事をして、こういうふう

にしますということ、危険も伴うかと思いますので、しっかりその辺のところは周知をしていただきたいなと

思いますので、よろしくお願いします。 

○世古安秀委員長 ほかに関連質問ございませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 ご質疑ないようですので、続いて、継続事業について質問を受けたいと思います。１３９ペ

ージ上段、積立金から１４４ページ上段の鳥羽マリンターミナル維持管理経費までの範囲でご質疑はございま

せんか。１３９ページ上段から１４４ページ上段までです。 

  片岡委員。 

○片岡直博委員 もう何遍も何遍も申し訳ありません。道路維持費についてお伺いします。予算書のほうが

１８５ページになるんですかね。予算の説明資料と金額が２,９００万円、これ調べたら６,２００万円という

ふうに工事費が計上していなかったもんですから、申し訳ありませんでした。 

  これ３,０００万円、決算特別委員会でも議員提案で執行部のほうに道路管理費や都市整備管理費がもっと

要るんじゃないかということで要望をさせていただいた案件なんですけれども、いずれにしても町内会の積み

残し、それから９４１路線、延長にして２５０キロというふうな膨大な延長を維持管理やっていかなあかん。

いわゆる老朽化してきた路面をですね、ピンホールだったり、白線が消えとったり、いろいろな維持管理に相

当経費を費やさないかん時期に来ていると思うんです。したがって、この３,０００万円というのに、これで

維持管理が道路管理者として大丈夫なのかどうかお聞きします。 

○世古安秀委員長 鳥羽課長補佐。 

○鳥羽課長補佐 建設課の鳥羽です。よろしくお願いします。 

  道路維持事業の工事請負費としては、例年と変わらず３,０００万円ということですけれども、道路新設改

良費のほうに、今回、工事請負費で５,４００万円ほど計上させてもらっています。この道路新設改良費のほ

うも、維持的な、昔でいいますと、道路維持の事業でやっていた事業を起債を効くようにして道路新設改良事

業のほうで５,４００万円ほど計上させてもらっていますので、道路維持費としては、トータルとしてちょっ

と考えていただきたいというのが私どもの考えでございます。 

  ですので、３,０００万円と５,４００万円で８,５００万円弱、道路管理のほうに使えるということで考え

ています。 

○世古安秀委員長 片岡委員。 

○片岡直博委員 了解、分かりました。いずれにしても起債が効かないお金ですので、非常に懐具合というのも

あるんだと思います。思いますけれども、できるだけなら補正で対応をお願いして、要望としておきます。 
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  以上です。 

○世古安秀委員長 ほかに関連で。 

  南川副委員長。 

○南川則之委員 今の質問の関連でお聞きします。 

  先ほども話があったんですけれども、提言書、それを踏まえて今回増額していただいたということで、課長

の説明では９１４万５,０００円増しましたということで、市長の質疑の答弁にもありました。これで実際、

令和４年度としては、町内会から言われとる要望というのがどれぐらいの件数を網羅できて、さらに積み残し

というんですか、どれぐらいの件数が残っとって、どのぐらいの費用が残として残っとるんか、分かれば教え

てください。 

○世古安秀委員長 鳥羽課長補佐。 

○鳥羽課長補佐 この道路維持事業ですと、通年四十五、六件はこの３,０００万円で今年度も行いましたので、

それぐらいはできると、町内会要望に対して、緊急案件も合わせましてですけれども、できると考えています。

道路新設のこの３路線上げた部分ができるということで、合計４８か所ぐらいはできるかなと考えています。 

  あと、ちょっと決算のほうでも申しましたけれども、概算ですけれども、残り約３億円ぐらいは町内会要望

が残っているという話は決算のほうでもさせてもらいましたけれども、ちょっと件数に関しては、今把握して

いませんので、ご了承ください。 

○世古安秀委員長 南川副委員長。 

○南川則之委員 よく分かりましたけれども、積み残しもあるということでね。また前向きに検討していただき

たいなと思います。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 道路維持管理費について関連はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 なければ、それ以外でもご質疑願います。 

（「委員長、１４５ページって大丈夫ですか、まだですよね」の声あり） 

○世古安秀委員長 まだですね。１３９から１４４までです。よろしいですか。 

（「ちょっといいですか」の声あり） 

○世古安秀委員長 南川副委員長。 

○南川則之委員 １３９ページの土木一般管理経費というところをお願いします。 

  ここで、今回、建築物等基本構想作成支援業務ということで２００万円を計上していただいています。これ

は市が所有する建築物等の建て替えや大規模改修における計画策定、それに要する費用を算定するということ

なんですけれども、これはどこを想定しているのか、説明をお願いします。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 想定はしていないんですけれども、来年度の事業の中で発生したものについて計画していく形にな

っていまして、来年度は、土木工事も含めた形の予算となって、２００万円という形になっています。 

○世古安秀委員長 南川副委員長。 
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○南川則之委員 答弁によると、仮置きみたいな形ですかね。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 仮置きみたいな形で、その年度の中で発生した事案について対応していくという形で考えています。 

○南川則之委員 もう一点、お願いします。 

○世古安秀委員長 南川副委員長。 

○南川則之委員 １４１ページをお願いします。ここに下段のほうに地方道路整備事業の交付金事業というとこ

ろがあって、市道森崎村山線の用地の取得、分筆等含めて、工事費も計上されておるんですけれども、頂いた

図面等も見させてもらったんですけれども、かなり今年度、令和３年度やる工事も４年度に繰り越しとるとい

う状況があって、令和４年度も当然今、工事費を盛っていただいておるんですけれども、前から言うとるよう

に、これは通学路の安全ということで進捗を早めてやらないかんということで、教育委員会が統合に向けて通

学路の安全というところを願ってやってもらっとると思うんですけれども、少し何か進捗がかなり遅れとるよ

うな感じもするんですけれども、これ以上早くできないのか、この交付金というのがこういう状況なのかとい

うところを課長、ちょっと説明をお願いします。 

○世古安秀委員長 建設課長。 

○村林建設課長 今年から用地買収に入っているということがございます。用地買収に入っていないんであれば、

もうそのまま市役所のマンパワーで工事発注して、業者にしていただけるということになりますが、ここの場

合は一から用地買収をしているということで、今年、結構、職員に頑張っていただきまして、来年、必要であ

ろうという予算の分を来年、工事、繰越しで巻替えて、繰越しでするんですけれども、それができる分だけの

用地は買うことができました。ですので、今年その用地を買えんだ分、一部、工事費に巻替えたりするんです

が、その分は来年早々に工事をしていきたい。ちょっとまだ協力をもらっていないような方については、引き

続いて来年早々に交渉に当たって、４年度また別途、工事費が来ますので、それも追加するようにしてやって

いくというふうに頑張っています。 

  ですもんで、特に遅れているということではないんです。この幸丘の市営住宅の入り口までは５年度いっぱ

いぐらいで何とかしたいという思いで進めておるんで、そこについては、まあまあぎりぎりかもしれませんが、

今はそれほど遅れてはいないという状況です。 

  ですもんで、これを前倒しするというのは、やはり相手があるような話ですもんで、ちょっとそれは難しい

かなと思っております。 

○世古安秀委員長 南川副委員長。 

○南川則之委員 遅れとるんじゃなくて、前倒しができないかという話を聞いたんですけれども、今言ったよう

に用地買収の関連があってということですね。ということで、工事費を盛ってもらうのはいいんですけれども、

当然、用地というのはきちっと確定してから工事の発注をせないかんということで、当然、課長も順序は分か

っておると思いますので、ぜひ進めていくということが大事やと思うんです。通学路の安全、今見とると、森

崎村山線全線についても、安全が確保されたというようなことが言えないと思うんですね。何とか浜橋のほう

まで進めていただくようにということで、また早めてやっていただきたいなということです。 

  以上です。 
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○世古安秀委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。 

（「なし」「ちょっといいですか」の声あり） 

○世古安秀委員長 副市長。 

○立花副市長 ちょっと１４０ページのところに桃取の急傾斜の話が出ていますもんで、ちょっと市民課のとき

に説明がはっきりせんところがあったんで、とめ直しをさせてもらいたいんですけれども、これは県の急傾斜

事業の裏負担のお金です。今年度終了します。終了と同時ぐらいに着工できるように市民課がやったら、あそ

このところの安全確保ができるということで、急傾斜のレッドゾーンとかイエローゾーンの見直しはローリン

グでやっていますので、令和７年になりますけれども、これが工事が完了した時点で、洪水の関係の避難所と

しては指定が可能になるということで、ちょっと７年度という言葉が出ましたもんで、いじくじになってしま

うのをちょっと心配しているんですけれども、昨日もちょっと市民課長が来て、説明の仕方があれやもんで、

混乱しているか分からんでって来まして、特別会計のところでもう一回話させてもらおうかいなんて言うてま

したんですけれども、ちょっとここでとめさせていただいて、もう来年度、安全が確保できた時点で避難所指

定ができるというふうなことで、なるべくそれを早くできるように頑張っていきたいなというふうに思ってい

ますということで、以上でございます。 

○世古安秀委員長 １４４ページまでの分でのご質疑よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○世古安秀委員長 それでは、ご質疑もないようですので、続いて、１４４ページ下段、都市下水道管理から

１４７ページ、河川災害復旧事業まででのご質疑をお受けします。 

  坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 都市公園整備の交付金事業についてお伺いいたします。 

○世古安秀委員長 何ページ。 

○坂倉広子委員 １４５ページ、市民の森公園の砂場回収を実施し、利用者が安全に利用できるように努めます

との説明がございましたが、この砂場は改修するということですが、これはご要望があって砂場を改修される

のか伺いたいと思います。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 遊具の点検の中で危ないという、指摘ではないんですが、公園の砂場の中にコンクリート製の遊具

がありまして、それでちょっと危険であるということで、それを取り除いて、砂場の周りの枠にもカバーのよ

うなものがありませんので、カバーをするような工事にしたいと思っています。 

○世古安秀委員長 坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 実は、砂場って、犬のふんがしてあったりとか、猫のふんがしてあったりということで、例え

ば要は公衆衛生面というんか、非常に心配しておりました。保育所とかそういうふうなところではカバーをし

たりとか、そういうふうにされますもんですから、確認させていただきました。カバーをしていただけるとい

う……、違うんですか。 

○世古安秀委員長 もう一度、奥野室長。 

○奥野室長 カバーというのは、砂場の枠が危ないので、カバーをして、砂場の砂も入替えは予定していますの
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で。 

○世古安秀委員長 坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 いわゆる縁というんか、のところを変えていただくということですが、少しちょっとこれ改修

に当たってご提案申し上げたいことがあります。今、インクルーシブ公園と言って、障がいがあっても誰もが

使いやすい、多様性を含めた公園というのが大変注目されております。そして、安全性というのか、世田谷区

の砧公園というのは大変有名な公園でありますが、クッションをですね、柔らかいクッションにしたりとか、

例えば遊具も、そういうインクルーシブの公園にしていく、遊具にしていく方向性が来ているみたいですので、

また、伊勢市さんもその取組もされているようでありますので、また研究していただきたいなというのをここ

でお願いしておきたいと思います。 

○世古安秀委員長 答弁は。 

○坂倉広子委員 答弁いただけますでしょうか。 

○世古安秀委員長 奥野室長。 

○奥野室長 今後また検討していきたいと思っています。 

○坂倉広子委員 よろしくお願いいたします。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

（「そこと関連でいいですか」の声あり） 

○世古安秀委員長 関連、どうぞ。 

  南川副委員長。 

○南川則之委員 そこの交付金の事業の関連でお聞きします。 

  その上に鳥羽中央公園園路整備工事ということで３,０００万円ほど上がっています。この中身について、

木を切って園路を造るという工事と理解しとるんですけれども、昨年から進めて、この頂いとる図面では令和

５年度以降というところもあって、商工会議所の前の信号まで、こういった形態でやっていくということなん

ですけれども、実際これ、隣には車道があって、歩道があって、その横に木を切ってそういう通路みたい、園

路を造るということなんですけれども、市民から、こんな無駄な金というか、要らんのと違うかというような

声もたくさんあります。実際、令和４年度も３,０００万円、３年度以前までで４,０００万円ぐらい使っとる

んですけれども、図面からすると、さらにあと２か年ぐらいかかって、４年度の倍ぐらいの距離が残っとると

いうことで、大体１億３,０００万円ぐらい、この３８０メートルにかかるような予算かなと理解しておるん

ですけれども。この効果というんですか、なぜやらないかんか。木を切るだけって、前にいろいろこの整備の

中で話が出とったんですけれども、交付金を使うためにこの園路を造らないかんとか、そういうことやったら、

この歩道があるということからすると、私は無駄やないかなと思うんですけれども、この辺の考え方は、課長、

どうなんですか。 

○世古安秀委員長 村林課長。 

○村林建設課長 この事業は、ちょっと木が生い茂っているようなところもあって、防犯性の問題もありと。そ

れと、通学路というか、歩行者の歩道に対しても、ちょっとその辺の防犯性の話もあるんで、それも両方が利

用できるようにということで、園の縁をもう少しすっきりしようというふうなことをするというふうに計画で
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はしているということで始めている事業でございます。 

○世古安秀委員長 南川副委員長。 

○南川則之委員 この木がかなり大きくなってきて、この木というのはもう、この公園ができたときに、そうい

う野球場とか中の施設、そういった防護的な役割とか、あるいは防砂的な役割を兼ねて、結構この木が守る景

色というか、そういうところもかなりいい公園になっとると思うんですよ。これをずっとなくしてしまって、

空間ができて、そういう雨風が当たって、その後の管理上というのは問題になる可能性もあるし、付近の住宅

等にも野球場の砂が吹けたりとかして、そういったことも懸念されとる人がたくさんおります。 

  そういうことにならんようにしっかりした対策も講じながらやってほしいなと思うのと、実際この園路を利

用する人というのは、現在の野球場になっておる場所とか、あるいは陸上競技場になっとるところをですね、

中を歩く方というのは結構多いんですけれども、その中は雨が降るとびしゃびしゃになって、しばらく歩けな

いとかですね。そういったところを園路の改修をしてほしいという要望が多々あるんですけれども、ここにつ

いては、本当に私はこれだけの費用を投入して、今の時期にやるのかなというのは考えております。もうちょ

っとそういう予算もいろいろ、ほかに使わないかんこともたくさんあるのに、もうちょっと考えて、こういっ

た事業も進めていただきたいなと思っているところです。その辺、課長、どうですか。 

○世古安秀委員長 建設課長。 

○村林建設課長 最初に言われた木の伐採の話は、去年やったところは切ったって吹き過ぎるぐらいなくなって

しまっているんですけれども、もう少し木の切り方とか、その辺はもうちょっと工夫させていただきたいなと

いうふうに思っておるところでございます。 

  あと、予算の割り振りにつきましては、総合的に難しい、また今度、全体を見直して、今度、下水も始まる

ことですで、その辺はまたバランスを考えながら考えていきたいなと思います。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 南川副委員長。 

○南川則之委員 地域の方が何を言うかというと、この現在、２年度、３年度まで終わった場所、今、入札で取

って業者がやりかけている一番角のところですね、信号の辺り。ここには今、一部砂利を敷いてベンチを置い

てもらっておるんですけれども、場所的にかなり土地も低いところで、雨が降るとびしゃびしゃで、通行にも

支障があるし、ベンチなんか誰も座っとらへんと。こんなもん作って何とすんのやというような付近の人も言

っております。 

  そういったことの声もしっかり聞いて、実際に利用する方が増えてくるというか、こういった中央公園を利

用できるような体制というのをしっかり中身も、利用者の声も聞きながらやっていただきたいなと思いますし、

今やったところも少しどうなんやということは、建設課もしっかりと中身を見て、改修できるところは再度改

修してあげるとかですね、してあげてほしいなと思います。 

  私はこの工事については、もったいない工事やなと思います。 

○世古安秀委員長 副市長。 

○立花副市長 いろんな考え方があると思いますけれども、この公園につきましては、まず安全確保のために、

あまりにも木がそのまま、植えたままの形で大きくなり過ぎて、暗いとかという、前にも、この委員会の中で
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も議論させていただいて、坂倉広子委員からもお話があったと思うんですけれども。この間も、公園の安全管

理の関係のやつで、みんなに歩いていただいて、いろんな勉強会なんかもさせていただいたんですけれども、

やはりそれは見通しの中で、そういうことを確保せないかんということで、今までずっと放りっ放しでおった

ということが一番問題かなと私は思います。まずは間引きのことも考えたんですけれども、なかなかそれでは

解決できないというようなこともあって、あと、歩行者の安全確保の面では、やはり公園内をウオーキングで

楽しんでいただいて、健康づくりにもしてもらおうというふうな中で、歩道があるじゃないかという話がある

んですけれども、歩道に一旦出て、また中へ入ってもらってということよりも、一つの空間の中でウオーキン

グをやっていただく。その方のためには、その方法も一つの手法かなというふうに思っておりますので、両方

とも安全確保なんですけれども、そういう考えの中で、ちょっと明るい公園を目指してやっておるというよう

なコンセプトを考えていると私は聞いておるわけなんですけれども。 

  利用者の意見というのは、いろんな意見がありますんで、片方のばかり聞いていてはなかなか難しいかなと

いうふうに思いますので、またできた暁には、ベンチも使っていただけるようになるかも分かりませんし、ち

ょっとまだ浸透していない部分があるのかなというような感じがします。歩いてきた中で、ここで休まれると

かね、そういうふうなこともありますので。そんなことで一つのコンセプトに基づいてやっておりますので、

その辺はご理解いただきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○南川則之委員 委員長、最後いいですか。 

○世古安秀委員長 南川副委員長。 

○南川則之委員 副市長がそう言われるんでしたらね、この計画、３８０メートルということで、商工会議所の

前の信号のところまでという計画なんですけれども、そこから、副市長がおっしゃられたように、県道の歩道

へ出るんじゃなくて、園路を周回できるような、今現状、そこを造っても周回はできません。野球場の周りと

いうのは水がびしゃびしゃなところもありますし、一部、先ほど言われたように、切って見通しがよくなった

ところもあるんですけれども、園路としてはまだまだ不十分なところもありますし、もうちょっと計画を見直

すとかして、この中央公園全体を散策できるとか、園路として利用できるような対策も考えてほしいなと思い

ますので、その辺もまたよろしくお願いします。 

○世古安秀委員長 鳥羽課長補佐。 

○鳥羽課長補佐 ちょっと私がやっていたところなんで、お答えさせていただきますけれども、この園路の計画

というのは、もう全体計画はございます。交付金事業で使えるというところで、このひだまり前のところから

順番に今現在進めているところで、ずっと野球場の裏を行く園路も、計画としてはございますので、そこだけ

よろしくお願いします。 

○世古安秀委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

  坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 １４６ページ、定住促進住宅整備事業についてお伺いをいたします。 
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  安楽島団地の維持管理４戸を行うほかということが書かれております。移住・定住の観点からも整備をして

いただけるものと考えておりますが、この場所を教えていただけますでしょうか。 

○世古安秀委員長 中西係長。 

○中西係長 管理係の中西です。よろしくお願いいたします。 

  場所なんですけれども、既に２８年度に安楽島団地の３号棟に２戸、２９年度に４号棟のほうに２戸、移住

者の方が定住先を探すための住宅の改修を行いました。そこで住まれている方の退去された際の簡単な修繕と

か、そういう維持管理をする費用をここに置いているということになっております。 

○世古安秀委員長 坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 ここには住んでいただくための、例えば以前も何か質問させてもらったと思うんですけれども、

きちんとしたお風呂があるのかとか、そういうことも改修されて、市がちゃんと整備をされるのかどうか伺い

たいと思います。 

○世古安秀委員長 中西係長。 

○中西係長 こちらの移住者向けの住宅については、お風呂も、浴槽もついておりますし、一部、テレビ等の家

具も設置しております。 

○世古安秀委員長 坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 整備は何ていうんですか、きちんとされているというふうに理解させていただきました。また

快適な生活が送れるような環境整備のほうをどうぞよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 予算書１９１ページ、公園維持管理費、委託料のうち、動物飼育・除草・清掃業務

１,４３２万円についてお尋ねします。 

  対前年より６６万円増になっております。寂し過ぎる小動物を増やすために増額したと理解してよろしいで

しょうか。 

○世古安秀委員長 中西係長。 

○中西係長 すみません、こちらの増額の理由といたしましてなんですけれども、昨年、最低賃金のほうが上が

ったことによりまして、シルバー人材センターさんのほうに委託する人件費の増が主な要因となってございま

す。 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 結構です。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 それでは、ご質疑もないようですので、説明員交代のため暫時休憩します。５分間休憩しま

す。 

（午後 １時２７分 休憩） 
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─────────────── 

（午後 １時４２分 再開） 

○世古安秀委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、消防本部の当初予算を審査します。説明資料は１４８ページから１５５ページです。 

  消防長及び消防次長の説明を求めます。 

  消防長。 

○家田消防長 消防本部、家田です。よろしくお願いします。 

  まず最初に、火災の情報についてお伝えします。 

  本日１１時４０分頃ですけれども、相差町の茅原というところで、田んぼのあぜ焼き中に、田んぼに面した

山がですね、雑草などが１,０００から１,５００平米が燃えました。主に雑草、下草でした。 

  それと今日の朝、６時過ぎなんですけれども、その他の火災ということで、戸田家の近くで、佐田浜橋の、

駅のほうから行きますと、くぐる手前の道に面した雑草が１平米ほど燃えて、今日はそういう火災が２件あり

ました。 

  報告です。 

  それでは、消防の予算について説明させていただきます。 

  それでは、この予算に当たりまして、苦心した点、工夫した点について述べさせていただきます。 

  新消防庁舎の運用を開始して１年が経過しました。高機能指令システム等の機能を有効に活用し、確実、ス

ピーディーな出動業務につなげております。この高機能指令システムの瑕疵担保期間が終了し、保守管理業務

費用が必要となるため、保守管理会社との５年間の長期継続契約を締結し、費用の軽減に努めました。 

  令和４年度の事業の廃止についてはございません。令和４年度も鳥羽市民と鳥羽市を訪れる観光客等の安全

と安心の確保に消防職員が一丸となって取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、消防費について御説明いたします。予算書は１９６ページから２０３ページ、当初予算説明資料

は１４８ページから１５５ページをお願いいたします。 

  消防費の予算といたしまして、目１常備消防費で３億７,６５８万４,０００円、目２非常備消防費

６,６５９万２,０００円、目３消防施設費９,６７５万９,０００円、合わせまして５億３,９９３万

５,０００円を計上させていただきました。 

  それでは、主なもの、新たなものといたしまして、目１常備消防費では、救急救命士を新たに１名養成する

研修費用を計上しております。また、運用開始して２年目となる高機能指令システムの保守管理業務費用を新

たに計上しております。 

  目２消防団活性化経費では、国が示す基準に準じて消防団員の年報酬及び火災出場手当を増額しております。 

  目３消防施設費では、高度救命処置用資機材を搭載した高規格救急自動車と災害対応特殊消防ポンプ自動車

の更新費用を計上しております。 

  詳細につきましては、消防次長から説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○世古安秀委員長 勢力次長。 

○勢力消防次長 消防本部消防次長の勢力です。どうぞよろしくお願いします。 
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  それでは、まず、拡充事業についてご説明いたします。 

  当初予算説明資料の１４８ページ、予算書の２００ページから２０１ページをご覧ください。 

  目２非常備消防費についてご説明させていただきます。 

  中事業名、消防団活性化対策事業で、予算額４,０４０万６,０００円を計上させていただきました。先ほど

消防長が説明したように、この事業の主なものといたしましては、地域の消防防災体制の中核的役割を果たす

存在である消防団は全国的に団員数が減少していることから、令和３年４月に消防庁長官通知、消防団員の報

酬等の基準の策定等についてが発出されたことにより、消防団員の処遇改善を図るため、年報酬を増額支給す

るため拡充事業とさせていただき、報償費の１,７６６万３,０００円を計上させていただきました。 

  続きまして、２点目の拡充事業についてご説明します。 

  当初予算説明資料１４９ページ、予算書の２０２ページから２０３ページをご覧ください。 

  目３消防施設費です。中事業名、消防車両等整備維持管理経費では、予算額８,５８３万円を計上させてい

ただきました。この事業の主なものといたしまして、１点目は救急自動車の更新目安、登録年より８年経過し

たもの、または走行距離が２０万キロを超えたものに基づき、高度救命処置用資機材を搭載した高規格救急自

動車を更新配備する費用３,４６０万６,０００円を計上させていただきました。主な財源は、消防施設整備事

業債です。２点目は消防ポンプ自動車の更新目安、登録年より１８年経過したものに基づき、災害対応特殊消

防ポンプ自動車を更新配備する費用４,４９５万５,０００円を計上させていただきました。主な財源は、緊急

消防援助隊設備整備費補助金と消防施設整備事業債でございます。 

  それでは、次に、継続事業について、順次ご説明いたしますが、大きな変動のない事業につきましては割愛

させていただきますので、ご理解をよろしくお願いします。 

  当初予算説明資料の１５０ページ下段、予算書、戻っていただいて１９６ページから１９９ページをご覧く

ださい。 

  中事業名、警防消防活動業務におきましては４９０万円を計上させていただきました。主なものといたしま

しては、規制対象物質として追加され、令和４年度中に更新計画を予定していたＰＦＯＳを含有する泡消火薬

剤の購入に対する経費１４８万５,０００円と廃棄手数料の１２３万６,０００円でございます。 

  続きまして、当初予算説明資料１５１ページ上段、予算書の１９８ページから１９９ページをお願いします。 

  中事業名、消防職員研修事業では３６７万２,０００円を計上させていただきました。先ほども消防長が説

明いたしましたけれども、主なものといたしましては、救急救命士養成については、救急救命士養成入所計画

に基づき、１名の養成を図るため、研修負担金２１０万６,０００円でございます。 

  なお、令和４年度は東京研修所にて入所を予定しています。 

  また、消防学校の入校負担金につきましては、新規採用職員がいないため、３４万６,０００円となりまし

た。 

  続きまして、１５１ページ下段をお願いします。予算書は同ページです。 

  中事業名、消防通信指令業務では２,２５１万７,０００円を計上させていただきました。主なものといたし

ましては、三重県消防救急デジタル無線共通波設備整備工事等の負担金５７０万３,０００円と、消防救急デ

ジタル無線共通波設備整備管理費の負担金が三重県防災通信ネットワーク多重無線機更新に伴い、１６９万円
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の増の３７３万１,０００円を計上させていただきました。 

  続きまして、目２非常備消防費についてご説明いたします。当初予算説明資料の１５４ページ上段、予算書

の２００ページから２０１ページをご覧ください。 

  中事業名、消防団災害防禦対策経費では１,３５６万８,０００円を計上させていただきました。主なものと

いたしましては、消防団員の災害出動等に係る費用弁償に６６３万３,０００円を計上させていただきました。

拡充事業の消防団活性対策事業内でもご説明しましたが、令和３年４月に消防庁長官通知、消防団員の報酬等

の基準の策定について発出されたことにより、令和４年度より、消防団員の災害出動手当について、新たに

４時間以上を８,０００円に増額する費用を計上させていただきました。また、消防団員の活動服などの購入

費として消耗品費２８２万５,０００円を計上させていただきました。 

  最後に、目３消防施設費についてご説明いたします。当初予算説明資料１５５ページ上段、予算書の

２０２ページから２０３ページをご覧ください。 

  中事業名、消防施設整備維持管理経費では４６０万６,０００円を計上させていただきました。主なものと

いたしましては、消防団の格納庫維持管理に係る修繕費として２０３万円を計上させていただきました。また、

新消防庁舎の移転から１年経過したことから、新たに消防庁舎のシャッターの保守点検等の経費を追加した消

防庁舎機器設備保守点検業務費の１０９万７,０００円を計上させていただきました。 

  以上で消防費の説明を終わらせていただきます。よろしくご審査賜りますようお願いします。 

○世古安秀委員長 担当の説明は終わりました。 

  ご質疑いただく範囲を指示いたします。 

  拡充事業の１４８ページ、消防団活性化対策事業から１４９ページ、消防車両等整備維持管理経費の範囲で、

まずご質疑を受けたいと思います。１４８ページと１４９ページ。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 すみません、１４８ページの消防団活性化対策事業で１点お聞きします。 

  今回、拡充というのは、消防団員の数が４４２から４９０というふうなところで、定数が変わったのに合わ

せてだと思うんですけれども、昨年度で災害支援団員制度を導入していただいて、４５５人から４６９人に大

分増えたかと思います。消防団とはいえ、なかなか経験者も含めて入っていただく方が少ない中だと思うんで

すけれども、今年度、４月１日で入団予定、退団予定とか、どれぐらいいるか把握していますでしょうか。 

○世古安秀委員長 金子室長。 

○金子消防総務室長 消防総務室、金子です。よろしくお願いします。 

  今年度といいますと、この４月１日でよろしいですか。今、各分団から入退団の届出を集めているところで

して、まだ全部できていないので、正確な数は現在のところ出ておりませんが、３月１日現在ですと４６８名

となっております。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 それは災害支援団員も含めた数と見てよろしいんでしょうか。 

○世古安秀委員長 金子室長。 
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○金子消防総務室長 そのとおりでございます。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 なかなか団員募集というのは少ないかと思うんですが、一生懸命これ活動をやっていただいて

いると思いますけれども、なかなか思うように集まらん中でも、それでもそれなりに４４０人のところからあ

る程度、これ減る一方の中で増えてきたというのは大きな進歩かなというふうに私は思いますので、ある意味、

鳥羽の形としても、進むべき方向性としては、そういうＯＢの方を含めたこういう制度というのはどんどん活

用していただいて、団員の確保に努めていただきたいと思います。要望も含めて、すみません。 

○世古安秀委員長 関連はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 なければ、１４９ページまでの部分でご質疑はございませんか。 

  瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 すみません、１４９ページの消防車両の整備維持管理経費のところでお伺いいたします。 

  新しく救急車を１台導入されるということですけれども、現在運用されているのは、認識では３台かなと思

うんですけれども、そのうちの１台を廃止して、３台の状態にする運用になるのか、３台プラス１台の４台と

いう運用になるのか、その辺ってどんな様子なんですか。 

○世古安秀委員長 勢力次長。 

○勢力消防次長 救急車は、先ほど瀬﨑委員が言われますように３台ありますけれども、２台が常時運用で１台

が予備車運用という形にさせてもらっています。今回予算で上げさせていただいとるのは、主に南出張所で今

現在使っている救急車の更新ということで、予算計上させていただきました。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 ということは、予備車はそのまま置かれるんで、これがなった暁には４台になるという理解で

すか。 

○世古安秀委員長 勢力次長。 

○勢力消防次長 本年度も、１台更新の予算、令和３年度で更新配備しとって、それはもう一つ前の救急車を更

新するということで、常時３台を回していくということで、４台にする予定はございません。 

○瀬﨑伸一委員 了解しました。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか、関連。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 それでは、ご質疑もないようですので、続いて、継続事業について、説明資料１５０ページ

上段、消防一般管理経費から１５５ページ、消防施設整備維持管理費の範囲で質問を受けます。全部ですね、

最後までです。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 すみません、１５０ページの下段の警防消防活動業務の中の、これ泡消火剤の購入とあります。

規制対象物質として追加されたＰＦＯＳというふうなものが書いてあるんですけれども、僕はこれはちょっと
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知らないんですけれども。今回これを全部入れ替えるということですか、それとも随時入れ替えていくという

ことなんですか。どういうことなんですか、これ。 

○世古安秀委員長 金子室長。 

○金子消防総務室長 こちら消防本部所有のものは全部入れ替えます。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 分かりました。これは規制対象となったもので、今回、全部入れ替えていただくということで、

それで済むということですね、分かりました。それだけです。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 消防職員、消火活動、今日はご苦労さんでした。 

  ご質疑もないようですので、説明員交代のため休憩をいたします。１０分間休憩します。 

（午後 ２時００分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ２時０６分 再開） 

○世古安秀委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  教育委員会の当初予算について審査に入りますが、教育委員会総務課、学校教育課、生涯学習課の順に審査

を進めますので、委員並びに執行部の皆様はご承知おき願います。 

  初めに、教育委員会総務課の当初予算の審査を行います。 

  説明資料は１５６ページから１５８ページです。 

  担当課長の説明を求めます。 

  教育長。 

○小竹教育長 教育長、小竹です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  初めにちょっとお断りせんといかんのですけれども、山下学校教育課長ですが、急遽ちょっと事情ができま

して、欠席させていただいております。代わりに武中課長補佐が頑張って説明をいたしますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  それでは、令和４年度の当初予算、教育委員会分でございますけれども、今年度、第６次鳥羽市総合計画の

策定に合わせまして、鳥羽市教育大綱、それから、鳥羽市教育ビジョン、鳥羽市子ども読書活動推進計画、鳥

羽市小中学校統合計画、諸計画を一気に書き換えたところでございます。これらの改定を背景にいたしまして、

多岐にわたる新規のもの、継続のものがございますが、予算を上げさせていただいておりますので、どうぞよ

ろしくご審議のほどお願いいたします。 

  それでは、総務課のほうから順次、課長のほうが説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○世古安秀委員長 教育委員会総務課長。 

○山本教委総務課長 教育委員会総務課の山本です。よろしくお願いします。 
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  それでは、教育費のうち総務課に関するものを説明させていただきたいと思います。 

  前回の総務課では、統合計画で行政的な効率化を進めている一方で、教育環境の充実にも力を入れていくと

いうことが必須になっておりますので、今回、令和４年度の当初予算につきましては、施設整備事業として、

建設から４４年がたつ鳥羽東中学校の大規模改修に向けての設計業務を予算計上させていただきました。 

  また、学校現場ではＧＩＧＡスクールによる学習環境のＩＣＴ化やデジタル化が普及したことで、子供たち

の教育環境は大きく変化をしてきておりますが、一方、学習以外の先生方の業務のデジタル化は進んでいない

のが現状であります。小中学校の子供たちの指導や成績、健康管理に係る記録などは、まだまだアナログ的な

記録方法が残る中で、教職員の業務の効率化を考えるのと、学校間の情報共有などを考えまして、統合型の校

務支援システムの導入を今回の予算に計上させていただきました。 

  システムを導入することで、導入費やランニングコストは高額な予算が必要になりますが、学校現場の業務

が効率化されて業務環境が改善されれば、先生方が子供たちと向き合う時間が増えるということになりますの

で、子供たちの学校での学びや生活にも大きく貢献できるものと思っております。 

  それでは、それぞれの関係する事業概要と本年度の予算について、予算説明資料で説明をさせていただきま

す。 

  予算書は２０４ページからになります。説明資料は１５６ページの拡充事業、小学校管理業務、予算額

８,９７７万７,０００円を計上しております。事業の概要は、小学校施設の経年劣化等に伴う改修工事やスク

ールバスの運行など、市内小学校７校の管理・運営・施設整備などを行っております。 

  今年度の新規事業といたしまして、先ほど説明させていただいた各小学校に児童の成績や健康管理などを行

う統合型の校務支援システムを導入して、教職員の業務における質の向上と効率化を図りたいと思っておりま

す。経費としまして２６７万４,０００円を計上しております。 

  また、購入後１２年がたつ弘道小学校のスクールバスを今後の児童数の推移を踏まえまして、１０人乗りの

車両に更新する経費として３２２万９,０００円のほか、令和３年度に引き続きまして、コロナ対策として、

施設の消毒に係る費用１６５万４,０００円を計上しております。 

  また、下の予算情報に記載しておりますが、安楽島小学校の高架水槽が古くなっております。またそのつな

ぎの配管も老朽化をしておりますので、改修工事費として５４５万８,０００円を計上しております。この工

事につきましては、国の交付金事業で３分の１の補助を受けて実施をする予定です。 

  資料で説明を加えたいと思いますので、さきに提出をしております総務課の資料１と２をお願いしたいと思

います。よろしいでしょうか。 

  資料１につきましては、教育委員会の公用車一覧表ということで、ここに１５台の公用車を教育委員会のほ

うで管理しております。今回、バスの更新を行いますスクールバスにつきましては、上から７番目までがスク

ールバスとして運行しているものになりますし、４番、５番につきましては今年度購入をして３月末に配置を

するものになっております。 

  そのうちの２番目の黒塗りのところです。弘道小学校の２９人乗りのバスがもう１２年たってきますし、走

行距離についても２３万キロを走っている状況になります。また近年、故障箇所が増えておりますので、それ

を子供たちの数に合わせまして１０人乗りの車両に変えていきたいということです。 
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  それと、後で説明もさせていただくんですけれども、下の１２番と１３番のカローラのバンも事務局費の中

で要求はさせてもらっておりますが、横に書かせてもらったように車検切れに合わせまして、軽自動車のバン

タイプのリース車両に更新をさせてもらう予定です。 

  続きまして、資料２をお願いします。 

  資料２の統合型校務支援システムの導入をお願いさせてもらっておるところですが、今回のシステムになり

ますと、先ほど申し上げたように子供たちの記録、また、その他学校間の情報共有等が容易になるシステムと

して、校務支援システムの導入をさせていただきたいと思っております。予算につきましては、小学校費が

２６７万４,０００円、中学校費が１５２万８,０００円、合わせて４０２万２,０００円の経費をかけさせて

いただきます。初期導入費と書類等の書式をカスタマイズしながら、その使い方についても研修を行って、来

年、もう一つ先ですね、令和５年４月から現場で本格運用をできるような形に４年中に体制を整えたいと思っ

ております。 

  契約の方法につきましても、いろいろほかの市町、現在もう導入されておるんですけれども、システムが一

つの形には整っておりませんので、その辺のよいところをチョイスをさせていただきたいということで、プロ

ポーザル方式の業者選定を予定しております。 

  それと、一番最後に書かせてもらいましたように、このシステムを導入しますと、来年度から年間約

３００万円程度の更新費というか、運用経費が必要になってきます。このシステムについては、南志管内でも

もうほとんどの市町が導入をしておりますので、先生の業務環境の中では必須になっております。また、強い

要望もいただいておりましたので、今回、予算要望をできる形にやっとなったというふうに思っております。 

  それと、裏面には、大体今申し上げましたような機能の一覧をつけさせていただいております。簡単にいい

ますと、いろんな書式を合わすのと、庁舎のようにグループウェア機能もつけたものになりますので、学校間

の情報共有が進むということと、ＧＩＧＡスクールで学習の環境は整備されておるんですけれども、先生方の

そういうデジタル化というところが遅れておりますので、併せて進むということで、学校現場も大きく仕事の

環境が変わるような状態になると思われます。 

  続いて、説明を続けてよろしいでしょうか。 

○世古安秀委員長 どうぞ、続けてお願いします。 

○山本教委総務課長 それでは、次に、予算説明資料の１５７ページの拡充事業、中学校管理業務、予算額

８,０６０万７,０００円になります。事業の概要は中学校施設の経年劣化等に伴う改修工事やスクールバス等

の運行など、市内中学校４校の管理・運営・施設整備などを行っております。 

  新規事業といたしましては、先ほど小学校と併せて説明をさせていただいた校務支援システムの導入として

１５２万８,０００円を計上しております。 

  次に、東中学校の大規模改修に向けての実施設計業務予算としまして１,０８２万４,０００円を計上してお

ります。また、同じく東中学校の給水管を耐震管への取替えと、校舎の消火栓配管の取替えに続いて、第２期

工事としまして体育館までの消火栓配管についても地中配管を露出配管に改修する経費として５６５万

６,０００円を計上しております。この工事も国の交付金事業３分の１の補助を受けて実施をする予定です。 

  それと、小学校と同様に令和３年度に引き続きまして、コロナ対策としまして、施設の消毒に係る費用
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２４１万２,０００円を計上しております。 

  この主な事業について、資料のほうで少し説明を加えさせていただきます。 

  資料の３―１、３―２、３－３とありますが、３－１が工事スケジュール案ということで、ここへ記載をさ

せていただいてあります概算設計額、４億６,４００万円ということを上げさせていただいておりますが、こ

の金額につきましては、昨年度ですかね、８月に企画財政課から実施計画の報告を上げさせていただいた中に

長期計画として報告をさせてもらったものになります。それについて、教育委員会の中で概算の概算という格

好で積算させてもらったものになりますので、今後、実施設計をする中で増減は出てきますので、よろしくお

願いします。 

  それで、年度で業務を進めていきたいと思うんですが、令和４年度に設計業務を行い、５年度から９年度の

５年間で校舎全体をリニューアルしたいということで計画をしております。 

  次に、二つ目の位置図、平面図が載った資料をお願いしたいと思います。 

  このスケジュール案の中で３期というか、校舎の構造上、三つに分けて工事を進めていきたいと思っており

ます。 

  まずは、その平面図の左上に学校全体の平面図が、ちょっと小さいですけれども、載せさせてもらってあり

ます。今回、最初に工事を始めるのは、グラウンド側の棟です、この逆のコの字になったグランド側の棟を先

に工事をする予定で今のところ考えています。それが５年、６年。その次に海側のほうの棟、特別教室や普通

教室のある棟を７年、８年で工事をさせていただいて、９年度については正面玄関のある棟です、東中学校の。

そこの棟と玄関の横にある技術棟、技術室のあるところを改修工事をするということで、棟別では３棟、期間

としては５年を今のところ予定をさせてもらっております。 

  また、５年をかけてするということで、年度のつなぎとかも含めた工事設計になりますので、工事費が少し

上がるかなというふうに想定をしているところです。 

  それと３枚目ですね、資料３－３につきましては、改修をしていく教室のイメージということで、改修内容

としまして、普通教室等が並ぶところの廊下と教室のパーティション的な間仕切りがあると思います。そこを

取り替えることと、電灯のＬＥＤ化、また、サッシが単板のものになっていますので、断熱サッシ等に換えて

いきたいということと、あと、ロッカー等の家具の取替え、また、壁、床、天井等の張りかえということで、

新しい小学校、木質化でやっておりますので、そういう形にして、柔らかい雰囲気の学校にしたいということ

で、設計をこれからやっていきたいと思っております。 

  その左下に図書館及びメディアスペースということで、イメージ図を上げさせてもらってあります。それと、

玄関横の技術棟のところをギャラリーや市民交流スペースということで、空間を取って地域の方や子供たちが

作った作品の展示等の場所に造りかえていくというような予定をしております。 

  まだまだこれから実施設計になりますので、内容等、細かく変わってくると思いますが、よろしくお願いし

ます。 

  それと、もう一つ、資料４で給水管の布設がえと消火栓配管のやりかえということで、図面をつけさせても

らいました。この平面図の上のほうの色塗り、赤く色を塗らせてもらったんですが、そこが古い管のまま、今、

給水させてもらっていますので、そこを耐震管に換えることと、あと校舎のほうから体育館までの消火栓配管
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を埋設から露出に変えるということで、令和４年度、工事を行っていきたいと思っております。 

  続いてよろしいでしょうか。 

  次に、予算説明資料の１５８ページ、お願いします。 

  上段の中事業、事務局運営業務です。予算額１億２,７９４万４,０００円になります。事業概要としまして

は、特別職及び一般職員の９人の給料、職員手当などのほか、事務局の運営に係る経費を計上しております。

前年度と比較をしますと、職員数の増減はありませんが、特別職の任期満了と定年退職者２人分の退職手当、

合わせて３,７５２万９,０００円が増加しております。 

  また、先ほど説明をさせていただきました公用車２台、更新に合わせましてリースをするということで、

３６万５,０００円を計上しております。 

  次に、下の段の中事業、幼稚園管理業務です。予算額４,３６８万４,０００円になります。事業概要は、通

園バスの運行や施設修繕など、かもめ幼稚園の管理・運営・施設整備などを行っております。この中で、市外

の施設を利用する園児のための広域利用の取扱いによりまして、施設型給付費１７９万３,０００円を負担す

るほか、コロナ対策として、施設の消毒に係る費用６２万７,０００円を計上しております。 

  以上、教育費のうち総務課分として説明をさせていただきました。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○世古安秀委員長 教育委員会総務課長の説明は終わりました。 

  教委総務課の予算について、ご質疑はございませんか。１５６、１５７、１５８の３ページです。 

  奥村委員。 

○奥村 敦委員 １５７ページの校務システムのことについて少々お伺いしますけれども、この校務システムっ

て全国的にどのぐらいの種類の、何社ぐらいありますか。 

○世古安秀委員長 総務課長。 

○山本教委総務課長 全国でというと、ちょっと把握はしていないんですが、三重県内で採用している数だけで

も五、六社程度ございますので、その中で南勢志摩でやっとるところに合わせたらいいかなというふうにも考

えたんですけれども、市町村、違うところを扱っておりますので、様子を聞きながらまた選定をしていきたい

と思っております。 

○世古安秀委員長 奥村委員。 

○奥村 敦委員 分かりました。 

  このシステムを導入することに関しては、ものすごくいいことやと私は思っているので、ただ、やはり税金

を使っていくので、ランニングコストの部分とか、そういうふうな部分はあると思うんですね。やはり全国的

にしっかりと調べていただいて、今、載せていただいているのはちょっとシステムが古いのかなというところ

もあって、みんなこれパッケージで多分もう販売されていると思います。その金額というのは、恐らく利用者

数によって金額が違ってくるのかなという、ＩＤを持っているので。ですので、一業者に偏ることなく、当然、

カスタマイズだって、このメーカーでもできると思いますんですよ。やはり価格競争型で契約できる範疇であ

るのかなというふうに私は考えているんですね、プロポーザルが駄目だというわけじゃないんですけれども。

価格競争型でできない理由の場合しかプロポーザルできないので、その点だけもう少ししっかりと、仕様の中

にもカスタマイズができることとかというふうに書けば、要件を満たすんじゃないかなというふうにちらっと
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思ったので。それとあと、その実績の中で、納入実績を一応取られたほうがいいかなと思って、市町でもいい

んですけれども。そうすると、ある程度のＩＤ単価というのが見えてくるわけなんで。プロポーザルでやって、

金額こうですよってやっていくと、かえってほかの他市よりも高いものを買ってしまうということにも危険性

があると思いますので、実績は僕捉えたほうがいいかなと思って、何件かをね、学校の。それを参考にしなが

ら価格競争するか、プロポーザル、また決めていただいてもいいんですけれども、実績はしっかりと取って、

このぐらいの単価なんだなというのを認識を得た上で、進めていただければと思っていますので、よろしくど

うぞお願いします。 

○世古安秀委員長 答弁よろしいですか。 

○奥村 敦委員 いいです。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 すみません、中学校管理業務のところで、ちょっと確認だけお願いしたいんですけれども、説

明でしていただきました資料３－１という鳥羽東中学校の改修スケジュール、今年度１,０００万円かけて改

修で、設計のところが４億６,４００万円とあります。来年度が１億９,１００万円と、大きな工事にかかると

は思うんですけれども、令和５年度ね。この中で、加茂中学校の統合が書いてあるんですけれども、長岡中学

校、これも話はある程度決まったと思うんですけれども、加茂中学校の統廃合というのは、前、説明のところ

ではまだ調整中じゃなかったでしょうか。これ決定なんでしょうか、書いてありますけれども。 

○世古安秀委員長 総務課長。 

○山本教委総務課長 ここへ書かせていただいたのは、統合予定という格好で書かせてもらいました。今回の施

設整備については、統合のこともありますけれども、４４年たった校舎ということもありまして、またこうい

うＩＣＴ化、デジタル化が進む中で、ほかの市町村との学校のこう新しくできていますので、将来に向けての

整備ということで進めていきたいと思っております。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 これって恐らくこちら側に向けた資料ですよね、公表されへん、公表されるものではないと思

うんですよ。それで、今回書いていただいた、目安として書いていただいたと思うんです。誤解のないように

と思って、確認だけ聞いたんです。それで、その後にも当然書いてありますけれども、統合の合がないので、

これ途中やもんでこういうふうになっとんのかなと思った、そういうわけではなかったんですね。あくまでも

目安ということで、分かりました。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 学校関係の統廃合のスケジュールに関しては、今までいろいろ文教があるときでもね、報告が

あって、説明があったはずなんですよ。こういった資料を作って、そこを予定とするならば、しっかりした統

廃合計画をもう一度説明する時間を行政常任委員会の中でつくるべきではないのかなと思うんで、その辺の時

間をまたつくっていただければなというふうに思います。 

  質問なんですけれども、両方の管理費の中で、奥村委員からも指摘がありましたけれども、校務支援システ
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ムの導入費についてなんですけれども、今回導入するに当たって４２０万円かかると。国庫から出ている、国

庫のその補助金がですね、その分についての国庫の補助金というのは何分の何とかというところというのは決

まったものがあるんでしょうか。 

○世古安秀委員長 総務課長。 

○山本教委総務課長 国庫補助については、このシステム導入後のランニングコストを含めて、ありません。全

部市単になります。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 一番、今回の導入に当たって、先生方の業務がもう少し改善されて、働く環境もよくなるとい

うところというのはいいことではあるんですけれども、その後のランニングコストも含めて、国の財源措置が

ない中で、本当に持続可能なのだろうかと。ＩＣＴのところでも、いろいろランニングコストがかかってくる

わけですよ。議会からも当然、国への要望活動を進めて、財源措置をしてもらうようにという提言も出ている

はずなんですけれども、我が市にとって、ランニングコストというのがこれからの経常経費にかかってくると

いうところがね、非常に厳しいところではあると思うんです。当然、予算要求する段階で、その辺との財務当

局とのやり取りもあったと思うんですけれども、今後かかるランニングコストをどのように捉えていますか。 

○世古安秀委員長 総務課長。 

○山本教委総務課長 ＧＩＧＡスクールの初期導入は国がある程度出してくれたということがあります。ランニ

ングコストについては見てもらっていないという。このシステムについては、導入費も国のほうは持ってくれ

ていないというところ、ランニングコストについても今のところ予定がないというふうに、こうなっています。

なんですが、南志管内、先生方が異動する中で、南志管内、ほかの市町村、もう全部入っとるんですね。それ

で、その中で予算導入費、ランニングコスト、どっちかというとほかの市町村のシステムの経費等を見て、あ

る程度、プロポーザルにも耐えられる金額を上げさせてもらっとるんですけれども、その辺の精査はできるん

ですが、なかなかランニングコストのところにつきますと、ほかの市町村を見ていますと、これ以上払っとる

ような状況になっておりますので、何とかこの中で収めてやっていけたらなということで、実際にこれが増え

たで学校の整備をまた減らすということはなかなか難しくなりますので、何とかこういう時間ができた先生の

業務の中で、子供たちへの向き合いの時間を取るというところで、教育環境をよくしていきたいということし

か、申し上げにくいところなんですが、以上です。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 間接的には多分、先生たちの時間が増えることによって、子供たちと向き合う時間が増えると

いうことなんですけれども、直接的に言えばですね、先生らの業務量をなるだけ簡素化してあげるというとこ

ろが僕は直接的な話だと思うんです。さらにランニングコストがそれだけかかるというところでのバランスだ

と思うんですよね。３００万円ずつかかっていくということであれば、当然そこのランニングコストも踏まえ

た上でのプロポーザルの審査の仕方、一旦、こっちのほうが導入費が安いといっても、結局ランニングコスト

でかかってしまえば、そちらのほうが将来的には鳥羽市の負担になるわけですね。ランニングコストも含めた

ところでのプロポーザルの審査をしっかりやっていただくことが一番なのかなというふうに思いますけれども、

教育長、いかがですか。 
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○世古安秀委員長 教育長。 

○小竹教育長 以前から議会のほうからも言われておりますランニングコストの件につきましては、県、国への

要望もしつつしているところでございますけれども、なかなかうまくはかどらないというのが実情でございま

す。 

  それから、校務支援システムの導入につきましてちょっと付け加えますと、先ほど教職員の働き方改革のと

ころが中心になっておりましたけれども、実は学校現場にはもっと切実な問題がありまして、指導要録等のデ

ータを鳥羽市は電子媒体で保管するな、保存するなと言うております。それは、各学校にはテラステーション

というハードディスクがあるんですけれども、それに全部のデータを入れているんですけれども、脆弱でです

ね、いつ壊れていくか分からない。実はもう１０年ももたせているのがあるんですけれども、あっという間に

消えてしまって、データが。全部なくなっていくという状態が幾つかありまして、これ復旧するのに大変冷や

冷やしながらやったということがあります。今回この校務支援システムを入れますと、クラウド上で成績管理

がしっかりできますので、紙ベースに落とさなくてもよいよということを学校に指示できます。これは学校側

にとっては非常に大きな有利な点でございまして、実はもう三重県内でこの電子媒体で保管するなと言うとる

のは鳥羽市だけなんですわ。 

  そういう点もありまして、実は先んじてやっているところから１０年遅れてしまいました。これは悲願のも

のでございますが、今回こうやって上げていただくということで、学校現場のほうも大変喜んでいるところで

ございます。ランニングコストはかかるんですけれども、それ以上にデータ化、それから働き方改革も含めて

ですけれども、いろんなものが汎用的な扱いができますので、何とぞ認めていただきたいというふうに思って

いるところでございます。 

  以上です。 

○山本教委総務課長 よろしいですか。ちょっと違う話ですけれども。 

○世古安秀委員長 総務課長。 

○山本教委総務課長 河村委員が言われたランニングコストの話がプロポーザルの中へということやったと思う

んですね。今回、導入費しか上げておりませんけれども、実際にプロポーザルするときには、ランニングコス

ト５年分をどうするんやという議論をつけてプロポーザルをしないと、全然業務がはかどらないというのも分

かっています。ですので、今回上げていないんで、債務負担行為になるんか、長期継続契約になるんか、そう

いうところを議論させていただいて、また追加で上げさせてもらうことになると思いますので、またよろしく

お願いします。 

○河村 孝委員 了解しました。 

○世古安秀委員長 戸上委員、どうぞ。 

○戸上 健委員 統合型校務支援システムについてお尋ねします。 

  総務課長は現場が大きく変わるという冒頭の説明でした。議会で問題にしましたけれども、先生方が過労死

ラインを突破する８０時間以上残業をしなきゃならんという過酷な状況があります。このシステムを導入する、

冒頭に教職員の業務削減ということがうたわれて、先ほど教育長も働き方改革に資するといった意味合いの発

言もありました。超過勤務というのは具体的に解消するんでしょうか。 
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○世古安秀委員長 教育長。 

○小竹教育長 残念ながら即効性があるものだということは思っておりません。実際、鳥羽市は校務支援システ

ムを入れておりません。近隣の市町は全て校務支援システムを入れております。その中で、鳥羽市だけ極端に

過重労働かというと、そうではなくて、実際に他市の様子を見ても、校務支援システムは入っているけれども、

残業時間が多い、残業とは言いませんけれども、荷重労働になっているという例がありますので、即効性はな

いというふうに思います。 

  ただ、職員の働き方につきましては、紙にしがみつきながらずっと記録するというストレス、これはなくな

ります。パソコン上で全部打って、それで完了ということになりますので。今のところは全部紙に書かせてお

りますので、その辺の精神的なストレスというのは軽減されるというふうに考えております。 

○戸上 健委員 分かりました。了解です。 

○世古安秀委員長 南川副委員長。 

○南川則之委員 関連でお聞きします。 

  この大規模改修設計業務の実施設計のことでお伺いします。 

  令和４年度で５年間分の工事費のためのですね、するための実施設計をするということで、この実施設計、

大事なところやと思います。なぜかいうと、実施設計して次の年にもう全部を発注するのであればいいんです

けれども、これを分割して５年間、３回に分けて発注されるということですので、年度が違うということで、

当然、４年度で実施設計しても、２回目発注する令和７年度には、当然単価の見直しとか人件費の見直しとか

いうこともかかってきます。そういった段階で、いやいや、当初、令和４年度でやった実施設計からすると、

あそこも変えたい、ここも変えたいというようなことが起こってくると、さらに設計をやり直さないかんとい

うところがあって、これは担当課としても弱るところがありますので、しっかりとこの令和４年度のときの実

施設計で全体を網羅されて、極端に変更のないようにとか、あるいは単価も今、仮の単価、工事費を置いても

らっとんですけれども、しっかりとその４年度時点でどういう単価なんかとかですね、そういったところを含

めて財政当局と協議をしていかないと、この数字がそのまままた５年先の工事費に反映されとると、実際はで

きない工事を発注せないかんというようなことになってしまう可能性もあるし、そうなった場合には、地元の

業者さん、取った業者さんも困ることもありますのでね。しっかりとこの令和４年度の実施設計というのが大

事なところでありますので、そこをしっかりとやってほしいと思いますけれども、その辺の考え方だけお願い

します。 

○世古安秀委員長 教委総務課長。 

○山本教委総務課長 南川委員言われるように、工事単価も変わってきますし、今回は仮校舎を造らず、中で子

供たちの教室を移動させながらやっていくという部分があって、すごく難しいことになると思います。 

  それで、今の工期の話ですが、実際この４年度の設計のときに、その移動も含めた工事のやり方も議論をし

ながら、やれるところから始めるというような形になりますので、実際に単年度的な感覚で設計を見ていく、

それを取りあえずは単年度で見ながらやって、南川さん言われるように、単価等が変わったり、また、工期に

区切りの違うところで工事を分けたりするような話になりますと、また積算やり直しがいってきますので、そ

の辺については、建設課のほうでまた再設計を組ませていただくような形で順次やっていきたいと思っており
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ます。 

  なかなか子供たちもおりながら工事をやるということになりますので、夏休みに工事が、音の出る工事やあ

んなんができるような形の工事進行にしていきたいと思っておりますので、そういうスケジュール管理も大事

になってくるかなと思っております。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 南川副委員長。 

○南川則之委員 総額５億円近くの改修ということで、これをやるとしばらくはなかなかできない可能性があり

ますのでね、しっかりとそこの大規模改修の中身というのを精査されて、建設に任せておくんじゃなくて、教

育委員会がきちっと入って、どういう姿が子供たちのそういう学びの場所に適合しとるか、そういったところ

も含めてしっかり議論しながら、この実施設計というのをやってほしいなと思いますので、その辺だけまたよ

ろしくお願いします。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 総務課についてよろしいですね。 

（「はい」「関連じゃなくて別のところで」の声あり） 

○世古安秀委員長 山本委員、どうぞ。 

○山本哲也委員 小学校のほうです。これちょっと予算書のほうを見させてもらっとって、備品購入費が去年よ

り随分上がっているのは車の分なんかなと思うんですけれども、その車の３２２万９,０００円を引いても、

１００万円ぐらい去年より実質上がっているんですよね。何か大きなあれはあるのかなという。 

○世古安秀委員長 天田係長。 

○天田係長 小学校管理業務における備品購入費につきましては、山本委員おっしゃったように、令和４年度に

つきましては弘道小学校のスクールバスの新規の購入を計上させていただいております。その分が純増という

ことになっております。 

○山本哲也委員 当初比較やもんでそうなるんかな。 

○世古安秀委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 すみません、昨年度の当初で見とると１３６万５,０００円、それに３２２万９,０００円を足

しても４００万円ちょっとになるんかなというふうに思うんです。当初比較にすると１００万円弱ぐらい上が

ってきとるんです。なので、何かこう新たに必要とするものがあったのかなというところで、分かる範囲でい

いですけれども。 

○世古安秀委員長 天田係長。 

○天田係長 令和４年度の当初予算の中で、校務用のパソコン１１台の新規購入の予算を計上させていただいて、

そこが増加の理由かと思います。 

○世古安秀委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 ありがとうございます。 
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  その上のほうの小学校のバスの運転業務、これも前回、当初でもらっとるのが９６５万円から、今回

１,３００万円まで上がっていますけれども、前回、補正で多分、回数増やしてもうとる分がそのまま運行す

るような感じになっとるんですか。この上がっとる要因を教えてください。 

○世古安秀委員長 教委総務課長。 

○山本教委総務課長 小学校のバス運転業務につきましては、総額が４０８万２,０００円あるということです

よね。委託費の経費が人件費等が上がってきとる中で、今回予算要求をさせていただいた時点では高くなって

おりました。それを上げさせていただいております。現状としては、２月に長期の委託契約の入札を行いまし

たので、実際には昨年度と変わらないぐらいの経費に落ち着く予定です。 

○世古安秀委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 なるほど。弘道小学校の分が、これバスから１０人乗りのあれになって、多分、大型免許から

普通免許でも運転できる車になったりしているんじゃないかなというところで、ひょっとして経費って下がっ

てるんかなと思ったら、えらく上がっていたので、その辺が何でかなというところやったんですけれども。分

かりました、ありがとうございます。昨年どおりぐらいに。 

○山本教委総務課長 昨年どおりなんです。今の大型から小型になるということで、僕らも安くなることをもく

ろみましたけれども、実際にはそこの単価は、元が低いだけに変わらないということです。 

○世古安秀委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 教育委員会総務課については以上で終わります。 

  それでは、引き続いて、学校教育課の当初予算の審査を行います。 

  学校教育課の前に暫時休憩いたします。１０分間休憩します。 

（「５分くらいで」の声あり） 

○世古安秀委員長 ５分でよろしいですか。５分間休憩します。 

（午後 ２時５５分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ３時０１分 再開） 

○世古安秀委員長 休憩前に引き続いて会議を再開いたします。 

  続いて、学校教育課の当初予算の審査を行います。 

  説明資料は１５９ページから１６８ページです。 

  担当課の説明を求めます。 

  武中課長補佐。 

○武中課長補佐 学校教育課、武中です。よろしくお願いします。 

  学校教育課の令和４年度当初予算につきましてご説明いたします。 

  初めに、本市では、「誰もがキラめく鳥羽 海の恵みがつなぐ鳥羽」を将来の都市像に掲げています。次世

代を担う本市の子供たちが輝く未来のために自分を磨き、人間性と想像力を豊かにし、社会参画意識と行動力
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を高めることができる環境を整えていくことを目標としています。これを受け、第２次鳥羽市教育ビジョンで

は、多様な社会を生き抜く知性、感性、理性にあふれた健康な市民の育成を目標とし、学校、園、家庭、地域

の連携の下、未知の課題へ直面する子供たちに育む力を明確にし、取組を進めていくため、学校教育の充実や

市域全体で取り組む教育を推進し、生涯学習やスポーツの振興を図ることとしています。 

  令和４年度当初予算編成に当たり、例年、学校教育課の中事業のほうが、経常経費が２５事業、それから政

策経費のほうが１３事業、合わせて３８事業と、予算規模に対して中事業が多い予算編成となっております。

そこで、令和４年度は中事業を教育支援に関わる事業費、全ての小中学校にて共有され執行される事業費、各

小学校費、中学校費にて執行される事業費など、必要に応じた事業費の統合を行いました。結果、経常経費は

１８事業、政策経費は９事業、合わせて２７事業に統合を行いました。 

  今回、説明資料の中で少し、その点のほうで書き足りない部分がありますが、その辺は合わせて説明をさせ

ていただきます。 

  令和４年度の事業内容につきましては、引き続き英語検定チャレンジ事業、防災教育の取組や学校図書館整

備事業による児童生徒への読書活動への充実、また、食育を通して郷土愛の育成を図る鳥羽が好きふるさと給

食など、様々な取組を進めてまいります。海洋教育につきましては、海環境体験事業や各校が地域の協力を得

て行っている体験学習や他の研究機関と連携した海に関わる学びについてカリキュラム化を行いました。 

  また、ＧＩＧＡスクール構想に伴うタブレット端末を活用した授業が始まり、児童生徒の学びが大きく変わ

りつつあります。それに対応すべく、教職員への指導をはじめ、ＩＣＴ教育に関わるサポート業務が必要であ

ることから、昨年度の補正予算に引き続き予算の計上のほうを行いました。 

  なお、児童の健康保持の増進については、市内小学校において、フッ素洗口の開始のほうを予定しており、

関連する予算の計上のほうを行いました。 

  令和４年度については、新規で行う中事業は大きくございませんが、限られた予算配分の中で児童生徒の学

びや学習環境の充実に向け、予算編成のほうを行いました。 

  それでは、学校教育課の令和４年度当初予算について説明させていただきます。 

  初めに、拡充事業について説明をいたします。 

  予算説明資料のほうは１５９ページ、予算のほうは２０６ページから２０７ページのほうをご覧ください。 

  中事業名、教育振興事業につきましては３０４万３,０００円を計上しております。教育振興事業につきま

しては、児童生徒に対する包括的な事業として、令和３年度のほうなんですが、教育振興管理事業、あと児童

生徒書き初め大会事業、学校人権教育事業、学力向上推進事業を統合した予算となっております。業務内容に

つきましては、学校における教職員及び児童生徒に係る小中学校共通の一般的な管理業務を実施するほか、学

校評議員や学校運営協議会委員を委嘱し、学校と地域協働の下、学校を核とした地域づくりを行います。 

  拡充した取組といたしましては、学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金を活用し、新たにコミュニティ

スクールディレクターの配置を行います。学校を核とした地域力強化のため、人づくり、地域づくりを創出し、

地域の教育力の向上を図ります。また、学校・家庭及び地域住民相互の連携や協働を推進するほか、地域住民

等の参画や地域の特色を生かした事業を行います。 

  なお、コミュニティスクールディレクターなんですが、初年度の配置予定は、鳥羽小学校、加茂小学校、安
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楽島小学校の３校を予定しております。 

  拡充事業につきましては以上です。 

  続きまして、中事業ごとに説明のほうを行います。 

  予算説明資料のほうは１６０ページから１６８ページになります。予算書のほうは２０６ページから

２３７ページに記載をされています。 

  初めに、予算説明資料１６０ページ上段をご覧ください。 

  中事業名、事務局運営業務につきまして４６８万３,０００円を計上しております。事務補助のための会計

年度任用職員１名の人件費の計上と、教育支援センターＨＡＲＰに教育支援センター指導員を配置し、現在通

級をしている児童生徒や市内小中学校にて不登校傾向となっている児童への指導のほうを行います。 

  次に、予算説明書は同ページ下段をご覧ください。 

  中事業名、外国語教育推進事業につきまして１,２４３万４,０００円を計上しております。鳥羽で学ぶ小中

学生が英語を身近なものとして身につけ、国際的なコミュニケーション力の育成を図るため、外国人英語指導

業務委託事業と英語検定チャレンジ事業を集約し、外国語教育推進事業としました。外国人英語指導助手につ

きましては、昨年度と同様に３名の配置とします。 

  なお、予算書の８ページ、第２表の債務負担行為につきまして、外国人英語指導業務にて令和５年から令和

７年まで、限度額３,５１８万２,０００円の計上をお願いしています。 

  本日なんですが、配らせていただきました参考資料の１のほうをご覧ください。よろしいでしょうか。 

  資料１なんですが、令和元年から令和３年度の英語検定チャレンジ受検の結果推移につきまして、一応、報

告のほうをさせていただきます。 

  希望受検である１年生の受検率のほうも増え、特に表中の中段、３年生の受検につきましては３級相当以上

推計が令和３年度において、国の目標値の４４％に対し、４７.６％となりました。今後も引き続き英語検定

につきましては、小学校６年生、今年度なんですが、４年度なんですが、１１７名と、中学生２年生１０８名

の児童生徒全員と中学生の１年生、３年生の希望者が英語検定に受検できるよう予算の計上をお願いするもの

です。 

  また、小学校６年生が１日を英語のみで過ごすイングリッシュデイの予算のほうを計上いたしました。この

事業につきましては、鳥羽ロータリークラブと共催にて行われます。 

  なお、この学校教育推進事業につきましては、ふるさと創生基金６４３万４,０００円と三重県市町村振興

協会市町村金交付金６００万円を活用し、事業を実施していきます。 

  次に、予算書は１６１ページ上段をご覧ください。 

  学校図書館整備事業につきましては４６６万５,０００円を計上しています。小中学校に司書資格を有する

者を派遣し、図書館の環境を整備し、児童生徒が本に興味を持ち、読書をする習慣を身につけるよう取組を進

めるとともに、学校図書館を活用した授業の推進を図ります。令和４年度の実施につきましては、小学校へ年

間３３日、中学校へ年間１６日派遣し、事業を実施します。主な財源につきましては、過疎地域持続的発展特

別事業債を予定しております。 

  予算書は同ページ下段のほうをご覧ください。 
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  中事業名、寝屋子の島留学につきまして５２万円を計上しております。答志地区において、答志小中学校に

転学を希望する児童生徒を受け入れ、相互の教育効果向上や地域に根差した教育等の充実を目的に取組を進め

ていきます。 

  なお、令和４年度４月入学に向け、昨年中募集のほうを行いましたが、コロナ禍により、募集内容を県内に

限定し事業を進めましたが、応募等あったんですが、転入学には至りませんでした。 

  令和４年度４月の留学につきましては、昨年７月より途中転入となった孫留学の１名の方がおりますので、

引き続き受入れのほうを行います。今後も寝屋子の島留学実施委員会と連携を図り、事業を進めてまいります。 

  なお、主な財源としましては、離島活性化交付金を予定しております。 

  次に、予算説明資料１６２ページ上段をご覧ください。 

  中事業名、海洋教育推進事業につきましては１４３万６,０００円を計上しております。持続可能な海洋教

育の推進を図ることを目的に、市内各小中学校が行っている海に関する校外活動やふるさと学習について取り

まとめ、海洋教育としてカリキュラム化を進めました。 

  本日お配りさせていただきました参考資料の２のほうをご覧ください。 

  少し横長で、ちょっと見にくくなっているんですが、鳥羽市海洋教育カリキュラムについて、水族館をはじ

め三重大学水産実験所、鳥羽市の水産研究所、鳥羽市立海の博物館、４拠点が三つのテーマによる３３のコン

テンツのほうを洗い出しております。 

  なお、本年度、カリキュラム化で会議のほうを３回持たせていただいて、内容のほうを徐々に固めていった

ものとなっています。 

  今後も鳥羽市内の海に関する学習拠点や研究拠点、生産拠点を活用した学びを進めていくために関係機関と

連携し、小中学校海洋教育学習プログラムとして学びを進めてまいります。 

  続きまして、予算説明資料は同ページ下段のほうです。 

  中事業名、高校生修学支援事業につきましては４３９万７,０００円を計上しております。離島在住の高校

生の通学や下宿の費用について、保護者の経済的負担を軽減するために支援を行います。また、鳥羽高校の活

性化につながる支援について、継続した取組も行います。 

  主な財源といたしましては、離島高校生修学支援費補助金を予定しております。 

  予算説明資料のほうは１６３ページ上段をお願いします。 

  中事業名、小学校管理業務につきまして２,７８５万円を計上しております。すみません、ここで申し訳ご

ざいませんが、修正のほうをお願いします。説明文の６行目、配置予定人数なんですが、「１５人」となって

おりますが、正しくは「１６人」です。すみません、申し訳ございません。 

  特別支援教育を推進するために特別支援教育支援員を小学校に１６名配置し、一人一人の障がいの種別など、

ニーズに応じた自立へのきめ細かい支援のほうを行ってまいります。 

  続きまして、１６３ページ下段のほうをお願いします。 

  中事業名、小学校教育振興事業につきましては６５０万９,０００円を計上しております。各小学校の児童

に対する包括的な教育振興事業として、昨年度の中事業、小学校管理振興事業、あと理科教育振興事業、小学

校音楽祭事業の統合を行いました。 



－70－ 

  主な経費といたしましては、タブレット端末の保守及び附帯作業に伴う電産委託料のほうが２２０万

７,０００円、各小学校において必要な教材備品や理科備品の購入費として３２６万３,０００円を計上してお

ります。内容のほう、すみません、一部この備品購入費のほうの記載がなかったものです。 

  事業のほうなんですが、ＧＩＧＡスクール構想に伴う児童１人１台タブレット端末について、年度末の更新

であるとか新入学児童のための初期設定など、タブレット端末に関する管理のほうを行うものです。また、ア

プリケーション等のシステム管理や動作不良についてヘルプデスクによる問合せや、解消に向けたサポート業

務のほうを実施します。 

  なお、学校からの問合せによっては、離島を含め各校のほうへ職員を派遣していただいて、その場で対応し

ていただくなど、柔軟な対応をお願いする予定でおります。また、令和４年度なんですが、学習用のアプリケ

ーションのほうの活用方法や、まだまだ教職員のほうもＩＣＴ教育については不慣れなこともありますから、

扱い方含め研修等、講習会等も業務の追加を予定しております。 

  あと、この事業のほうなんですが、離島小学校において、社会科見学など本土で行う課外活動の際に必要な

費用のほうも計上しております。 

  続いて、予算説明資料１６４ページ上段のほうをお願いします。 

  中事業名のほうが小学校ＩＣＴ教育推進事業です。４２８万７,０００円を計上しております。各小学校へ

配当を行うＩＣＴ教育に必要な消耗品の購入費用、また、通信ネットワーク環境や端末環境に係るライセンス

契約など、ＩＣＴ教育の整備のほうを行います。また、インターネットを活用した授業において、有害サイト

等の閲覧規制やセキュリティー対策を行います。 

  主な経費といたしましては電算委託料であり、フィルタリングソフトライセンス料等の費用となります。金

額のほうが２０９万７,０００円となります。 

  なお、令和３年度の予算の中事業名のほうは、高度情報通信システム利用教育事業となっております。 

  続いて、予算説明資料１６４ページ下段のほうをお願いします。 

  中事業名、活力ある学校づくり推進事業につきましては１５４万７,０００円を計上しております。各小学

校の特色や地域の特性を生かした体験授業などの実施を行い、子供たちの活力を引き出すとともに、魅力ある

学校づくりを推進することを目的に事業を行います。 

  なお、この予算につきましては、各学校への配当となっております。 

  令和４年度なんですが、市内全小学校を低学年、高学年に分け、サブアリーナにて芸術鑑賞を行う予定をし

ております。主な財源としましては、ふるさと創生基金繰入金を予定しております。 

  続いて、予算説明資料のほう１６５ページ上段をお願いします。 

  中事業名のほうが就学援助事業となります。６３０万円を計上しております。経済的な理由により就学する

ことに支障を来している児童の家庭に対する要保護、準要保護就学援助費として３５０万円、また、遠距離通

学をしている児童の保護者の負担の軽減を図るため、遠距離通学費補助２７７万円を計上しております。 

  予算説明資料のほう１６５ページ下段のほうをご覧ください。 

  中事業名、中学校管理業務につきましては１,１４６万５,０００円を計上しております。すみません、ここ

でも申し訳ございません、修正をお願いします。説明文６行目の配置予定人数を「６人」となっておりますが、
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正しくは「５名」です。小学校のほうと数字のほうが少し入れ替わっておりました。申し訳ございませんでし

た。修正をお願いします。 

  特別支援教育を推進するために特別支援教育支援員を中学校に５人配置を行います。小学校のほうと内容は

同じです。 

  また、中学校部活動に専門知識を有する指導員を４名配置し、部活動の技術的な指導や大会などの引率を行

います。 

  なお、部活動指導員の配置により、教職員の勤務時間の縮減のほうも図ってまいります。 

  主な財源としましては、ふるさと創生基金繰入金のほうが９９３万２,０００円、部活動指導員配置促進事

業のほうで１００万５,０００円となっています。 

  続きまして、予算説明資料のほう１６６ページ上段のほうをご覧ください。 

  中事業名、中学校教育振興事業につきましては６９８万円を計上しております。各中学校の生徒に対する包

括的な教育振興事業としまして、昨年度の中事業のほう、中学校教育振興事業、あと理科教育振興事業、中学

校音楽祭事業の統合を行っております。 

  主な経費といたしましては、タブレット端末の保守及び附帯作業のほう、電算委託料なんですが、１１４万

９,０００円、中学校のほうにおいて必要な教材備品や理科備品の購入費として２２８万７,０００円を計上し

ております。 

  事業の概要につきましては、小学校教育振興事業と同様で、タブレット端末の年度末更新や初期設定と、あ

と、システム管理に加えてヘルプデスクの問合せ等の対応となります。 

  また、離島中学校において、本土で行う課外授業や部活動に必要な経費等も計上しております。 

  令和４年度からなんですが、鳥羽東中学校へ統合される長岡中学校の生徒が休日及び三期の休業期間中に部

活動を行うために通学するための手段として、バスのほうの利用を行うんですが、そのための休日専用の定期

の補助のほうを行います。 

  予算説明資料のほう１６６ページ下段のほうをお願いします。 

  中事業名、中学校ＩＣＴ教育推進事業につきましては２５１万４,０００円を計上しています。各中学校へ

配当を行うＩＣＴ教育に必要な消耗品等の購入費用、あと、通信ネットワーク環境等のものとなっています。

小学校のＩＣＴ教育推進事業と内容は同じとなっております。 

  主な経費といたしましては、電算委託料のフィルタリングソフトライセンス使用料等で１１４万

９,０００円となります。 

  なお、令和３年度の予算の中事業名は、コンピューター教育事業となっております。 

  予算の説明資料１６７ページ上段のほうをお願いします。 

  中事業名、活力ある学校づくり推進事業につきましては１２７万５,０００円を計上しております。小学校

と同じく生徒の活力を引き出すとともに魅力ある学校づくりを推進するために事業のほうを行います。小学校

と同じく令和４年度はサブアリーナを活用し、市内の全中学生を一堂に集め、芸術鑑賞を行う予定となってお

ります。 

  この事業につきましても、主な財源としてはふるさと創生基金繰入金のほうを予定しております。 
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  予算説明資料１６７ページ下段をお願いします。 

  中事業名、学校給食運営事業につきましては、離島校分として３,０９９万円を計上しております。 

  また、予算説明資料のほう１６８ページ上段のほうをご覧ください。 

  中事業名、学校給食運営事業（中央共同調理場）につきましては、中央共同調理場分５,９２２万

２,０００円を計上しております。学校給食を教育の一環として位置づけるとともに、栄養バランスなど調和

の取れた給食の提供を行い、児童生徒の心身の健全な育成を図ります。また、食育を通して地産地消の取組や

生産者の思いを学ぶ鳥羽が好きふるさと給食のほうにも取組を行います。 

  主な経費といたしましては、各調理場及び単独校の学校給食調理業務委託料のほうが６,２２１万

９,０００円と、学校給食の配送業務委託料、中央共同調理場なんですが、２８２万８,０００円となります。 

○世古安秀委員長 しばらくお待ちください。 

  続いてどうぞ。 

○武中課長補佐 中事業の説明は以上となりますが、鳥羽市議会による令和４年度予算編成に対する提言書の概

略、４番目のほうなんですが、ＧＩＧＡスクール構想に伴う機器の更新費用や学習管理ソフトウエア等のラン

ニングコストを市が単独で負担するのではなく、国や県に対しても費用負担を求めるよう努めることというこ

とになっておりますので、説明資料の３番のほうをつけさせていただきました。この内容について説明をさせ

ていただきます。よろしいでしょうか。 

  該当する中事業につきましては、小学校教育振興事業及び中学校教育振興事業の一部と小学校ＩＣＴ教育推

進事業及び中学校ＩＣＴ教育推進事業の一部となります。 

  ＧＩＧＡスクール構想に伴うランニングコストのほうを試算をさせていただきました。なお、資料のほうな

んですが、予算ベースとなっておりますので、ご了承をお願いします。 

  まず、令和３年度の予算額につきまして、ロイロノートのライセンス料が無償となっております。これにつ

きましては、次年度、２年目以降に金額が発生するというものになっておりまして、１人当たり１,１００円

税込みのものとなっております。５年度以降はまた人数の増減がありますので変化がありますが、令和４年度

のほうは１１０万円の予算のほうを計上しております。 

  ｉフィルターライセンス料につきましては、昨年度、年度途中からお願いしていたものなんですが、

１,０３１名分、これにつきましても１,８００円の１.１、税ですね、掛けたものとなっており、２０４万

１,３８０円の計上となっております。次年度のほうは設定人数のほうが１,０００名となりますので、

１９８万円となります。 

  その下、ｅ－ライブラリアドバンスライセンス料なんですが、これにつきましては、児童生徒分につきまし

ては保護者のほうへ負担をお願いしておりまして、教職員分の費用のほうを上げさせていただいております。

小学校のほうが６４名で、単価のほうが税込みで２,２００円となっていますので、１４万８００円、中学校

のほうが少し値段のほうが上がりまして３,０８０円が年額となっており、４８名で１４万７,８４０円、合計

２８万８,６４０円が令和３年度の金額となっております。同じく金額のほうで試算させてもらった令和４年

度の金額のほうが２７万９,４００円となっております。 

  その下のほう、事業目的、公衆送信保証金制度につきましては、ＳＡＲＴＲＡＳというところで、各タブレ
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ット端末であるとか検索したりとか、いろいろ授業で活用した場合の著作権の関係を一手に国のほうがまとめ

て支払うということで、市の負担のほうの金額となっています。３年度のほうが７万８,７８６円、次年度の

ほうなんですが、７万６,０９８円となっています。人数割に加え、特別支援教室であるとか離島等の割引き

等がありまして、この金額となっております。 

  次に、児童生徒用ｉＰａｄサポートなんですが、小学校費のほうで昨年度の予算額のほうが２０２万

２,８２０円、中学校費の方で１１７万３,５６０円、合計で３１９万６,３８０円となっています。これは

９か月分の予算となっております。本年度につきましては１２か月分で合計金額のほうが３２０万

３,６４０円となります。５年度以降についてもそのまま一旦掲載させていただいております。 

  この児童生徒用ｉＰａｄサポートのほうなんですが、ＧＩＧＡスクールサポーター配置促進事業のほうで

２分の１の補助が出ますので、この分を差し引いたものが１５９万８,１９０円、３年度。２年度のほうは

１６０万１,８２０円となります。小計のほうがその上に載っております。３年度のほうが５６０万

５,１８６円、差引きしてランニングコストのほうが、令和３年度の予算ベースなんですが、４００万

６,９９６円、４年度のほうが差引きした金額のほうで５０３万７,３１８円となっております。 

  ｉＰａｄサポートにつきましては、金額のほうがまた入札等で減になったりすることもありますが、引き続

き来年度のほうもお願いをしているものとなっています。 

  以上がランニングコストとなっております。教育委員会といたしましては、今後も補助金の活用であるとか、

また、事業を進めていく上で財源措置等につきましても注視をしてまいりたいと考えております。 

  最後になんですが、本年度実施しました学校安全総合支援事業につきましては、新年度も引き続き、県の委

託事業を受けることを予定しております。受けて実施をしていきたいと考えております。改めてまた６月補正

のほうでお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  学校教育課の説明は以上です。ご審議のほうよろしくお願いします。 

○世古安秀委員長 学校教育課の説明は終わりました。 

  まず、担当課に申しおきますけれども、追加資料を提出していただきましたけれども、きちんと期日を守っ

て提出いただきますよう申入れしておきます。 

  それでは、説明は終わりましたので、次、ご質疑をいただく範囲を指示します。 

  拡充事業について、説明資料１５９ページ、教育振興事業でご質疑はございませんか。１５９ページの拡充

事業です。この１ページだけです。 

  瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 すみません、少し教えてください。コミュニティスクールディレクターって、何となく説明を

していただいたんですけれども、何となく意味が分からないというか、何をされるとか、どういう感じの方が

なられるとか、何かもし詳細があれば教えてください。 

○世古安秀委員長 教育長。 

○小竹教育長 コミュニティスクールディレクター、来年度初めて鳥羽市に導入する予定でございます。補助金

もございましたので、活用しながらということですが、中身でございますけれども、コミュニティスクールを

市内の七つの小学校に全部配置いたしましたので、そこの運営委員会の事務局を担当するというのが第一の目
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的でございます。昨年度ですが、亀山市のほうへ先進地視察ということで行かせていただきましたが、事務局

に特化した形で配置していたというところを見せていただいたんですが、鳥羽市の場合は、それにさらに放課

後子ども教室というのをやっていますけれども、そこへも入りながら、地元の方との接点をそこで持っていた

だく。それから、今まで各学校がゲストティーチャーを呼んでいただいてしていたんですけれども、学校がそ

れぞれ声をかけて、今度こんな授業をしますのでやっていただけませんかというお声がけをしていたんですが、

このディレクターのほうが差配をして、婦人会なり、老人会なり、声をかけてやっていただくというようなこ

とで、今まで校長や教頭の仕事であった部分をこの方に担っていただく。しかも、地元のことがよく分かって

いる方に入っていただくということで、学校と地域との連携を深めていきたいというふうに思っております。 

  本来、７名置きたかったんですけれども、ちょっと初年度でしたので、そこまで至りませんでした。この

３校、鳥羽、加茂、安楽島につきましては、先ほど申しました放課後子ども教室の開催されているところです

ので、そこへ入っていただくということも入れまして、元校長先生であるとか、それから、これまで地域で活

躍していただいた方、もう既に手を挙げていただいている方があるんですけれども、地域や学校の事情がよく

分かっていただいている方に入っていただくというふうにしております。 

  以上でございます。 

○世古安秀委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 よく分かりました。ぜひ離島の学校と弘道小学校が今回は入りませんでしたもんで、切望して

おりますので、ぜひ早い時期に進めていただいて、より実践を積んでいただいて、より子供たちのためになる

ような形にしていっていただければなと思います。よろしくお願いします。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 関連でお願いします。 

  今回このコミュニティスクールディレクターを配置していただきます。私も、見学に行かせていただいた中

で、大きな核を担っているのは重々承知です。鳥羽の場合、地域との連携とか絆とかというのは割と今まであ

った地域がたくさんあったので、コミュニティスクール化して何がどういうふうに変わったのかという部分が

非常にまた見えにくいところがあって、何をしたらええのかって、今まで学校がやってきたものを担うような

形にしか聞こえなかったりするんです。今の教育長の話でいくと、校長や教頭が担っていたものを担うとかと

いう部分ではなくて、本来、今まで地域と一緒になって連携してやってきた事業、もしくは縮小した事業とか、

こういうことを本当に子供たちが少なくなった中でもやってあげたほうが、アクティブなフィールドワークを

しながら、子供たちの教育のためにより前向きになるんやという方向性で、私はこれを入れたものやというふ

うに認識しているんですけれども、そういう新たなものとかいろんなことを今後話していく場とかということ

を考えた上で、このディレクターというのは、業務内容というのは先ほど事務局的なものがあったと思うんで

すけれども、これ月何回程度学校に配置するとかというのは決まっているんでしょうか。 

○世古安秀委員長 教育長。 

○小竹教育長 学校運営協議会の会そのものは年間５回というふうに大体決まっているんですけれども、このデ

ィレクターについては週２回学校のほうへ配置していただきながら、実は学校にいないと。これは地域のほう

に出かけていって、地域の方と折衝していただきますので、勤務の日であっても学校にいなくて、地域の代表
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の方とか、それぞれの団体の方と折衝していただく、あるいは漁協の方とか、農協の方とか、今度、学校でこ

んなことあるんやけどというて、外へ出ていただくようなことで、合わせて週２回の年間３５週ですね、これ

を予定しております。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  聞きたかったところはそこなんですね。学校へ行って事務的なことをするのかなというふうに聞こえたので、

そうではなくて、地域のところに入っていって、より地域との連携を強いものにしていただいて、子供たちの

学習向上に努めていただくという方向性でやっていただくということでしたので、これもしっかりとその辺の

ところはやっていただきたいなというふうに。ただ単に事務局的なものではなくて、本当に事務局をやるんや

ったら、地域とのつながりをしっかりとやっていただきたいなと思います。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 それでは、ご質疑もないようですので、続いて、継続事業について質疑を受けます。 

  １６０ページ上段、事務局運営業務から１６２ページ下段、高校生修学支援事業の範囲でご質疑はございま

せんか。 

  坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 事務局運営業務について伺います。 

  教育支援センターＨＡＲＰに通級する児童生徒のところでございますが、ＨＡＲＰ、少し学校に通えない方

への支援というふうにしていただいていると思うんですが、何人通っていらっしゃるのか教えてください。 

○世古安秀委員長 ＨＡＲＰに何人通っているのか。 

  武中課長補佐。 

○武中課長補佐 令和３年度１０月末時点ではございますが、男子のほうが５名、女子のほうが５名、合わせて

１０名のほうとなっております。 

○世古安秀委員長 坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 ありがとうございます。 

  また、こういうところはすごくデリケートな部分でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  続いて…… 

○世古安秀委員長 関連はありますか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 なければ続いて。 

  坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 外国語教育推進事業について伺います。 

  教育長、子供たちの外国語に対するチャレンジの数も教えていただきましたけれども、力を入れていらっし

ゃるというふうにとても感じております。その中で、実は幼保一体の教育、子供支援というのが平成２７年に

取り組まれまして、そして、保育所と幼稚園が一体化になって新しい教育というか、その方向が決まったと思
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うんですけれども、国のほうで。そして、少し私もご相談いただいております。これは保育所に通っている子

供さんが、やはり外国語に触れる機会がないということと、もう一点は、離島の子供さんたちは幼稚園に行き

たくても行けない、保育所でお世話になっているわけです。地域的なことがありますので。そして、こういう

ふうなところで少しですね、差が出てくるのではないかと思っておりまして、ちょっと教育長の幼保一体にな

った学校要領もあると思いますので、幼稚園教育要領と保育所の保育の指針の関係という、その要領もありま

すので、どのように教育上お考えなのか、このときにお伺いしたいと思います。 

○世古安秀委員長 ちょっと保育所の関係はね、今回はあれですけれども、別な担当になるかと思うんですけれ

ども、教育長のほうでちょっと答えられるところで答弁をお願いします。 

  教育長。 

○小竹教育長 外国語教育、これ大変、鳥羽市においては国際観光文化都市でございますので、非常に重要な視

点だと思っておりまして、私のほうも力を入れております。 

  ご指摘のように幼稚園には週１回、ＡＬＴの派遣がございまして、これは学習というのはなくて、触れ合う

という形でさせていただいております。委員長が先ほどおっしゃいましたように、保育所については管轄外と

いえば管轄外でございますので、できたら保育所にも配置はしていただきたいなというふうな願いは持ってお

りますけれども、今後、こども園化していく中で、その辺のところはもう少し範囲は広がっていくかなという

ふうに思っております。 

  少なくとも外国語、あるいはネイティブの外国人に触れ合うのは、考え方はいろいろありますけれども、で

きるだけ幼児期に触れていくというのは、これは大事なことだろうと思っておりますので、これは私も念願と

して、できたら就学前にもそのような機会を与えていただきたいなというふうに願っております。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 教育長に鳥羽の子供たちの観点からお聞きさせていただきましたので、またぜひともよろしく

お願いいたします。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 関連がありましたら。 

  瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 すみません、私も教育長のお考えに賛成で、できれば保育所にも行きたいという教育長の思い

も何とかまた私も一般質問等で触れていきたいなと思っています。 

  ちょっと今回は違うところをお聞きします。 

  令和３年度の予算で外国人英語指導業務の業務委託料が１,３００万円何がし、今年度が１,１００万円何が

しというような形でちょっと減っているんですけれども、委託業務内容に何か変更があったのか、学校数が

１校減るので、そういったものの精査だというような感じなのか、ちょっとその辺だけ教えてください。 

○世古安秀委員長 武中課長補佐。 

○武中課長補佐 説明のところでも少し触れさせていただいたんですが、債務負担行為による、この令和４年度

にプロポーザルのほうを検討しております。その関係で、実はプロポーザル開始のほうが２学期のほうからと
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なりますので、そこのすみません、足並みをそろえた関係上、１学期は２名体制という形になります。その分

の減額のものとなっております。 

  以上です。 

○瀬﨑伸一委員 ありがとうございます。すみません、分かりました。 

○世古安秀委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか、それ以外のところでも。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 １６２ページの上段、これよかったでしょうか。海洋教育推進事業です。 

  これ資料もつけてもらってあるんですけれども、今年度は委託料１２４万２,０００円というふうなものが

ついていますけれども、これはこういうことをベースに、カリキュラム化を行うということでよろしいんでし

ょうか。実際事業をやるんでしょうか、どうでしょう。 

○世古安秀委員長 教育長。 

○小竹教育長 お手元の資料、カラー刷りになっていますか。 

○世古安秀委員長 カラー刷りです。 

○小竹教育長 すみません、赤字で書いてるところも、もう既にやっているところ等もありまして、ここはもう

やっているんですけれども。その中で、この委託料というところが、お金が要るだろうというふうに思われる

ところが講師の先生の派遣、例えば三重大の先生の派遣とか、それから交通費等、それから、できたら大学生

と小中学生、触れ合わせたいもんですから、海の体験をするときに大学生にも入ってもらおうとかというとこ

ろを考えておりまして、それからもちろん材料費等も委託としてお願いするということで、大変つかみのとこ

ろで申し訳ないんですけれども。今ちょうどこの時間に、この４施設の代表とうちの奥山指導主事のほうが調

整しまして、個々のカリキュラムについて細かくしているところです。その辺のところで、来年度は定食メニ

ューとバイキングメニューとございますけれども、必ずもう各学校がするメニューと、それから各学校の要望

によって、うちはこのカリキュラムをこの４年生の理科でやりたいとかという学校の要望に応じてオンデマン

ドでやっていくということで、３３全部こなすわけではないんですけれども、そういうような形。その中で講

師料なり、交通費なり等々でそれだけ上げさせていただいたということでございます。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  海洋教育、教育長も含めいろいろずっと言ってみえたところがようやく動き始めに来たかなというふうに思

います。これ今、四つのところが協議されているというふうにお聞きしましたけれども、鳥羽の特徴はこうい

うふうに民間であったりとか、鳥羽水族館とかいろんなものが入って、いろんなことを、先ほど定食メニュー

とバイキングメニューというふうにおっしゃいましたけれども、いろんなものを複合的にやったり、長期にわ

たって小学校、中学校になってずっと学び続けられる場所がたくさんあるということが大きな特徴やと思うん

です。 

  中でもこの評価したい、これはもう鳥羽水族館のところの３、４年生のところのバックヤードの飼育員さん
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や獣医さん等の仕事を見るとかというところのように、特徴的なところは、産業としての仕事の部分が間近に

見れるというところが大きな違いだと思うんです。いつも教育長が言ってみえたこの仕事のところというのは、

多分、恐らくその部分で入ってみえるのかなというふうに思われるんですけれども、ここら辺のところは、何

とか強化したいというのはあるんでしょうか、教育長。 

○世古安秀委員長 教育長。 

○小竹教育長 その資料の上段のところに、テーマを三つ掲げてございます。環境と命というテーマが一つ目、

それから産業と仕事というのが二つ目、これが非常に大きな鳥羽の海洋教育の柱でございますので、ここを重

点的にやりつつも、コミュニケーションをそこに挟みながら、例えばガイドのこととか、それから、プレゼン

の仕方とかいうのも入れながら、三つを柱にやっていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 せっかくここまで今、素案が出来上がってしたんだったら、本当にそれをしっかりと継続的に

力を入れてやっていただきたいなというふうに思います。市長もいつも海洋教育の話もされていますので、し

っかりと取り組んでいただきたいなと思います。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか、１６２の下のところまで。 

  戸上委員、どうぞ。 

○戸上 健委員 １６１ページ、学校図書館整備事業について２点お伺いします。 

  国のほうは第６次の学校図書館整備５か年計画で、新年度から、２２年度から２６年度までですか、行いま

す。学校図書標準を全て満たすと、達成させるというのが目標なんですけれども、今年度のこの新年度予算で、

鳥羽市の場合はどこまで図書の標準達成というのを到達するんでしょうか。 

○世古安秀委員長 武中課長補佐。 

○武中課長補佐 標準冊数、各学校において何冊が適正に配置されているかというところの点でよろしいでしょ

うかね。 

○戸上 健委員 標準冊数の基準があるわけですよね。そこまで全ての学校が達しておればそれでいいんですけ

れども、達していないからこういう事業費を計上しているというふうに思うんです。それが今どういう状況な

のか。この新年度予算でどこまでそれを到達するのかと。例えば１０校あれば、そのうちの５校をこの新年度

予算で標準冊数まで達成させますと、どういう計画なんでしょうか。 

○世古安秀委員長 武中課長補佐。 

○武中課長補佐 すみません、細かい資料のほうが今ちょっと持ち合わせてございませんので、ただ、標準冊数

自体はほぼ大きな額を含めクリアはしている状態やったと思います。ごめんなさい。あと、ただ、神島小中学

校のほうなんですが、図書室の大きさの関係で、そこはたしかクリアしていなかったと覚えております。この

図書の司書のほうの派遣のほうなんですが、当然こちらのほうでいろいろ選定も含め各学校の先生のほうとい

ろいろな図書、どういうものを入れたらいいかというものを相談していただいて買っていくものです。予算と

してはまた別のところでございまして、図書の購入費は毎年計上させてもらっていますので、各学校のほうで

そこで選定して買っていただいているというような状況です。 
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○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 確認しますけれども、鳥羽市の小中学校全部で整えなければならない標準冊数はほぼ達成して

いるという答弁でしたか。それで構わないんですか。 

○世古安秀委員長 教育長。 

○小竹教育長 正確な数字は今持ち合わせておりませんので、後ほど報告させていただきますが、私の感覚で申

し上げて申し訳ないんですけれども、全部は達成しておりません。どんなところが達成していないかといいま

すと、図書館教育に熱心なところほど本が少ないです。どうしてかといいますと、司書が古い本を捨ててしま

います。 

○戸上 健委員 そうでしょうね。 

○小竹教育長 図書の整備をせずに捨てなくて新しい本だけ買っていますと、どんどん本がたまっていきますの

で、読まない本がいっぱいありまして、それは標準冊数を達成したということで、手をたたいて喜んでいるわ

けにはいきません。熱心な司書なり学校の先生がいる学校ほど、図書の回転が速くなって、いつでも足りませ

ん、足りませんというて補充をしなくてはいけないような状況に実はなっております。補足させていただきま

した。 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 よく分かりました。 

  ２点目ですけれども、この財源ですけれども、地方債で４６０万円計上しております。先ほどの説明では、

過疎事業債を適用するというふうに説明しました。国のほうは、同計画に基づく経費は全て地方財政措置をす

るというふうに言うております。それで、９９５億円、これ計上しております。地方債を充当する必要はない

んじゃないですか。本来であれば、この国庫のところに４６０万円を計上すべきじゃないでしょうか。財政や

ないと分からんか、分かりました…… 

○世古安秀委員長 武中課長補佐、きちんと答えてください。 

○武中課長補佐 財政のほうと協議させてもらった中でのものとなっておりますので、申し訳ないです、こちら

のほう不勉強で、そこのところはちょっと回答のほうは申し訳ないです。 

○戸上 健委員 分かりました。了解です。 

○世古安秀委員長 後ほどまた報告…… 

  教育長、どうぞ。 

○小竹教育長 １点ですね、ここに上げておりますのは、司書の派遣用の費用でございますので、図書の購入費

というのはまた別途上げておりますので、その辺の仕分はしていきたいと思っております。 

○戸上 健委員 これここが購入費じゃないんですか。 

○小竹教育長 これ購入費は入っていないです。 

○世古安秀委員長 戸上委員、ちょっときちんと。 

  教育長、どうぞ。 

○小竹教育長 これ購入費は入っておりません。司書の派遣業務だけでございます。 

○戸上 健委員 分かりました。 
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○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

  瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 １６２ページの下段のほうも大丈夫ですね。 

○世古安秀委員長 はい、ここのページまでオーケーです。 

  どうぞ。 

○瀬﨑伸一委員 １６２ページ下段の高校生修学支援事業の高校生に対する通学費補助費というところでちょっ

とお伺いしたいと思います。 

  タイムリーな話で、昨日の鳥羽高校の活性化協議会に私出ていましたもんで、今年度の入学がどれぐらいか

なという数字がちょっと頭の中にあるんですけれども、若干減っているんですね。令和３年は３９万

１,０００円の補助金なんで、今年は３０万３,０００円となっていて。単純に鳥羽高校の在校生の鳥羽出身者

の数を当たると、去年４１人が令和４年は４５人にならへんのかなと思うんです。増えるのに減るのは何でか

なというのがちょっとあって、申請されない方もお見えになられるというような認識なんですか。 

○世古安秀委員長 教委総務課長。 

○山本教委総務課長 ちょっと実績を持っていないんで申し訳ないんですけれども、公共交通機関を使えば対象

になりますけれども、自転車通学等は対象にしておりません。実際に鳥羽市から４１人が通学というか、して

いませんので、一部ですね、鳥羽市出身の学生は。ですので、そんなに大きい金額にならないので、取りあえ

ず前年度からの比率で予算要求をさせていただいた状況です。 

○世古安秀委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 ということは、ちゃんと実数に合わせて、きちっとその辺は予算措置していただいとるという

認識でいいということですね。 

○世古安秀委員長 教委総務課長。 

○山本教委総務課長 実数はまだ今これから入る学生がおりますので、その辺の部分は分からない中で、前年度

の比率で上げさせていただいております。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

  浜口一利委員。 

○浜口一利委員 １点だけ。 

  海洋教育という言葉なんですけれども、教育長、この海洋教育と言ったら鳥羽へって一般質問の中で言って

もらったのも覚えているんですけれども、そのようなものが、このカリキュラム化を行いということで、ここ

にちゃんと海洋教育の計画を立てた中でちゃんとやってもらえるということで、これ大変、私は評価したいと

思うんですけれども、これ子供たちも大変忙しいというとあかんけれども、時間的にどのような配分というか、

海洋教育に取り組む時間というのはどこまで考えていらっしゃるかちょっとお聞きしたいと思います。 

○世古安秀委員長 教育長。 

○小竹教育長 浜口委員おっしゃるように学校は非常に多忙だということを言っておりますので、これをプラス

してですね、海洋教育をオンしていくというのはなかなか難しいんだろうと思います。今、指導主事をはじめ

作業をしていますのが、例えば小学校５、６年生のこの４番の命の誕生というのがありますが、これが何年生
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の理科の教科書のこういうところで置き換えることができるということで、ここはもう理科の教科書をすっ飛

ばして、代わりにこれを入れましょうということで入替えの作業をしておりますので、極力負担にならないよ

うに。しかも、学校でバイキングで選べるということにしておりますので、その辺のことは配慮したいという

ふうに思っておりますし、これある程度できましたら、冊子にしていきながら、鳥羽市内の子供たちではなく

て、修学旅行にいらっしゃった方にも提供できるものはどれかというふうなコンテンツの提供をしたいという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 浜口一利委員。 

○浜口一利委員 いろいろ手法を用いて、活用して、海洋教育というものを形づくっていってほしいと思います。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 なければ、続いて、１６３ページ上段、小学校管理業務から１６８ページ、学校給食運営事

業（中央調理場）の範囲でご質疑はございませんか。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 すみません、１６３ページ下段の小学校教育振興事業、これちょっと私、聞いていなかったん

かどうかちょっとあれなんですけれども、タブレット端末の活用方法は令和４年度は講習などの業務を行うと

いうところがあろうかと思うんですけれども、これは報償費を見ていますと、予算書を見ていますと６７万

８,０００円かと思うんですけれども、違うのかな。これは誰が誰にどんな講習をどの程度やる金額なのかち

ょっと分からないんですけれども、どういう講習なのかちょっと教えてください。 

○世古安秀委員長 武中課長補佐。 

○武中課長補佐 この講習に関するところなんですが、少し先ほどの説明でも触れさせていただいたんですが、

まずここを受けていただくサポート業務のほうの業者にお願いをするものです。各学校を回ったりとかいろい

ろしますので、その際にも含めて一緒に対応してもらうと。学習アプリ等々、いろいろ学校の先生のほうも見

つけてきていたりするんですわ。その中でそれをどういうふうに授業に活用したらいいかとか、また、そのア

プリ、どういうものがあるかとかというところを情報をやり取りしたりとかというものも含めて。あと、今年

度もそうなんですが、教職員のほうの端末タブレットを含めパソコンのところでは、まだまだ活用のほうがう

まく回っていないところもありますので、例えばこの質問のほうでも、単純にエクセルの扱い方のところを教

えてくださいという一時、問合せもあったりしましたので、そういうものも全て今回対応しているんですが、

そういう初歩的なものも含めて講習をやったりとか、そういう形でイメージしております。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 今の話でいくと多岐にわたると思うんですが、せっかく学区を回るということだったので、各

学校によってはすごく進んでいる先生も見えますし、授業の進め方もいろんな機器を使ってやってみえる方も、

菅島も話が出ましたけれども、いろんな使い方もあると思うんです。そういうところと情報共有しながら、そ

ういうよりいいものになって、鳥羽市全体の学校で活用できるように進めていってほしいなと思います。 
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○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

（「関連で」の声あり） 

○世古安秀委員長 関連で、奥村委員。 

○奥村 敦委員 この電算委託料２２０万７,０００円の内訳って分かりますか。 

○世古安秀委員長 武中課長補佐。 

○武中課長補佐 昨年度も業務委託のほうを入札させてもらったんですが、そのところの仕様書、業務委託の内

容等でちょっと説明に代えたいと思うんですが、Ｊａｍｆという一括してインストールしたりとかいろいろす

るものがあります。それの中で適正化、個別の端末についてアカウントを設定したりとか、いろいろそういう

作業のほうを行っていただくものが一つ。それから、先ほどもお話しさせてもらった一時問合せ、故障も含め、

先ほどの問合せ等も含め、情報を聞いていただく。それに対して、また故障の対応のほうで各学校のほうへも

動いていただくことも必要がありますので、そういう金額のほうも設定させてもらっています。 

  あと、端末の保守等になるんですが、端末の保守なんですが、故障のほうが来た場合、メーカーへの取次ぎ

で修理をするのか、はたまた期間が切れていたら、そのほかに問合せを探していただいたりとか、また、修理

の際の代替機とかに設定の作業等も発生しますので、そういうものをお願いしたりとか。これも現地のほうへ

当然行っていただいて作業するようなこともありますので、そういうものを端末保守というところで設定をさ

せていただいております。 

  附帯作業のほうなんですが、ちょうどこの今の時期なんですが、小学校６年生であるとか、中学校３年生の

児童生徒のほうは卒業していきますので、その端末自体をまずクリーンにして、その後入ってくる１年生のほ

うへ振替の作業であったりとか、アカウントを新しく作ってとか、そういう作業のほうを行っていただく業務

が附帯作業という作業になります。 

  あと、昨年度はｉ－ＦＩＬＴＥＲ＠Ｃｌｏｕｄというところで、個々の端末のほうにフィルターをかけるア

プリのほうがあるんですが、そちらのほうのライセンス料のほうものせさせていただいております。それに伴

うタブレット端末の個別設定も必要になっていますので、そういうものの金額もここの予算のほうには入って

おります。 

  以上でよろしいですか。 

（何事か発言するものあり） 

○武中課長補佐 金額的なものはごめんなさい…… 

○奥村 敦委員 私が聞いたのは、２２０万７,０００円の積算の内訳なんで、内容じゃないんですよ。委託料

の２２０万７,０００円になった内訳はこういうもので幾らって積み上げていると思うんですね。仕様じゃな

くて。 

○世古安秀委員長 武中課長補佐。 

○武中課長補佐 そのＪａｍｆの適正化で学校数掛ける単価で幾らであるとか、そういう形のものですか。 

○奥村 敦委員 どういう積算であるかを聞いているんです。 

○武中課長補佐 あと、一時問合せは平日の２４時間体制のもののまず設置のほうのものと、それに関わる人件

費のほう、あと保守のほうも、先ほど話をさせてもらったように学校数掛ける単価と、あと、人件費のほう、
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旅費のほうも発生しますので、各学校、学期に一度は回りますので、その分の費用も網羅させて…… 

○世古安秀委員長 ちょっと……、奥村委員。 

○奥村 敦委員 分かりました。もうそこは分かりました。 

  先ほどの説明の中で、例えばエクセルの初歩的なものとかいろいろおっしゃったのでね、やはり業者側から

見たら、きっちりと仕様書をですね、初歩的なものといって入札とかプロポーザルかけるっておかしくないで

すか。基本的にここら辺までとかね。ソフトのことも分かりますけれども、各小中学校によってばらばらで、

先生の主観でソフトを入れてしまうというのが本当にいいのかなという部分があるので、それは教育委員会の

ほうで検討して、このソフトを導入したらいいかとか、検討はせないかんと思うんですね。先生がこれ欲しい

から、じゃすみません、これどうやって入れるんですかって、そういう問題じゃなくて、仕様書をしっかりと

作っていただいて、本当にエクセルの初歩的なものまで入っているのかどうか。じゃその積算をどうしている

のかなというのが聞きたかったんですよ、数字的なものを聞きたかったんですわ、内容じゃなくて。でも、も

ういいです、いいです。分かりました。もうこれは結構です。 

○世古安秀委員長 後ほどちょっときちんとした、はっきりとした数字を提出していただきたいと思いますけれ

ども、今……、教育長。 

○小竹教育長 すみません、この委託料なんですけれども、ｉＰａｄを各学校で個々にやっていることはなくて、

市内一斉に入れていますので、そういうものの対応です。ただし、１,０００台ありますと、必ず不具合が出

てきますので、それを各学校へ行って対応するということも含めて、この委託料になっております。 

○世古安秀委員長 奥村委員。 

○奥村 敦委員 それは分かっているんです。それで、Ｊａｍｆを使えば一括でできて、トラブルもあってとい

う、でも、積算で根拠は要るじゃないですか、これ３００万円なのか４００万円なのかというのはね。だから、

２００万円に…… 

○世古安秀委員長 副市長。 

○立花副市長 この場は積算の中身を聞く場じゃないと私は思うんですけれども。これ入札したりとか、そうい

うことを諮るもんですので、根拠を聞かれる場じゃないと。今の内容をお話しする場であって、ちょっとそれ

は行き過ぎじゃないかなと私は思いますけれども。 

○世古安秀委員長 奥村委員。 

○奥村 敦委員 ですので、私が気になっているのは、この数字が本当に必要なのかどうかという部分とか、少

なかったら駄目じゃないですか。 

○立花副市長 そこまで細かく審査するところなんですか、ここは。だからちょっと委員長のほうに委ねたいと

思うんですけれども、これはちょっと問題があるかなと私は思いますけれども。根拠って、根拠って何に幾ら、

何に幾らってやり始めたら、工事でもその話になりますよ。そんな審査する場じゃないと私は思うんですけれ

ども。 

（「それはケース・バイ・ケースでしょう」の声あり） 

○立花副市長 今の話であると、何に幾らかかって、何に幾らかかって…… 

○世古安秀委員長 積算の２２７万円の数字はどこからどういうふうにして出てきたんですかという内容ですが。 
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○立花副市長 だから、それも大まかな話でいいんじゃないかなと思いますんで。 

（「それは分かるようにいたします」の声あり） 

○立花副市長 ちょっと細か過ぎるような気がするんですけれども、この場で話をするには。 

○世古安秀委員長 奥村委員。 

○奥村 敦委員 細かい１円とかそういうんじゃなくて、例えば端末の設定に１００万円ぐらい見ていますとか

ね、それから、離島へ行く出張とかそういうようなものが、これ今年度もう契約しているので、ある程度実績

は分かるじゃないですか。それに基づいて僕は積算すると思っているので、離島へ行くものが５０万円見てい

ますとかね。大枠で僕はいいんですよ。別にサポートで、これ電話かかってきたら１件幾らやとか言うとるわ

けじゃなくて…… 

○立花副市長 今の聞かれ方されると、そういうふうに捉えてしまうんですよね。なかなかその線を引くのは難

しいところがあると思うんです。 

○奥村 敦委員 でも、数字が出ていますんでね。 

○立花副市長 ええ、数字は出ていますけれども、どこまでで線引きするか、これ業者さんも入って入札したり

するんで、その辺のところはちょっと、ここで、ここでですね、説明し切るのは難しいかなと思うんですよね。 

○世古安秀委員長 ちょっと暫時休憩いたしますので、５分間休憩します。 

（午後 ４時２０分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ４時２７分 再開） 

○世古安秀委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  先ほどの奥村委員からのご質問ですけれども、答弁をお願いします。 

  武中課長補佐。 

○武中課長補佐 あくまでも見積りをいただいた中での実績のものを参考に使わせてもらっています。一時問合

せのほうが設置及び１２か月の運用、端末保守につきましては学校へ３回行きますので、それの費用、あと、

離島校を含めありますので、その費用が発生しております。これが端末の保守の部分です。 

  附帯作業につきましても１２か月を１年間通しての人件費のほうの作業となっています。 

  あと、フィルタリングソフトのライセンス料につきましては、小学校のほうが６４６台分、中学校のほうが

３５４台分のものとなっております。 

  あと、このタブレット端末の個別の設定のほうが必要になっていますので、先ほどの台数と同数のものがな

っております。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。違うところで。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 ２点お伺いします。 

  １点目、１６４ページ、活力ある学校づくり推進事業について、芸術鑑賞を実施するということでしたけれ
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ども、どういう分野の芸術を指すんでしょうか。 

○世古安秀委員長 教育長。 

○小竹教育長 ここ少し来年度の予算の中で枠組みを変えました。と申しますのは、活力ある学校づくり事業に

つきましては、各学校の要望に応じて予算配当させていただくんですが、学校によって、例えば複式校のよう

な小さい学校でも芸術鑑賞したい、安楽島小学校みたいな大きいところでも芸術鑑賞したいといいますと、予

算の配当によって、芸術鑑賞の質が変わってくるんじゃないかと、予算の小さいところでやるのと大きいとこ

ろやるのとは違ってくるんじゃないかということになりましたので、新しくできましたサブアリーナですと、

小学校の１年生、２年生、３年生と４、５、６ですね、分けてもみんな入る人数でしたので、離島の生徒も近

くの安楽島の小学校の生徒も、１年から３年まで全部集めましょうと。それで、あちらこちらに分散していた

芸術鑑賞の費用を一つにして、今まで１０万円でやっていたものを３０万円でできるようにしましょうという

ことで、質の高いものをできるだけたくさんに提供したいという予算組みにさせていただいたということです。 

  中身につきましては、各校長会のほうで、小学校の低学年用と小学校の高学年用、中学校用と、何がいいか

ということで、これから相談させていただくということです。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 僕はこの予算計上、ワンステージ３０万円強ですわね。ですから、その３０万円でできるステ

ージ、オーケストラは無理だとしても、こういう分野を考えとるというのがあって、この予算計上になったの

かというふうに思いましたもんで、それで質問しました。とにかく予算枠だけ決めて、あと中身は校長会で検

討すると。だから、３０万円の範囲でできる芸術鑑賞ということになるわけですわな。分かりました。了解で

す。 

  もう一つ、続けてよろしいですか。 

○世古安秀委員長 続けてどうぞ。 

○戸上 健委員 １６５ページ、就学援助事業についてお尋ねします。 

  去年からですね、扶助費ですけれども、４５５万円が３５０万円に１００万円ぐらい減っております。国の

ほうは、これ小学校児童生徒の学用品分が３,０００円増の５万４,０６０円になりますし、オンライン学習通

信費、これも２,０００円増の１万４,０００円になります。そういうふうに就学援助費というのは増えている

のに、これだけ減ったと。この増加の分も中に算定されてこの予算になっておりますでしょうか。 

○世古安秀委員長 武中課長補佐。 

○武中課長補佐 委員のおっしゃられるところのまず人数のほうなんですが、当然、昨年度のパーセンテージ的

なものは増えているんですが、実際に就学援助を受ける人数のほうが少し減っております。プラス…… 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 いやいや、それはいいんです。僕が聞いたのは、国のほうが就学援助の分野の単価を引き上げ

たわけです。その引き上げた分もこの中に、予算の中に算定をされておりますかという質問です。算定されて

おれば、それでオーケーなんです。 

○武中課長補佐 算定は一応して、作っております。 
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○戸上 健委員 入れている。 

○武中課長補佐 はい。 

○戸上 健委員 分かりました。了解です。 

○世古安秀委員長 ほかに。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 すみません、１６５ページの下の中学校管理業務についてお尋ねいたします。 

  これは中に書いてあるところの中学校部活動に外部指導員のことを書かれていると思いますけれども、これ

予算だったので、具体的に私、聞かなかったので、この場所で聞かせていただきますけれども、これ４人とい

うふうに書かれていますけれども、配置予定は。これ４人はもう決まっているんでしょうか。 

○世古安秀委員長 教育長。 

○小竹教育長 部活動の配置につきましては、教育委員会で決めるものではなくて、本来、中学校校長が決める

ものでございますので、最終的にはうちが判断したわけではございませんが、相談する中で、四つの部活を統

合を前提に鳥羽東中学校に置くということで、今のところ相談はしております。聞かれていないことも申し上

げますけれども、基本的に地域のそういうスポーツ活動が母体としてしっかりあるところから外部指導員を出

していただいて、部活動を助けていただく。教職員の部活動に係る負担を減らしていこうというふうに考えて

おりますので、それで４名ということで、鳥羽東中学校に配置させていただきます。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  これ国の方針であって、この補助金、財源の中で部活動指導員配置促進事業補助金を活用して１００万円と

ありますけれども、今後こういう方向になるのは恐らく国の方針ですので、ただ、なかなか鳥羽にはそういう

教育長がおっしゃったような、きちんとしたスポーツで指導者として講習も受けられてというのはなかなか少

ないかと思うんです。その中で今回、鳥羽東中学校に４名配置していただくということになりました。これ

１４０日というところが書かれていますので、２時間程度、２時間勤務で１４０にしてあります。確認なんで

すけれども、上に書いてありますけれども、部活動の大会などの引率を含めて、土日とか曜日に関係なく

１４０日ということでよろしいんでしょうか。 

○世古安秀委員長 教育長。 

○小竹教育長 部活動の引率もできるということで、土日の部活動に参加も可能というようにしております。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 これ積極的に今回取り入れていただいて、今後、試験的に多分、恐らく試行錯誤しながらいく

んだと思うんですけれども、しっかりと、中学生の子供たちの選択肢が狭まらないように、しっかりと広げた

ままで鳥羽市としての方向性等々考えて、地域の方の力も借りながら取り組んでいただきたいなというふうに

思いますんで、しっかりと、これは大いに期待しているところですので、よろしくお願いしたいなと思います。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

（「最後まで」の声あり） 
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○世古安秀委員長 最後までです。 

  山本委員。 

○山本哲也委員 今年度の分には中事業として上げてもらっていないんですけれども、小中学校の保健振興事業

のところです。 

  安楽島小学校も１日休校になったりとか、コロナの部分であったと思うんで、その辺多分、今後そういった

ところの対策も含めてですね、それと保健振興事業としての取組について、ちょっと書いていない、上げても

らっていないんで、ありましたらご説明いただきたいなというふうに思います。 

○世古安秀委員長 武中課長補佐。 

○武中課長補佐 今回、中事業のほうでは確かに載っていませんでしたので、改めて少し説明をさせていただき

ます。 

  まず、コロナウイルス関連に関する消耗品であるとかというところ、あと、備品の購入のほうも、また今後、

国、県のほうから補助金の活用のほうがまたありますので、それもまた活用させてもらって、利用のほうは進

めていきたいと思います。 

  あと、説明のところで少しお話しさせていただきましたフッ化物洗口のことになろうかと思うんですが、鳥

羽市の虫歯の状況なんですが、３年の１０月に三重県が発行した三重の歯科保健というところで、１２歳児の

平均齲歯の率が県内で３番目に悪いという状況となっております。このことから、松阪市であるとかそういう

ところで先行して行っているフッ化物洗口のほうをまず行いたいというところで、今回、お話のほう、前段、

説明をさせていただきました。 

  なお、予算のほうにつきましては、枠内の消耗品のほうで吸収されることから、大きく増減がないところで、

今回記載のほうがちょっと抜けてしまったので、すみません、申し訳ないですが、状況は以上です。 

○世古安秀委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 ありがとうございます。 

  小中学校、園も含めてですけれども、コロナ対策は親御さんも大変敏感になっているところなんで、引き続

き気を引き締めて行っていただきたいなというところでございます。 

  あとそれと、説明いただきましたフッ化物洗口のところ、これよく決断していただいたなというふうに思い

ます。伊勢も志摩もまだ手をつけていないところでございまして、鳥羽市として先行してやっていっていただ

くというのは、僕はよく決断していただいたなと。これまでに大体、伊勢さんが始めました、志摩さんが始め

ましたので、やらなあかんのでやりますとかといったところが今回は、ほかはやっているところはあるんです

けれども、この近隣、伊勢志摩においては鳥羽が先行してやっていただくというところやと思いますけれども、

この辺どうやって進めていったりですとか、進めるに至ったところの決断に至ったところとか、教育長、あり

ましたらお願いしたいなと思いますけれども。 

○世古安秀委員長 教育長。 

○小竹教育長 フッ化物洗口につきましては、進めていくべきだろうという判断をしました。その理由は二つあ

りまして、一つは先ほど説明がありましたように、鳥羽の子供たち、齲歯の状況がよろしくないと。これ実は

子供数が少ないもんですから、年によって大分変動しますけれども、少なくとも去年の段階ですと２９市町の
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うち、悪いほうから３番目だったということ。それからもう一つの理由が保育所、幼稚園がもう既に１００％

フッ化物洗口が入っている。これ保育所、幼稚園は毎日ですけれども、小学校の場合は週１回法で始めさせて

いただきますけれども、そうしますと接続ができておりますので、３月まで保育所、幼稚園でやってきた子供

たちが１年生でするということで、違和感なくやっていただけますし、保護者にもご理解いただけるというこ

とで、来年度は小学校１年生から始めさせていただきます。これは週１回法ということで始めさせていただき

まして、次の年は、その１年生の次の次年生もということで、順次学年を上げていく予定でおります。 

  ただ、４月すぐにというのはちょっと準備が整いませんので、いろんな説明とか、歯科医さんの保護者への

説明もお願いしながら、できたら６月、場合によっては２学期になるか分かりませんが、今年度中には少なく

とも始めていきたいというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 一般質問でも取り上げたことがあるんですけれども、鳥羽市の齲歯率、なかなか改善していか

ないというところ、教育長がおっしゃっていただいたように分母が少ないんでね、１人変わるともうそれでパ

ーセントが上がるというのはあるかもしれませんけれども、やはり目指すべきところはゼロというところを目

指さなあかんのかなとも思いますんで、非常にいい取組やと思っています。よく決断していただいたなという

ところで思いますんで、しっかりと現場と連携取っていただいて、進めていただきたいなというふうに思いま

す。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 それじゃ、ご質疑もないようですので、続いて、生涯学習課の当初予算について審査を行い

ます。 

  説明資料１６９ページから１７６ページです。 

  担当課長の説明を求めます。 

（「ちょっと移動させてもらってよろしいですか」の声あり） 

○世古安秀委員長 入れ替えますか。 

（「はい」の声あり） 

○世古安秀委員長 委員のほうはそのままお待ちください。 

  生涯学習課長。 

○岡本生涯学習課長 生涯学習課の岡本です。よろしくお願いします。 

  まず、令和４年度の予算作成に当たり、苦心した点でございますけれども、ご承知のとおり、令和３年度、

感染症の感染拡大防止対策として、社会教育分野では市民文化祭を中止、保健体育の分野では三重とこわか国

体、市町対抗駅伝が相次いで中止となりました。これによって、出場予定者、あと大会関係者というのは、本

当に非常に残念で悔しい結果となってしまいました。 

  令和４年度の予算編成に当たっても、終息の兆しが見えない中、不安な気持ちを抱えながら策定にかかりま
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した。 

  また、文化財の保存推進につきましても、また後ほどご説明をさせていただきますけれども、指定文化財の

防火対策に補助制度を活用するため、文化財の担当者や文化財の所有者をはじめ、県や文化庁との連絡調整に

邁進をいたしました。 

  次に、工夫した点でございますけれども、特にスポーツ振興につきましては、東京２０２０オリンピックで

山田優選手が金メダルを獲得したということは、本当に画期的なことでありまして、２年後に開催が予定され

ているパリ五輪に向けた機運醸成を図りながら、本市におけますフェンシング競技の普及発展を図っていきた

いと考えております。 

  後ほど生涯スポーツ振興事業のところでもご説明をさせていただきますけれども、フェンシング関連のイベ

ントといたしましては、競技性の強いものだけではなくて、エンターテインメントの要素も含んだイベントを

推奨するという形で、広く市民の皆様にも興味関心を持ってもらえるよう、地方創生推進交付金を活用しなが

らフェンシングの普及発展を支援していきたいと考えております。 

  それでは、令和４年度当初予算のうち、生涯学習課が所管する予算の概要についてご説明をさせていただき

ます。 

  予算説明資料は１６９ページから、予算書は２２２ページ、２２３ページとなります。 

  まず、拡充事業でございますけれども、１６９ページの文化財保存推進事業をご覧ください。 

  予算額といたしまして１,６３４万６,０００円を計上させていただいております。この事業は、従来から市

内の指定及び登録文化財等の保全をメインとして実施をしてきております。令和４年度では、新たに緊急性の

ある事業を追加させていただいて拡充いたしました。 

  では、事前に提出させていただいております資料をよろしくお願いいたします。 

  まず、生涯学習課資料１というものをご覧ください。よろしいでしょうか。 

  まず、資料①ですけれども、旧鳥羽小学校校舎の外壁改修工事と屋上の防水工事をお示しさせていただきま

した。 

  旧鳥羽小学校校舎につきましては、平成２２年１月に国の登録有形文化財として登録した後、平成２６年度

には保存活用計画を策定し、その後、設計業務、また、耐震工事を順次実施して、平成３１年度からは外壁改

修工事に着手をしております。 

  令和４年度に実施いたします外壁改修工事につきましては、国の補助メニューを活用しながら、資料１の上

段に示させていただいておりますように正面向かって右側の外壁の欠損部分にモルタル補修を施します。 

  また、下段の平面図ですけれども、これも正面へ向かって右側になりますけれども、屋上からの雨漏りがち

ょっとひどいため、防水機能を施す工事に着手をいたします。この屋上の事業につきましては、国の補助要件

を満たさないということですので、市の単独での取組となります。 

  続きまして、資料２をお願いいたします。 

  旧鳥羽小学校の運動場へのネットフェンスの設置工事をお示しさせていただきました。 

  内容といたしましては、現在、くいとロープで転落防止策を図っているところではございますけれども、こ

の鳥羽城の本丸跡、鳥羽湾側に新たに転落防止ネットフェンスを設置するものとなっております。フェンスの
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高さは１２０センチ、全長は８０メートルの予定をしております。 

  続きまして、資料３をお願いいたします。 

  これは丸山庫蔵寺の防災設備改修事業となっております。国の重要文化財に位置づけられております丸山庫

蔵寺の所有者の方が国の補助メニューを活用しながら防火設備の充実を図るということで、市といたしまして

は、国と県の補助額を控除した所有者負担の５０％を支援していただくということで予算計上させていただい

ております。 

  この資料３の①から⑤までの機器を資料の右側にお示ししている配置図のように設置をいたしまして、不測

の火災に備えるというものでございます。 

  では、予算説明資料をお願いします。 

  次に、予算説明資料の１７０ページになります。 

  生涯スポーツ振興事業で６３８万６,０００円の予算を計上させていただきました。この事業は、通年、市

の体育協会が実施します社会体育普及振興事業、それと社会体育選手の派遣費に対します補助金などを計上し

ておりますけれども、山田優選手が東京２０２０オリンピックで金メダルを獲得したことを受け、令和４年度

の当初予算では、本市でのフェンシング競技というのをさらに普及発展させるため、新たなイベントの開催に

係る費用として補助金１４０万円を追加して計上しております。 

  これにつきましても、事前に提出させていただいております資料をお願いいたします。 

  この資料は、資料４となります。 

  資料４のフェンシング競技大会の概要についてとなりますけれども、ご覧ください。 

  本市におけますフェンシング競技の普及発展と次世代を担うフェンサーの育成を目的としてフェンシングイ

ベントを実施するものとなっております。 

  開催時期は秋頃、９月頃の２日間を予定しておりまして、鳥羽市民体育館メインアリーナとサブアリーナを

利用して、市フェンシング協会などの関係団体と連携を図りながら、競技性の高い部門、それとエンターテイ

ンメントの要素を含んだ部門などで構成されるイベントの開催を予定しております。 

  会場レイアウトのイメージは、下段にお示ししておりますけれども、メインアリーナは競技、サブアリーナ

はエンターテインメントの要素を含んだイベント会場になると見込んでおります。 

  業務の進め方でございますけれども、イベントの運営には専門的な知識が必要となることから、新たな実行

委員会を立ち上げて、審判員等の派遣依頼、また、専用器具のレンタル、必要な経費を補助していくといった

形で業務運営を支援していきたいというふうに考えております。 

  すみません、また予算説明資料のほうを申し訳ございませんが、よろしくお願いします。 

  続きまして、生涯学習課所轄、継続的な事業のうち主なものについてご説明をさせていただきます。 

  予算説明資料の１７１ページの下段、生涯学習推進事業で、予算額２６１万２,０００円を計上させていた

だいております。時代のニーズに沿ったテーマを題材として、特にＳＤＧｓ推進を図るため、私たちの身近で

起こっている課題、一人一人が向き合い、どのように取り組んでいくかなどを考えていく機会を創出するため、

生涯学習特別講座を鳥羽市民体育館で開催する予定としております。 

  これにつきましても、開催時期につきましては、感染症の感染状況によって変動いたしますけれども、今の
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ところこれも秋頃を想定しております。財源としては、地方創生推進交付金１１８万円を充てております。 

  続きまして、１７３ページの下段のコミュニティアリーナ維持管理事業をお願いいたします。 

  ここでは、予算額として３１５万４,０００円を計上させていただきました。主な経費といたしましては、

先日の行政常任委員会でご承認いただきました指定管理者の指定に係る答志コミュニティアリーナの指定管理

料です。これを委託料１２７万４,０００円のほか、各コミュニティアリーナの維持管理に必要な光熱水費、

それと浄化槽の保守点検に係る費用などを計上させていただいております。 

  この部分の答志コミュニティアリーナの指定管理業務に係る委託料に関しましては、予算書の第２表債務負

担行為の８ページの最下段に期間、令和５年度から令和６年度までの２年と、それと、限度額２５４万

８,０００円を設定させていただいておりますので、またご覧おきください。 

  続きまして、１７４ページの下段の博物館運営事業をお願いいたします。予算額は２,８１９万９,０００円

を計上させていただいております。例年ですと、海の博物館の指定管理に係る委託料というのが中心にはなっ

てくるのですけれども、令和４年度では、令和３年度に実施をいたしました海女ガイド事業、引き続き実施す

る費用として、委託料７４万８,０００円、そのほか海の博物館展示棟の床改修工事に係る費用、これちょっ

とごめんなさい、資料を提示はさせていただいていないんですけれども、金額は１,９００万８,０００円とい

うのをちょっと追加をさせていただいております。 

  次に、１７５ページの上段の保健体育総務業務でございます。予算額は２,６４０万９,０００円を計上させ

ていただきました。ここでは職員人件費が大半を占めておりますけれども、令和４年度は鳥羽東中学校へのフ

ェンシング部の創設をはじめとして、学校部活動の調整、また、学校部活動と地域スポーツの連携体制の構築

に向けた準備を進めるため、会計年度任用職員を配置いたします。 

  続きまして、１７５ページの下段、地域活性化起業人推進事業ですけれども、５７２万円の予算を計上させ

ていただきました。この事業につきましては、現在、民間企業と地域活性化起業人を活用した派遣に関する協

定というものを締結をしております。令和４年度につきましても引き続き官民連携の強化を図りながら、地域

課題の解決、市民サービスの向上、地域の成長発展を目指していくため、協定に必要な経費を計上させていた

だいております。 

  最後になりますけれども、１７６ページの運動施設管理運営事業で３,６５０万円を計上させていただきま

した。主なものといたしましては、令和３年の１２月会議で議案上程をしてお認めいただいた鳥羽市民体育館

ほか６施設の指定管理者の指定に関しまして、年度協定に必要な委託料３,６００万円を計上させていただい

ております。 

  以上、教育費のうち生涯学習課所管分についての説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○世古安秀委員長 生涯学習課長の説明は終わりました。 

  審査いただく範囲を指示します。 

  まず、拡充事業について、１６９ページ、文化財保存推進事業から１７０ページ、生涯スポーツ振興事業の

範囲でご質疑はございませんか。１６９と１７０です。よろしいですか。 

  河村委員。 
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○河村 孝委員 １６９ページ、文化財保存推進事業についてお聞きします。 

  課長の説明で防水工事については、国の補助が出ないと。外壁の改修工事についての部分の金額の１００分

の６５というのはついたという解釈でよろしいんですか。 

○世古安秀委員長 生涯学習課長。 

○岡本生涯学習課長 そのとおりでございます。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 ４年度の改修で、これで全て防水も外壁もオーケーということになるのでしょうか。 

○世古安秀委員長 豊田係長。 

○豊田係長 生涯学習課の豊田です。よろしくお願いいたします。 

  外壁の工事は、来年度その校舎の正面向かって右側を行いまして、令和５年度に、今度、正面側と、玄関の

ある正面部分の外壁改修が残っております。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 防水はどうでしょう。 

○世古安秀委員長 豊田係長。 

○豊田係長 防水に関しましては、来年度やる部分に関してのみ行う予定です。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 玄関から向かって右側を防水工事するということなんですけれども、過去にその防水工事を、

じゃ左側はしてあるんですかね、確認ですけれども。 

○世古安秀委員長 豊田係長。 

○豊田係長 防水工事については、建物の正面部分と向かって左側につきましては、まだ鳥羽小学校があったと

きに、防水工事を行っております。ただ、やって大分時間がたってきておりますので、行く行くはやっていか

ないといけないとは思うんですけれども、今のところ、来年度やる部分のように剝がれてきとって、もう今す

ぐやらないと大変なことになるというふうな状況では、緊急性としてはまだありませんので、まず緊急性の高

い正面右側のところを行うということになっております。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 その旧鳥羽小学校を今後利活用、まだそんな議論は議会でもされていませんけれども、利活用

をもしするとなれば、あと一体幾らかければいけるというふうな、そんな計画とか積算みたいなものというの

は課内で検討したことはありますか。 

○世古安秀委員長 豊田係長。 

○豊田係長 事業費につきましては、令和５年度に…… 

○世古安秀委員長 少しお待ちください。 

  生涯学習課長。 

○岡本生涯学習課長 旧鳥羽小学校の修復に関して、基本設計というものを平成２７年度に策定をしております。

このときの一応全体事業費というのが５億６,３００万円でございました。大体４か年で終了させるというの
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がすごくタイトな、初めに計画があったんですね。そのときに耐震改修、外壁改修というのを１年目に終わら

せる、その事業費が１億３,０００万円という大体事業なんですよね。ですから、それを単純に差し引くと、

４億円弱の事業費が要ると。ただ、これはそのときの基本設計、策定したときの状況ですんで、今後これにつ

きましても検討していかないかんのかなというふうには思います。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 浄化槽設備等々もまだそこでいろいろ足し込んで考えていかないかん話なわけですよね。当然

今までの説明においても、なかなかここで切ってしまうと全額補助金返還ということにもなりかねないという

ところで、何とかそこを活用しながらぎりぎりのところでやってきていると思うんですけれども、今回、防水

をやるということは、これは大事な大事な一般財源を持ち出すというところのですね、その辺の意識をしっか

り持っていただきたいなというふうに思います。くどくは言いませんけれども、その辺も含めて、将来、それ

を改修できる方向性というのはもう少し課内の中で議論していただければなというふうに思います。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか、１７０までです。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 ご質疑もないようですので、続いて、継続事業について質疑を受けます。 

  １７１ページ上段、人権教育推進事業から１７４ページ下段、博物館運営事業の範囲でご質疑を受けたいと

思います。 

  ご質疑はございませんか。１７１から１７４下段。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 すみません、１７１ページの下段の生涯学習推進事業についてお尋ねいたします。 

  これ今回継続事業で、生涯学習講座を開催しというのがあるかと思うんです、これ１８０万円やと思うんで

すけれども。かなりちょっとアップされて、力を入れていることかとは思うんですけれども。それと、その後

の、またと書いてあるところの文化芸術に親しみながらというところからワークショップを開催しますという

のは、これは別なことなんでしょうか。これがアーティストの報償費が入ってのことなんでしょうか。どんな

感じなんでしょうか。 

○世古安秀委員長 杉本係長。 

○杉本係長 生涯学習課の杉本です。よろしくお願いします。 

  こちらの事業で生涯学習特別講座とワークショップのことが書かれておりますが、この二つは別の事業とな

っております。生涯学習特別講座につきましては、今回、委託料として１８０万円を盛ってありまして、令和

３年と比べると７０万円ほど金額が上がっております。主な要因としましては、この委託料の中に講師の謝礼

が含まれているんですが、その単価が上がっているのが一番大きな要因となっております。 

  もう一つのこのワークショップについては、こちらアートに関するワークショップになっておりまして、既

存のイベント、例えば市民の森で行っているクラフト展等でワークショップを開催して、小中学生の方にそう

いう感性を豊かにしてもらう機会を創出できればということで、この事業を盛ってあります。 
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  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 今回このアーティスト報償費、令和３年度はなかったということで、新しくここを創設された

んでしょうか。これ違いますか。 

○世古安秀委員長 杉本係長。 

○杉本係長 このアートに関するアーティストのワークショップについては、令和４年度が新規事業となってお

ります。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 これせっかく積んでもらってあるんで、しっかりとしたものを多分、今から話をされるのか、

決まっとるのかちょっと分かりませんけれども、取り組んでいただきたいなというのが一つと、あと、生涯学

習特別講座に関しては、先ほど課長から説明があったＳＤＧｓの取組の中での生涯学習講座だったかと思うん

ですけれども、これが講師料も増えたということは、回数も増やすのか、それとももう回数はそのままで、回

数何回ぐらいかというのはあるでしょうか、それだけ。 

○世古安秀委員長 杉本係長。 

○杉本係長 回数につきましては、今年度につきましては１回の開催になっているんですが、来年度、令和４年

度については２回程度実施する予定となっております。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 １回で１８０万円という、講師料も含めてというのは相当大きなイベントというか、そういう

特別講座、講演会を開催されるのかなというふうに思われるんですけれども、体育館をメインのほうを使って

やるんでしょうか、これサブアリーナでするのかな、体育館にてって書いてありますけれども。 

○世古安秀委員長 杉本係長。 

○杉本係長 会場はサブアリーナを予定しております。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 令和３年度もこれやられたと思うんですけれども、そのとき、今、コロナ禍ですので、大体想

定としてはどれぐらいの人数に参加してもらいたいとかというのはあるんでしょうか、それは持っていないん

ですか。 

○世古安秀委員長 杉本係長。 

○杉本係長 会場がサブアリーナを予定しておりますので、コロナの感染防止を考えると、サブアリーナの定員

が約５００名なんですが、千鳥席で入れた場合にすると半分の２５０名程度になるかなと思っております。ま

た、この会場へ足を運んでもらうのにプラスして、ユーチューブ等でのライブ配信もできればなというふうに

は今検討しておりますので、一応その参加者の見込みとしては約２５０名程度という形になります。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 これ２５０名程度で１８０万円というところなので、せっかくやるんだったら最大限の効果が
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……、人数制限はあるかと思いますけれども、しっかりした中身のもので、しっかりと取り組んでいただきた

いなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。１７４ページまでです。 

  瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 すみません、１７２ページの人材育成講座「地球塾」事業についてお伺いいたします。 

  これまでもずっと取り組んでいただいていて、とってもいい事業だと私は認識しております。何が聞きたい

かといいますと、先ほど学校教育のほうの添付していただいた資料の海洋教育カリキュラムの中にも、このと

ばっこ検定のことの記述がオレンジ色、産業と仕事のテーマに沿ったものだということで記載をされておった

ところと絡めた質問をしたいんです。何が言いたいかといいますと、せっかく海洋教育というようなカリキュ

ラム化をしていきたいんだという動きがあるということで、この一覧表に載せていただいたということは、今

回このとばっこ検定をする対象になる小学校４年生から６年生の子供たちの学びの中に、いわゆる海洋教育と

いうものを加えていくのか、もうがらっと海洋教育のほうへ振り直してしまうのかとか、ちょっとそういう構

想みたいなものがおありなのかなと思ってお聞きしたいなという質問でございます。 

○世古安秀委員長 教育長。 

○小竹教育長 お答えいたします。 

  海洋教育という概念がまだなかったときでございますので、ふるさと教育ということで、とばっこ探偵団と

いう冊子を作りまして、小学校の４、５、６に学んでいただきました。これはもう郷土愛というふうに特化し

ていたんですけれども、あれから５年たちましたかね。今まさに海洋教育ということが前面に出てきましたの

で、ここのとばっこ探偵団を使っての学習も海洋教育の中にはめ込んで、海洋教育としてカテゴリー化したい

という考えで、同じことをしているんですけれども、改めて位置づけし直した、捉え直したというふうな考え

方でございます。 

○世古安秀委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 では、要望になるかも分かりません。ぜひ学びの一つの中に、仕組みは変えない、やることも

変えないという基本スタンスは何も異論はありません。ですけれども、いわゆる海洋教育とは何か、カリキュ

ラムにしていったらどうなるかというようなことをせっかく今一生懸命組んでいただいていると思いますんで、

子供たちに対する何ていうんやろう、学びを提供するときに、あここが海洋教育って言うてるところなんやと

いうような気づきが与えられるような、少しそういうカリキュラムというか、内容の中にも限定の、問題の中

に入るとか、何かそういうちょっとしたアクションがあったら、より発展していくんじゃないかなと思います

ので、ぜひご検討いただければなと思います。よろしくお願いいたします。 

○世古安秀委員長 要望でよろしいですか。 

  ほかにございませんか。１７４ページまで。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 ないようですので、続いて、１７５ページ上段、保健体育総務業務から１７６ページ、運動

施設管理運営事業の範囲、最後までです。１７５ページから最後までです。 

  濱口正久委員。 
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○濱口正久委員 すみません、１７５ページの下段の地域活性化起業人の推進事業についてちょっとお尋ねいた

します。 

  これ令和２年度の１０月から入れていただいて、パークリノベーション１０８プロジェクトの活性化とか、

いろいろ取り組まれているかと思うんです。関係人口の創出とか生涯いきいき事業などに企業の知見を活用す

るということで、生涯学習課がそういう目的で配置した中で、今年度、今まで１年ちょっとやっていただいた

中で、今回、次年度に向けて予算化するに当たって、今まで何か課題を見つけていただいて、こういうふうに

提言があったとかという事例とかあって、今後それに取り組んでいくとか、何かそれがありましたら。 

○世古安秀委員長 栗原係長。 

○栗原係長 スポーツ推進係長の栗原です。よろしくお願いいたします。 

  令和４年度も同じくこの地域活性化起業人という総務省の制度を使わせていただいて、市の課題解決を図っ

ていきたいなと考えておりますが、今まで１年半してきている中で、ちょっとコロナもあってなかなか対面式

でできずにオンラインでの相談業務とかもある中で、各課が様々抱える課題についてアドバイスをしていただ

きました。 

○世古安秀委員長 ちょっとお待ちください。しばらくお待ちください。 

  続けてどうぞ。 

○栗原係長 すみません。 

○世古安秀委員長 しばらくお待ちください。 

  栗原係長どうぞ。 

○栗原係長 すみません、いろいろ事業がある中で、令和４年度につきましては、今年度、パークリノベーショ

ンに関しましては、各課の垣根を超えてワークショップを実施してきましたので、中央公園、市民の森といっ

た公園のいろいろこういうふうに持っていきたいというコンセプトのほうを今現在、話し合わせていただいて

いますので、そういったものを形にしていきたいと思っております。 

  また、健康福祉とかも、保育のＩＣＴとか健康づくり教室というところも、相談業務が主になってきており

ますので、いろいろと正直、形にならないものもあるかと思いますが、各課からいろいろと上がってくるかと

思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 せっかく民間の力を活用しているわけです。皆さんとはちょっと違う視点で、公務員とは違う

視点での意見があろうかと思います。そういうところと、あと、パークリノベーションをしっかりと活用して

いく、せっかく整備を進めたわけなので、活用して何ぼやと思いますので、そこら辺のところはしっかり意見

を聞いていただいて、取り入れていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 それでは、ご質疑もないようですので、これで本日の審査を終了します。 

  引き続き本日の振り返りを行いますので、執行部の皆さんは退席をお願いします。 

  ここで５分間休憩いたします。 
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（午後 ５時１８分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ５時２３分 再開） 

○世古安秀委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  本日の振り返りを行いたいと思います。 

  午前中のほうから順番にいきたいと思いますけれども、観光課のところでのご意見がございましたらお願い

します。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 １２６ページの旅行商品のプロモーション戦略事業の中で、体験と学びを追求する、進めてい

くというところで、事業目標の宿泊客数を増やす一つの中に大学ゼミ等の合宿と研究支援事業というのがあっ

たと思うんです。ぜひともこれをしっかりとやっていただいて、ただ単に宿泊補助だけではなくて、連携しな

がら地域課題の解決のところまで取り組んでいただけるんやったら、本当にこれは大きな前進かなというふう

に思いますので、ここはしっかりとやっていただきたいなというふうに思います。 

○世古安秀委員長 １２６ページの旅行商品・プロモーションの戦略事業の中で、大学ゼミと、それから地域課

題解決というところでの取組は非常にいいと。鳥羽市の地域課題にもつながるというところで、非常に大事な

ところであるとご意見でありました。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 関連なんですけれども、大学ゼミの自治体が誘致するというのは、全国的にも珍しいという報

告でした。それから、海洋生物の資源のレッドデータブック、これは県段階では作成してあるところもあるけ

れども、市町村では、これまた他に例がないと言ったんか……、まれだという、そういう答弁でした。この二

つは、観光課の新たな方向性、積極果敢性というのを僕は評価してもいいんじゃないかというふうに思います。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

  山本委員。 

○山本哲也委員 ここで僕、提案させてもらったんですけれども、ゼミの合宿補助金とか、あともう一つ、スポ

ーツ合宿のやつもあったんじゃないかなと思うんですけれども、学生たちに地元との接点を増やす意味でもね、

やはり申請して、帰ってからありがとうございましたといって補助金として渡すんじゃなくて、補助金を市内

でも有効に使ってもらえるような工夫、領収書を添付してとかというのでも僕はいいかなと思うんで、何とか

地元でお金を使ってもらったりとか、中長期的なビジョンの取組ではあると思うんですけれども、そういった

ところで短期的なところでも、金額的にそんなに大きくはないですけれども、多少でも、地元の土産物屋さん

とかにお金が落ちたりと、そういったところも期待できるのかなとは思いますんで、難しいとは言っていまし

たけれども、何とか一工夫していただいて、半分でも地元に落ちたりとか、ちょっとでもお金が回るような仕

組みを取り入れていただきたいなということも申し添えていただきたいなというふうに思います。 

○世古安秀委員長 経済の地域の循環もできるような仕組みをつくっていただきたいということですね。 

  浜口一利委員。 
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○浜口一利委員 私はこの観光課の１２３ページの観光振興推進事業というのをサスティナブルツーリズムとか、

いろいろ新しい言葉を使って取り組んでいこうとするというのはちょっとまだ完全な形で理解はできていない

んですけれども、やはり鳥羽として、この観光振興事業というものを積極的に、これはもう取り組んでほしい。

とにかく観光客数がもう４００万以上になるような取組というのをいろんな方法で知恵を絞ってやってほしい

ということ、これはやってほしいなと思いますけれども。 

○世古安秀委員長 そうですね。コロナ禍でも疲弊した経済を少しでも回復するような観光振興策をですね、観

光客も含めて、宿泊も含めて、何とか全力を挙げてやっていただきたいということですね。 

○浜口一利委員 これについては持続可能な観光ということで、取り組んでいくっていうことも言っていました

けれども、これも含めていろんな方法でもって、やはりこのあたりがしっかり、観光鳥羽としてやってほしい

なと思います。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 一利委員が言われたこのＳＤＧｓ推進事業も含めたこの推進事業なんですけれども、この中で

のＳＤＧｓ推進事業、課長もおっしゃっていましたけれども、山本委員の発言もあったかなと思うんですけれ

ども、問合せ等々も多分あって、協会さんとかも含めて、今後こういうふうな方向でいくのは、選ばれるとし

ても、選ばれる観光地としても、それは当然その方向にいくんだろうというふうに思われますので、ここはし

っかりとした共通認識の下、みんなできちんと話をして、それを活用できるものをしっかりとつくっていただ

きたいなと思います。 

○世古安秀委員長 観光課についてはどうですか。 

  山本委員。 

○山本哲也委員 すみません、その観光振興事業のところでね、両濱口委員がプッシュしていただきましたけれ

ども、やはり大事になってくるんで、これから観光地をどうマネージングとかしていくかとかというところの

部分、観光地経営といわれる部分のところやと思うんですよね。なので、こういったところからブランディン

グですとか、鳥羽の観光がどうあるべきかとかというところを各関係諸団体とも調整しながら、共有していた

だきながら進めていっていただく視点が大事なのかなというふうに思いますので、こういったところをきっか

けにしながら、各関係諸団体と手を携えて取り組んでいっていただきたいというところで進めて、していただ

きたいと思います。 

○世古安秀委員長 連携をしながら進めていってほしいということですね。 

  ほかにございませんか。 

  観光課はよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○世古安秀委員長 それでは、次に建設課のほうです。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 この空き家活用促進事業なんですけれども、中で何回か議論が出たかと思います。今回５０万

円を１０件と家財処分も１０万円１０件なんですけれども、今のところこれは国の補助メニューを活用してと

いうところで、移住者限定というところを考えているという話が出ましたけれども、そもそも移住者だけでは
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なくて、建設課がやる以上、しっかりと市民が利活用できるようなものに、もうちょっとしっかりと制度を見

直していただいて、幅広く活用できるように私はしていただきたいなというふうに思います。 

○世古安秀委員長 移住者だけでなくてね、もう少しいろんな方法でも活用できるような方法を検討していただ

きたいということでしたけれども。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 正久委員のおっしゃった話は一理あると思います。その移住・定住の奨励金に代わって、こう

いうところにターゲットを絞ってやりにいくことを前向きにそういうところで積極的に移住者と関係人口づく

りというところに関しての狙いは評価したいなと思うんですけれども、この結果がどういうふうに動いていく

のか、奨励金を出して市民に定住してもらってとどまってもらうより、人口流出が減って、結果、移住者が来

てくれて、鳥羽市の移住・定住の数字としては上向きになったというところの結果が出て初めて分かると思う

んで、そこまではしっかり見守るというのが議会の役目なのかなというふうに思います。 

  これまでやってきたことをどう次に一歩前に進めてチャレンジしにいく姿勢ということは、私は評価したい

なと思うし、同時にしっかり見守っていかなきゃならないんではないのかなというふうに思います。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 昨年度出されていた移住・定住の奨励金を削減してこちらのほうへシフトしたということで

すので、その辺の状況、移住人口の動態もきちんと結果を見ながら見守っていくべきだということでありまし

た。 

  ほかにございませんか、建設課のほう。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 １４１ページの道路維持管理経費について、片岡委員から指摘があったところだとは思うんで

す。昨年も議会の指摘を受けて、今回、市単道路改良と含めてのところで９１４万円増というところの意欲を

見せてきたというところに関しては評価するべきではあると思うんですけれども、南川副委員長から指摘があ

ったように、まだまだ積み残しがあって、町内会の要望は相変わらず多いというところなんで、引き続き議会

としては、財政的に苦しい中ではあるけれども、道路維持管理経費については今後も増額を求めていくという

ところでいいのではないかのかなというふうに思いますけれども。 

○世古安秀委員長 今日の答弁ではまだ３億円ぐらいの、去年の段階では積み残しがあるというふうに答えてお

りましたので、その辺のことも含めて引き続いて努力をしていただくと、予算措置をしていただくというとこ

ろかと思います。 

  ほかにございませんか。 

  一利委員。 

○浜口一利委員 さっきの話なんですけれども、いつもこの道路維持というのはこんな話になっていくわけなん

ですけれども、いつまでも予算配分の中での枠の中でって、いつもそのような対応で、今年度については

９００万円アップしてくれたということなんですけれども、やはりこれについては政策的にもうアップという

ような形で、そんな殻を破った形というのをやっていかな解決にはならんと思うんですけれども、そのあたり

も含めて予算配分の中で何％、何割充てるとかということでは、もう解決できやんような状況になっとる。市
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内の状況を見てみると、やはりインフラ整備というのはもう、市にとって、行政にとって第一歩の仕事なんで、

力を入れてほしいなと思いますけれども。 

○世古安秀委員長 そうですね。従来の考え方の中だけで考えとったんではなかなかちょっと難しいかなという

ふうな部分がありますので、その辺のちょっと視点も変えたところでの施策を出してほしい、財源のこともあ

るかとは思いますけれども、そういうことが必要であるのではないかということでした。 

  ほかにございませんか、建設課。 

  どうぞ、南川委員。 

○南川則之委員 １３６ページです。マスタープランとの話を河村委員がしてくれました。その中でちょっと執

行部側、建設側とかみ合わへん部分があったんですけれども、河村委員が言われたように、やはり広く市民の

意見を聞くとか、各種団体の意見を取り入れていくという、双方向、当然マスタープランは行政がつくるのや

けれども、みんなの声を聞きながら可能性のあるものをつくっていく、市長のグランドデザインというのが将

来、絵に描いた餅にならんような、みんなが期待の込めるような、そういうプランがあって、それがみんなの

描く姿になっているという、声を聞くというところは必要やないかなと思うんですけれども、そこはちょっと

強調して言うてほしいなと思うんですけれどもね。 

  最後で、そうしますという答弁があったと思うんですけれどもね、それはきちっと河村委員の意見を聞きな

がら、再度考えてくれたところですので、そこはちょっとかみ合ったことかなと思いますので、そこはそうい

うふうにしてほしいなと思います。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

  山本委員、雨水のほうはよろしいですか。 

○山本哲也委員 もう十分確認させていただいて、回答もいただいていますので。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか、よろしいですか。 

  浜口一利委員、どうぞ。 

○浜口一利委員 この雨水のことについても、いろんなところで、仕事の取っかかりになると思うんですけれど

も、いろいろ二、三、手をつけてもうとるというような予算が見えるということで、私はこれについては評価

したいと思います。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 なければ、それでは次、消防本部のほうへ移ります。 

  消防本部のほうでございましたら。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 消防団員の報酬ですけれども、３万６,５００円、今まで２万５,２００円の１万円以上引き上

げました。これは消防庁の発出といいますかね、こういうふうにしてくださいと。財源については国のほうで

きちんと面倒を見るということを履行したというふうに思うんです。これは今までも国のほうからは地方交付

税で措置されておりながら、鳥羽市はもうそんな中カットしてきたわけで、議会でも随分これ問題になってき

ました。 
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  それから、災害出動手当ですけれども、これも今まで５,０００円やったやつを８,０００円にしました。

８,０００円ということについても、国のほうはこれ８,０００円にしてくださいということで、地方交付税で

は７,０００円まで出すんだけれども、あと１,０００円は一般財源で市が面倒を見なければいけません。そこ

を踏み切ったということはね、僕はこれは非常に高う評価していいというふうに思うんです。今まで金がない

ということで団員の苦労になかなか報いてこなかったというふうに思うんです。出初め式でも市長は、議長も

そうだけれども、消防団員が鳥羽市の安心安全に果たしておる役割というのは非常に高う評価して、たたえて

きたわけで、それをですね、言葉だけではなしにちゃんと財源的にも踏み切ったということは、僕は評価して

いいんじゃないかというふうに思います。 

○世古安秀委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 すみません、本編のほうでは私、質問をいたしませんでした。行政のほうでの条例案とも関わ

ってきていて、私は条例案のほうは反対ということで、そこの反対の理由となるところが、大部分は本当に賛

成なんです。戸上委員がおっしゃるように一般団員のところが１万円程度の底上げになって、大体それぐらい

の分量で全ての階級、７階級の人々が全員同じだけ上がっていれば何も問題ないと私は思っているんです。た

だ、一部の階級だけが現状維持じゃなくて減になっているというところに私は異を唱えたいということで、詳

細は、私、自分の反対討論のところでさせていただくんですけれども、評価はしていただきたいなというのは

本当に思います。 

  今までは交付税の単価という形での、従いなさいではなくて、基準にしてくださいというような国からの提

示であったものが、今回いわゆる消防庁長官通知ということで、もうここにしなさいというような通知になっ

たというところで、英断をされたということですけれども、示されていた要はいわゆる単価表は、同じものが

示されていたはずですもので、そこのところの思いというのが若干ちょっと、せっかく上げていただくのにと

いうところがあるんですけれども、上げていただいたことは本当にありがたいことですし、今回も、今日もた

またまとはいえ火事があって、私の地元の消防団の人間も出ています。そんな中で頑張ってくれているんで、

議会としては評価をしていっていただきたいなとは思いますけれども、私個人の意見はこういうところです。

すみません。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 お二人の意見が両方の見立てが僕はあるなというふうに思います。それだけじゃなくて、今回

の消防団の活性化対策事業については、条例でも４９０人まで定員を下げにいったわけです。これも当然、そ

こに目標を置いたからには、団員の獲得、さらに災害支援を含めての団員の獲得に全力を挙げて、条例の定員

数まで届く努力を消防には求めたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○世古安秀委員長 濱口正久委員。 

○濱口正久委員 関連で、今回４９０人に下げた中で、今まで消防団員数が減っていく中、災害支援団員も含め

たといえども、これ増やしてですね、何とか確保していこうという意気込みは私は非常に大いに評価したいな

というふうに思います。そこら辺のところを含めて頑張っていただいているんじゃないかなというふうに思い

ます。 
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○世古安秀委員長 皆さん、様々なことに対して評価をするというふうなところであります。消防団の活動の手

当というふうなところでの評価が皆さん共通であります。 

  ほかにございませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 それでは、次に、引き続いて教育委員会のほうに移ります。 

  まず、１１９ページ、学校教育課、総務……、細かくはいいですか。全部について、それじゃ、細かく区切

っていったほうがいいかなと思ったんですけれども、全部の中で気がついた、これだけはぜひ委員長報告とか

いろんなところで触れていただきたいというところがありましたら出していただきたいと思います。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 今回、小学校を７校全てコミュニティスクール化して、何とか地域の中の学校として盛り立て

ていこうという考えの下、まず最初に３校に関してはコミュニティスクールディレクターを配置するというこ

とを決めていただきました。せっかく配置をしていただいたんですので、これは今までの事務的なところにと

どまらず、現場へしっかりと出ていくのも認めるというふうなご発言でしたので、しっかりと地域と連携しな

がら、よりよい方向に導いていただきたいなというふうに、いい方向になるように、という意味も含めて期待

したいなというのがあります。そこがコミュニティスクールと。 

  あとはもう一つ、続けてよろしいでしょうか。 

  今回、海洋教育の推進の中で、初めて大枠のところである程度、私たちに見える化していただきました。こ

この追加分のところに出てくる海洋教育のカリキュラムのことをしていくということで大枠していただきまし

たので、ここはもう鳥羽のしっかりとした海洋教育に取り組むという姿勢と、実際こういうことができるとい

うことを前面に出して、前向きに取り組んでいただきたいなという思いがあります。今回ここまである程度見

える化していただいたので、そこら辺のところは大きな前進かなと思います。評価したいなというふうに思い

ます。 

○世古安秀委員長 海洋教育は１６２ページのということですね。 

  ほかにございませんか。 

  山本委員。 

○山本哲也委員 委員会でも言うたんですけれども、フッ化物洗口を始めるというところの決断に至っていただ

いたのは、本当に大きな決断じゃないかなというふうに思います。言うたように伊勢も志摩もまだやっていな

いんですけれども、鳥羽が先行して取り組むというところ。いつもなら右へ倣えじゃないですけれども、志摩

さんが始めました、伊勢もやっていますのでやりますとか、どっちかというと、けつたたいて、伊勢もやっと

るで早うやらんかというのが、そういったのが多い中、この辺では先頭を切ってやってくれるというところな

んで、本当に現場としっかりと調整しながら進めていっていただきたいなと思いますし、何とか子供らの虫歯

の率、齲歯率を何とか下げてもらって、県内上位へといっていただくような取組を進めていっていただきたい

なというふうに思います。 

  なので、ここの決断は本当に今回、事業として上げていませんでしたけれども、事業として上げて書いてく

れてもよかったんじゃないかなというふうに思いますんで。 
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○世古安秀委員長 率とかも含めての対策というところで、それは評価できるんではないかなというところです。 

  濱口正久委員。 

○濱口正久委員 すみません、これは中学校管理業務の部活動のところと生涯学習のところとリンクしていたと

思うんですけれども、今回、中学校に外部指導員を入れていただくというのと、あと、鳥羽東にフェンシング

部ができるというふうな話もございました。鳥羽ならではの特徴と、それから、せっかく外部指導員を入れて、

働き方改革の中で先生たちの負担を減らすという意味でも、これを投げるんではなくて、しっかりと支えて、

連携しながらうまく導いてほしいなと思います。本当にここら辺のところというのは、外部指導員の方にもか

かる負担というのは大きな部分が出てきますので、そこはしっかりと学校と連携しながらやっていただきたい

なというふうに思います。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

  戸上委員、どうぞ。 

○戸上 健委員 委員長報告で触れてほしいという話じゃないんですけれども、やはりみんなで一度議論をして

おく必要があるというふうに僕は気づいたのが奥村さんの積算根拠を示せということに対する副市長の、そこ

まで踏み込むべきなのかという問題提起がありました。僕は副市長の指摘は、僕は妥当だというふうに思いま

す。せやもんで、今日には限りませんけれども、委員長、これ最終日に全部終わって、特会も全部終わってか

ら、もう一度全体の振り返りということをなさるというふうに思うんですけれども、そこでこの予算委員会の

審議の在り方、それから、９月には決算もありますもんで、決算のときの審議の在り方というのをみんなで意

思統一しておいたほうがいいというふうに思うんです。といいますのは、委員長が冒頭、市民の顔を思い浮か

べて、この予算というのが本当に市民に役立つのかという観点で議論してほしいというふうにおっしゃいまし

た。僕もそのとおりだというふうに思います。 

  思い起こしますと、橋本真一郎さんが委員長をなさっとったときに、これは何人ですかと、この数字は何で

すかというようなことをこの場で聞くんやなしに、事前にそれは各課から予算書を自分で調べておいて聞いて

きてくれと。この場ではその数字がどこが問題なのかということを発言するというか、議論すると、そういう

場にしてくれというのを再々、彼は言うてました。僕はもう委員長をしたときに、もう根掘り葉掘りの質問と

いうのはもうこらえてくれと、この中心点で問題がある、これは評価すべき、そういったところに焦点を当て

た議論をしてくれということを言った覚えがあります。 

  だから、どういう議論の仕方が予算委員会、それから決算委員会で、それこそ市民の顔を浮かべて、市民に

役立つ議論なのかということをですね、僕は意思統一しておく必要があるんじゃないかなというふうに思うん

です。これは議会改革特別委員会でやる課題かも分かりませんけれども、みんなが気づいたというか、生々し

い時点で一遍議論をしておく必要があるんじゃないかというふうに思いますもんで、正副委員長と、それから

正副議長の間でちょっと、僕のこの問題提起が、問題意識がもうそぐわんということであれば現状でいいんで

すけれども、一遍検討するということであれば、検討していただきたいというふうに思います。 

○世古安秀委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 私もその辺のルールというのは、もうメンバーも替わったんで、一つのルール決めが必要では

ないのかなというふうに思います。なので、そこの時間を取って議論するのが一番いいのかなというふうに思
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いますが、予算委員会の運営というのは委員長、副委員長の進め方で僕はいいと思うんです。お二人が優しい

んで、ある程度脱線していっても、今のところは何とかおらえてくれて、進めていただいているんですけれど

も、基本的には、議会全体としては、議員自らが発言の機会を狭めてはいかんというのはですね、常々僕は議

長とも話をしているんです。でも、その中に節度ある行動であったり、もう少しお互いが効率化できないかと、

執行部とのね。効率化ができないかという議論を進めるべきだと思いますんで、また議長と正副委員長と相談

させていただいて、また皆さんにその辺は機会を設けるように連絡させていただきたいなというふうに思いま

すけれども。 

○世古安秀委員長 議長、副議長、正副委員長のほうで、その辺はちょっと協議も相談もしたいというふうに思

います。 

  元に戻りまして、振り返りの中で、教育委員会の中で取り上げていただきたいという案件はほかにございま

すか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 それでは、長時間にわたりまして、今日はかかりましたけれども、以上をもちまして、本日

の振り返りを終了したいと思います。 

  明日、３月１７日も午前９時から予算決算常任委員会を再開し、特別会計及び企業会計の当初予算審査を行

いますので、定刻までにご参集願います。 

  本日はこれをもちまして散会いたします。 

  お疲れさまでございました。 

（午後 ５時５９分 散会） 

─────────────── 
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委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 

 

 令和４年３月１６日 

 

              予算決算常任委員長    世  古  安  秀 

 


